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給 水 装 置 材 料 基 準 
 

第１章 総則 

 １ 目的 

   この基準は、京都市公営企業管理者上下水道局長（以下「管理者」という。）が、給

水装置工事に使用する給水管及び給水用具（以下「給水装置材料」という。）の性能等

が、水道法第１６条に定める「給水装置の構造及び材質」に適合しているか否かにつ

いて、京都市水道事業条例（以下「条例」という。）第６条第３項（給水装置工事の審

査）及び同条例第６条の２第１項（給水装置工事の完了の検査）の規定に基づき、審

査及び検査するために必要な事項を定め、適正な材料の使用に供することを目的とす

る。 

 ２ 性能基準 

   水道法第１６条「給水装置の構造及び材質」の規定により、同法施行令第６条第１

項第１号～第７号において、「給水装置の構造及び材質の基準」が定められている。ま

た、個々の給水装置材料が満たすべき性能及びその定量的な判断基準（以下「性能基

準」という。）並びに給水装置工事が適正に施工された給水装置であるか否かの判断基

準として、技術的細目（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（以下「基準省

令」という。）平成９年厚生省令第１４号）が規定され、耐圧、浸出等、水撃限界、防

食、逆流防止、耐寒及び耐久に関する基準が明確化されている。 

 （１） 耐圧に関する基準（基準省令第１条） 

 （２） 浸出等に関する基準（基準省令第２条） 

 （３） 水撃限界に関する基準（基準省令第３条） 

 （４） 防食に関する基準（基準省令第４条） 

 （５） 逆流防止に関する基準（基準省令第５条） 

 （６） 耐寒に関する基準（基準省令第６条） 

 （７） 耐久に関する基準（基準省令第７条） 

 ３ 性能基準に係る試験 

   給水装置材料の基準省令に規定する試験は、「給水装置の構造及び材質の基準に係る

試験」（平成９年厚生省告示第１１１号）の規定に基づく試験方法により行い、基準を

満たしたものが基準適合品となる。 

 

第２章 給水装置材料 

 １ 給水装置材料 

   給水装置材料は、性能基準に適合していることについて、管理者が承認したもので

なければならない。 

 ２ 給水装置材料の規格品等の取扱い 

   給水装置材料に関する規格及びこれに準じるもので、性能基準を満足する製品規格
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に適合している以下の製品については、基準適合品として取扱う。 

 （１） 京都市形品（京都市仕様） 

 （２） ＪＩＳ（日本産業規格）に定める水道用品 

 （３） ＪＷＷＡ（日本水道協会規格）に定める製品 

 （４） 製造業者等の団体規格品（基準適合の証明がある製品） 

 （５） 海外認証機関の規格による製品 

 （６） 第三者認証品 

 （７） 自己認証品（基準適合の証明がある製品、その他基準適合を証明できる製品） 

 ３ 給水装置材料の使用区分（用語の定義） 

   管理者の承認する給水装置材料についての用語は、次のとおり区分し定義する。 

 （１） 特定品目 

     条例第６条の３に規定する特定区間（配水管への取付口から水道メーターまで

の部分（副止水器具を含む。））に使用し、又は管理者が施行する漏水修繕及び検

定期間満了メーターの取替工事等の範囲に含む給水装置材料として指定する品目

（別表－１、別表－１－１及び別表－１－２参照）をいう。 

     なお、別表－１は特定品目のうちポリエチレン管に関連する品目以外の品目、

別表－１－１はポリエチレン管に関連する品目である。また、別表－１－２は旧

京北地域水道で使用する品目である。 

 （２） 基準適合確認品目 

     特定区間以外の給水装置材料として、管理者が既に性能基準に適合しているこ

とを確認している品目（別表－２参照）をいう。 

 

第３章 特定区間の給水装置材料 

   特定区間に使用する給水装置材料（特定品目）は、性能基準に適合するもので、管

理者は、条例第６条の３の規定に基づき、品質、形状、寸法等の性能について審査し、

承諾したものを指定する。 

 １ 材料の承諾 

   管理者は、特定品目について、維持管理面やより有効な性能等を確保するために、

品質、形状、寸法等、性能を審査し、承諾することができる。 

 ２ 承諾申請 

   管理者が指定する特定品目について、製造・販売を希望する製造者又はこれに準ず

る者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を提出し、管理者の承諾を受けな

ければならない。 

 （１） 申請書類   ２部提出（水道メーターは３部提出） 

   ア 水道用資機材承諾申請書（様式第１号） 

   イ 製品の製作図面 

   ウ 製品の仕様書又は説明書 
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   エ 製品が承諾品目の技術仕様に適合することを証明する書類、又は技術仕様に準

拠しこれと同等以上であることを証明する書類 

   オ 「日本水道協会検査工場登録通知書」又は「日本産業規格表示許可書」若しく

は「ISO 9001 審査登録証」の写し 

   カ 価格表 

   キ 工場概要書 

   ク 製造実績及び納入実績等 

   ケ 外部会社と提携する場合は、その関係を示す書類 

   コ その他局の指定する書類等 

 （２） 審査 

     書類や材料見本等により、次の性能確認審査を行う。 

   ア 外観 

     巣孔、欠損、亀裂、コブ、肌鋳張り、表面処理及び表示記号等について、目視

並びに器具測定により行う。 

   イ 形状・寸法 

     申請図面（製作図面）が規格図面に示す形状及び寸法によるものであるかの確

認を行う。 

     なお、水道メーター（測定機器）の公差は、ＪＩＳ及び計量法に基づく。 

   ウ 材質 

     引張り、曲げ、伸び等の材料試験及び化学成分分析試験は、公的機関又はこれ

に準じる機関の検査成績書をもって確認する。 

   エ 性能 

     耐圧、浸出、水撃限界、防食、逆流防止、耐寒、耐久性能について、基準省令

で定められた基準を満たしていることを証明する公的機関、又はこれに準じる機

関の書類をもって確認する。 

オ 型式承認 

     水道メーターにあっては、計量法に規定された基準に適合することを証明する

公的機関、又はこれに準じる機関の書類をもって確認する。 

   カ その他 

     管理者が必要と認めたもの 

 （３） 審査結果等の通知 

     管理者は前項の審査の結果、承諾するときは、「水道用資機材承諾通知書」（様

式第１－１号）により通知し、不承諾とするときは、「水道用資機材不承諾通知書」

（様式第４号）により通知する。 

 （４） 材料の販売 

     申請者は、審査を経て承諾通知を受理した後でなければ、当該材料を販売して

はならない。 
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 ３ 材料の登録 

 （１） 登録制度 

     管理者は、性能基準に適合している材料について、使用者等に対する情報提供

や設計審査業務等を円滑に行うために登録制度を設ける。 

 （２） 登録方法 

     特定品目は、京都市形品、ＪＩＳ規格品、ＪＷＷＡ規格品、基本基準適合品（旧

型式承認登録品）及びその他団体規格等に区別して別表－１、別表－１－１及び

別表－１－２に登録する。また、補助配水管材料に該当するものは、併せて特定

品目に登録する。 

 （３） 構造等の変更 

     申請者は、承諾を受けた材料の構造又は材質の一部を変更するときは、「水道用

資機材承諾事項変更申請書」（様式第２号）を提出し、管理者の承諾を得なければ

ならない。 

 （４） 登録の抹消 

     申請者は、承諾を受けた材料の、製造中止等により、その必要性がなくなった

ときは、直ちに「水道用資機材承諾取消申請書」（様式第３号）を提出し、管理者

に届け出なければならない。 

 

第４章 特定区間以外の給水装置材料 

 １ 特定区間以外の給水装置材料 

   特定区間以外に使用する給水装置材料は、性能基準に適合するものでなければなら

ない。 

 ２ 性能基準適合品の情報 

   性能基準に適合している材料については、国土交通省や公益社団法人日本水道協会

のホームページにて公開されている。 

 ３ 京都市形材料の取扱い 

   京都市形材料（性能基準適合品）は、基準適合確認品として取扱うものとする。 

 

第５章 確認検査 

 １ 現場確認検査 

   管理者は水道事業条例第６条の２に基づき、給水装置の構造及び材質の基準に適合

している材料が適正に使用されているか確認する検査を次の事項により実施する。 

 （１） 検査証印等の確認（別表－３「検査証印等一覧表」参照） 

 （２） 製造者マーク（商標）の確認（別表－４「製造者マーク一覧表」参照） 

 （３） 製造過程において生じた巣孔、肌鋳張り等の確認 

 （４） 運搬等において生じた傷、割れ、塗装剥離、サビ等の有無の確認 

 （５） その他必要な確認 
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２ 不良品確認検査 

   管理者は、現場確認検査等で給水装置材料の品質等に重大な欠陥があると判断した

場合は、申請者に対し第３章２の（２）に規定する項目について再検査を要請するも

のとする。 

   なお、再検査に必要な費用は申請者が負担するものとする。 

 

第６章 補助配水管材料の取扱い 

   補助配水管に使用する材料についての承諾基準は、厚生省令第１５号（水道施設の

技術的基準を定める省令）第１条第１７項イ、ロに規定する資材又は設備の材質の要

件及び本基準第３章３の規定に準じて取扱い、承諾後は別表－１、別表－１－１及び

別表－１－２（特定品目）に「補助配水管材料（１）」として登録する。 

 

第７章 配水管材料の取扱い 

   管理者の承諾を得た配水管材料を、給水装置材料もしくは補助配水管材料として使

用しようとするときは、独自の判断を要する事項について、関係課で検討を加えるも

のとする。 

   なお、登録は、別表－１、別表－１－１及び別表－１－２（特定品目）に「補助配

水管材料（２）」として区分する。 

 

第８章 給水幹線の使用材料 

 １ 承諾材料の使用 

   給水幹線に使用する材料は、第３章３の規定に準じて取扱い、管理者が指定したも

のでなければならない。 

 ２ 支管分岐の材料 

   給水幹線の支管分岐に使用する水道メーターまでの材料は、給水装置の特定区間に

使用するものとして管理者が指定したものでなければならない。 

 

第９章 雑則 

 １ 自己認証品の取扱い 

   管理者は、製造者や販売業者が自らの責任において性能基準の適合性を証明した材

料（自己認証品）について、公的機関による性能を証明する書面を添えて、特定区間

以外の給水装置に使用したい旨の申し込みが、使用者又は給水装置工事主任技術者よ

りあったときは、拒否することができない。 
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（様式第１号） 

年  月  日 

水道用資機材承諾申請書 

 

京都市公営企業管理者上下水道局長 様 

                      

申請者 住 所 

                         商号又は名前 

                         代表者名           

                        

 

水道用資機材の指定品目並びにメーカーの承諾を希望するので、下記のとおり申請しま

す。 

この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

１ 品 名 

 

２ 形 式（規格） 

 

３ 呼び径（mm） 

 

４ 添付書類 

(1) 製品の製作図面 

(2) 製品の仕様書又は説明書 

(3) 製品が承諾品目の技術仕様に適合することを証明する書類、又は技術仕様に準拠しこ

れと同等以上であることを証明する書類 

(4)「日本水道協会検査工場登録通知書」又は「日本産業規格表示許可書」若しくは

「ISO9001 審査登録証」の写し 

(5) 価格表 

(6) 工場概要書 

(7) 製造実績及び納入実績等 

(8) 外部会社と提携する場合は、その関係を示す書類 

(9) その他局の指定する書類等 
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（様式第２号） 

年  月  日 

水道用資機材承諾事項変更申請書 

 

京都市公営企業管理者上下水道局長 様 

 

                     申請者 住 所 

                         商号又は名前 

                         代表者名           

 

水道用資機材の指定品目並びにメーカーの承諾に関して、下記のとおり変更を希望する

ので申請します。 

この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 品 名 

２ 形 式（規格） 

３ 呼び径（mm） 

４ 変更内容 

 

５ 添付書類 

(1) 製品の製作図面 

(2) 製品の仕様書又は説明書 

(3) 製品が承諾品目の技術仕様に適合することを証明する書類、又は技術仕様に準拠しこ

れと同等以上であることを証明する書類 

(4)「日本水道協会検査工場登録通知書」又は「日本産業規格表示許可書」若しくは

「ISO9001 審査登録証」の写し 

(5) 価格表 

(6) 工場概要書 

(7) 製造実績及び納入実績等 

(8) 外部会社と提携する場合は、その関係を示す書類 

(9) 承諾通知書（様式第１－１号）の写し 

(10) その他局の指定する書類等 

 



- 3 - 

 

（様式第３号） 

年  月  日 

 

水道用資機材承諾取消申請書 

 

京都市公営企業管理者上下水道局長 様 

 

申請者 住 所 

                         商号又は名前 

                         代表者名           

 

 

水道用資機材の指定品目並びにメーカーの承諾の取消しを希望するので、下記のとおり

申請します。 

この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 品 名 

 

２ 形 式（規格） 

 

３ 呼び径（mm） 

 

４ 承諾通知書（様式第１－１号）の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

（様式第１－１号） 

年  月  日 

 

 様 

 

                      京都市公営企業管理者上下水道局長 

                       （担当：    部    課） 

                     

 

水道用資機材承諾通知書 

 

 

貴社からの承諾申請について、下記のとおり承諾を行ったので通知します。 

 

記 

 

１ 品 名 

 

２ 形 式（規格） 

 

３ 呼び径（mm） 

 

４ 承諾年月日：    年    月    日 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

（様式第２－１号） 

年  月  日 

 

 様 

 

                        京都市公営企業管理者上下水道局長 

                        （担当：    部    課） 

 

                     

 

水道用資機材変更承諾通知書 

 

貴社からの変更承諾申請について、下記のとおり承諾を行ったので通知します。 

 

 

記 

 

１ 品 名 

 

２ 形 式（規格） 

 

３ 呼び径（mm） 

 

４ 承諾年月日：    年    月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

（様式第３－１号） 

年  月  日 

 

 様 

 

                        京都市公営企業管理者上下水道局長 

                        （担当：    部    課） 

 

 

水道用資機材承諾取消受理通知書 

 

貴社からの承諾取消申請について、下記のとおり受理したので通知します。 

 

記 

 

１ 品 名 

 

２ 形 式（規格） 

 

３ 呼び径（mm） 

 

４ 取消年月日：    年    月    日 

 

 

 

 



- 7 - 

 

（様式第４号） 

年  月  日 

 

 様 

 

                        京都市公営企業管理者上下水道局長 

                        （担当：    部    課） 

 

 

水道用資機材不承諾通知書 

 

貴社からの承諾申請のあった下記の水道用資機材は、審議の結果別紙の理由により承諾

を行うことが出来ませんのでその旨通知します。 

この通知を受けた者は、この通知に不服があるときは、局に対し、この通知があったこ

とを知った日の翌日から起算して１４日以内に不服申立てをすることができる。 

 

記 

 

１ 品 名 

 

２ 形 式（規格） 

 

３ 呼び径（mm） 

 



- 8 - 

 

（様式第５号） 

年  月  日 

 

 様 

 

                        京都市公営企業管理者上下水道局長 

                        （担当：    部    課） 

 

 

水道用資機材承諾取消通知書 

 

貴社の資機材（  年  月  日付けにて承諾）について、下記のとおり承諾の取消

を行ったので通知します。 

この通知を受けた者は、この通知に不服があるときは、局に対し、この通知があったこ

とを知った日の翌日から起算して１４日以内に不服申立てをすることができる。 

 

記 

 

１ 品 名 

 

２ 形 式（規格） 

 

３ 呼び径（mm） 

 

４ 取消年月日：    年    月    日 

 

５ 取消理由 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 
 

 

表 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　１．京 都 市 形 品 （　１　） ～ （ ２８ ）

　　２．Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 品 （ ２９ ） ～ （ ６１ ）

　　３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規 格 品 （ ６２ ） ～ （ ７１ ）

　　４．基 本 基 準 適 合 品 （ 旧 型 式 承 認 登 録 品 ） （ ７２ ） ～ （ ７４ ）

　　５．そ の 他  団 体 規 格 等 （ ７５ ） ～ （ ７６ ）

　　６．補 助 配 水 管 材 料 （ １ ） （ ７７ ）

　　７．補 助 配 水 管 材 料 （ ２ ） （ ７８ ）

別　表　－　１　　　　特　定　品　目　一　覧　表



１．　京都市形品

　　Ａ．　管類

　　　ａ．　鋳鉄管用異形管 （　 １ 　）

　　Ｂ．　継手類

　　　ａ．　鉛管用継手 （　 ２ 　）

　　　ｂ．　鋼管用継手 （　 ３ 　）

　　　ｃ．　ビニル管用継手 （　 ４ 　） ～ （　 ５ 　）

　　　ｄ．　水栓用継手 （　 ５ 　） ～ （　 ６ 　）

　　　ｅ．　メータ用継手 （　 ７ 　） ～ （　 ９ 　）

　　　ｆ．　鋳鉄管用継手 （ 　９ 　）

　　　ｇ．　石綿セメント管用継手 （　 ９ 　）

　　Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

　　　ａ．　止水栓 （　１０　） ～ （　１３　）

　　　ｂ．　弁 （　１３　） ～ （　１４　）

　　Ｄ．　バルブ類　（機能弁）

　　　ａ．　逆止弁 （　１５　）

　　　ｂ．　空気弁 （　１６　）

目　　　　　　　　　　次



　　Ｅ．　付属部品類

　　　ａ．　離脱防止金具 （　１６　）

　　　ｂ．　ボルト・ナット・鉄蓋 （　１６　） ～ （　１７　）

　　　ｃ．　ボックス （　１８　） ～ （　２０　）

　　　ｄ．　ストレーナ （　２１　）

　　　ｅ．　コマ・ハンドル・分水栓コア （　２１　）

　　　ｆ．　樹脂製メーターボックス （　２２　）

　　　g．　スペーサー （　２２　）

　　Ｆ．　消耗品類　（パッキン類）

　　　ａ．　コマパッキン （　２３　）

　　　ｂ．　継手パッキン （　２３　） ～ （　２４　）

　　　ｃ．　メーターパッキン （　２４　）

　　Ｈ．　コンクリートブロック類 （　２５　）

　　 Ｊ．　栓類

　　　ａ．　分水栓 （　２６　）

　　Ｋ．　水道メーター （　２７　） ～ （　２８　）



２．　ＪＩＳ規格品

　　Ａ．　管類

　　　ａ．　水道用硬質塩化ビニル管 （　２９　） ～ （　３０　）

　　　ｂ．　ダグタイル鋳鉄管 （  ３０　）

　　　ｃ．　ダクタイル鋳鉄異形管 （  ３１　） ～ （　４４　）

　　Ｂ．　継手類

　　　ａ．　鋼管用継手 （ねじ込式可鍛鋳鉄製継手） （　４５　） ～ （　４７　）

（鋳鉄製管フランジ） （　４８　）

　　　ｂ．　ビニル管用継手 （硬質塩化ビニル管用継手） （　４９　） ～ （　５２　）

（耐衝撃性ビニル管用継手） （　５３　） ～ （　５５　）

　　Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

　　　ａ．　弁 （　５６　）

　　Ｅ．　付属部品類

　　　ａ．　押輪 （　５７　）

　　　ｂ．　ボルト・ナット （　５７　）

　　Ｆ．　消耗品類　（パッキン類） （　５８　） ～ （　５９　）

　　Ｋ．　水道メーター （　６０　） ～ （　６１　）



３．　ＪＷＷＡ規格品

　　Ａ．　管類

　　　ａ．　ライニング鋼管 （ビニルライニング鋼管） （　６２　）

（ポリエチレン粉体ライニング鋼管） （　６３　）

　　Ｂ．　継手類

　　　ａ．　鋼管用継手 （樹脂コーティング管継手） （  ６４  ） ～ （　６７　）

（鋳鉄製特殊ソケット） （　６７　）

　　C．　バルブ類　（一般弁）

　　　ａ．　弁 （　６８　）

　　Ｄ．　バルブ類　（機能弁）

　　　ａ．　逆止弁 （　６８　）

　　Ｊ．　栓類

　　　ａ．　消火栓 （　６９　）

　　Ｋ．　水道メーター （　７０　）

　　Ｌ．　消耗品類 （　７１　）

４．　基本基準適合品　（旧型式承認登録品）

　　Ｂ．　継手類

　　　ａ．　鉛管用継手 （  ７２  ）

　　　ｂ．　鋼管用継手 （管端防食継手ＰＬ埋設用） （  ７２  ） ～ （　７４　）



５．　その他　（団体規格等）

　　Ａ．　管類 （　７５　）

　　Ｂ．　継手類

　　　ａ．　ビニル管用継手 （　７５　）

　　　ｂ．　鋼管用継手 （　７５　）

　　　c．　鋳鉄管用継手 （　７５　）

　　Ｆ．　消耗品類

　　　ａ．　被覆材 （　７６　）

６．　補助配水管材料　（　１　） （　７７　）

　　　特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に「＊」にて標示のあるもの。

７．　補助配水管材料　（　２　） （　７８　）

　　　特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に「＊＊」にて標示のあるもの。



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

管類 鋳鉄管用異形管 ＊＊　不断水連絡管バルブ付 　Ｖ型 １００×７５～ ＪＩＳＧ５５０２ 大成機工（株） Ｓ６０．１０ 共通都市仕様

３００×１５０ （ＦＣＤ４５０） 内面粉体塗装

　Ｖ型 ４″×７５～ 〃 〃 〃 〃 腐食抑制ナット付

１２″×１５０ 　　（大成機工（株））

　Ｔ型 １００×７５～ 〃 〃 コスモ工機（株） Ｓ６１．１０ H15.7 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁に変更

２００×２００

　ＳＴ型 １００×７５～ 〃 〃 〃 Ｈ１８．１１

３００×２００

＊＊　不断水連絡管 　Ｆ型 １００×７５～ 〃 〃 大成機工（株） Ｓ６０．１０

３００×２００

　Ｆ型 ４″×７５～ 〃 〃 〃 〃

１２″×２００

　Ｂ型 １００×７５～ 〃 〃 コスモ工機（株） Ｓ６１．１０

２００×２００

　Ｍ型 ２５０×２００～ 〃 〃 〃 〃

３００×３００

　Ｍ型 ２５０×７５～ 〃 〃 〃 Ｈ１８．１１

３００×２００

　Ｖ型 ７５～ ＪＩＳＧ５５０２ 大成機工（株） Ｈ２８．１２

（耐震形） ３００×７５ （ＦＣＤ４５０‐１０）

　Ｖ型 １００～ ＪＩＳＧ５５０２ 〃 Ｈ２８．１２

３００×７５ （ＦＣＤ４５０‐１０）

７５～ ＪＩＳＧ５５０２ コスモ工機（株） Ｈ３０．１

（耐震形） ３００×７５ （ＦＣＤ４５０‐１０）

７５～ ＪＩＳＧ５５０２ 〃 Ｈ３０．１

３００×７５ （ＦＣＤ４５０‐１０）

原則、耐震性配水管から補助配水管を分
岐する時に使用
挿し口（鋳鉄管(K形)及びHPE）付（耐震形可とう継手）

原則、耐震性配水管から補助配水管を分
岐する時に使用
挿し口（鋳鉄管(K形)）付（耐震形可とう継手）

(1
)

１．京都市形品Ａ．　管類

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

原則、耐震性配水管から給水管を分岐す
る時に使用
挿し口（鋳鉄管(K形)及びHPE）付
R2.3　K形挿口寸法の変更

H18.11 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁・簡易作業弁

＊　不断水連絡管バルブ付

　　（コスモ工機（株））

＊　不断水連絡管バルブ付 原則、耐震性配水管から給水管を分岐す
る時に使用
挿し口（鋳鉄管(K形)及びHPE）付

＊　不断水連絡管バルブ付

＊　不断水連絡管バルブ付



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鉛管用継手 片ニップル １３～２５ ＪＩＳＨ５１１１ （株）小島合金 Ｓ３４．１０

（ＣAＣ４０６） (有）米元製作所 Ｈ　１．　５

鉛管用径違いソケット ２０×１３ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３４．１０

(有）米元製作所 Ｈ　１．　５

鉛管用修繕ハイジョイント １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ５７．　５ 京都市仕様

（ＡＬＰ）

鉛管用修繕ハイジョイント １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ５７．　５ 　　　〃

（ＶＰ）

１．京都市形品Ｂ．　継手類

備　　　　　考分　　　　　　類 品　　　　　　目

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

(2
)

製　　造　　業　　者



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 鋼管用ユニオン 50 〃 栗本商事(株) Ｈ１３．　３

前澤給装工業(株) Ｈ１３．　３

(株)日邦バルブ Ｈ１６．　８

特殊ニップル 40～50 〃 〃 栗本商事(株) Ｈ１３．　３

前澤給装工業(株) Ｈ１３．　３ H17.12.9  鉛レス合金に材質変更

(株)日邦バルブ Ｈ１６．　８

伸縮継手 40～50 〃 〃 栗本商事(株) Ｈ１３．　３

前澤給装工業(株) Ｈ１３．　３ H17.12.9  鉛レス合金に材質変更

(株)日邦バルブ Ｈ１６．　８

(株)タブチ R　３．　７

鋼管用継手 ＊＊　上水形フランジ コア内蔵 50～100 JIS G 5501 笠井鋳工(株) Ｈ　２．１１ 京都市仕様　外面エポキシ塗装、

(合フランジ) (FC200) フランジのボルト穴は楕円形

前澤給装工業(株) Ｈ１１．１１ H26.6.10   製造中止

(株)タブチ Ｈ１８．１０

分　　　　　　類

１．京都市形品Ｂ．　継手類

(3
)

接水部は鉛除去表面処理

品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

H17.12.9  鉛レス合金に材質変更



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 ビニル管用継手 ＴＳ式ＶＰ鉛管用ﾕﾆｵﾝ １３～２５ ＪＩＳＨ５１１１ （株）小島合金 Ｓ３９．　４

（ＣAＣ４０６） 又は (有）米元製作所 Ｓ６０．　１

＊　ＴＳ式ＶＰ鋼管用ユニオン １３～５０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３９．　４

(有）米元製作所 Ｓ６０．　１

前澤給装工業(株) Ｈ２０．  １

(株)日邦バルブ Ｈ２０．  ５

栗本商事(株) Ｈ２３．　１

40～50 ＪＩＳＨ５１２０
（CAC４０６） (株)タブチ R　３．１２ 接水部は鉛除去表面処理

＊　ビニル管用修繕用 １３～２５ ＪＩＳＨ５１１１ 〃 （株）小島合金 Ｓ５７．　５ 京都市仕様

　　　　ハイジョイント　　（ＶＰ） （ＣAＣ４０６）

＊　ビニル管用修繕用 １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ５７．　５ 　　　〃

　　　　ハイジョイント　　（ＡＬＰ）

＊　配連用ジョイント 　ＣＴＳ式 １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ６１．　２ 　　　〃

（ＶＰ） （ＡＬＰ）

＊　配連用ジョイント 　ＣＴＳ式 １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ６１．　２ 　　　〃

（ＡＬＰ）

＊　配連用ジョイント 　ボール式 １３～２５ ＪＩＳＨ５１２０ 〃 栗本商事(株) Ｈ１９．１１ 　　　〃

（ＶＰ） （ＡＬＰ） （ＣAＣ９１１） (株)日邦バルブ Ｈ２０．　５

（株）キッツ Ｈ２１．１０

２０～２５ 〃 〃 前澤給装工業(株) Ｈ１９．１１

１．京都市形品Ｂ．　継手類

(4
)

品　　　　　　目

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

分　　　　　　類 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

H21.10.末日 廃業



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 ビニル管用継手 ＊　ビニル製特殊ソケット ４０～５０ Ｈｉ－ＰＶＣ 〃 旭有機材工業(株） Ｈ　２．　３ 京都市仕様

２５～５０ 〃 なし アロン化成㈱ R　２． １１ 塩ビ管同士の使用に限る

前澤化成工業㈱ R　２． １１ 塩ビ管同士の使用に限る

＊　ビニル製特殊チーズ ２５～５０ 〃 旭有機材工業(株） Ｈ　２．　３ 京都市仕様

Ｈ ２１．１０

なし アロン化成㈱ R　２． １１ 塩ビ管同士の使用に限る

＊　ビニル製径違い特殊チーズ ２５×２０ 〃 旭有機材工業(株） Ｈ　２．　３ 京都市仕様

４０×２５ Ｈ ２１．１０ 40mm×25ｍｍは製造中止

５０×４０

２５×２０ 〃 なし アロン化成㈱ R　２． １１ 塩ビ管同士の使用に限る

４０×２５

５０×２５

５０×４０

水栓用継手 鉛管用分水栓・止水栓ソケット １３～２５ ＪＩＳＨ５１１１ （株）小島合金 Ｓ３４．１０ 水栓取付け口平行ねじ

（ＣAＣ４０６） R 1.12.末日 廃業

(有）米元製作所 Ｈ　１．　１ H21.10.末日 廃業

鉛管用分水栓・止水栓ナット １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３４．１０ 水栓取付け口平行ねじ

R 1.12.末日 廃業

(有）米元製作所 Ｈ　１．　１ H21.10.末日 廃業

鋼管用分水栓・止水栓ソケット １３～４０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３４．１０

(有）米元製作所 Ｈ　１．　１

(5
)

１．京都市形品Ｂ．　継手類

40mmは製造中止

分　　　　　　類

R 1.12.末日 廃業

製　　造　　業　　者 備　　　　　考

H21.10.末日 廃業

品　　　　　　目



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 水栓用継手 鋼管用分水栓・止水栓ナット １３～４０ ＪＩＳＨ５１１１ （株）小島合金 Ｓ３４．１０

（ＣAＣ４０６） (有）米元製作所 Ｈ　１．　１

ＴＳ式分水栓・止水栓ナット １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３４．１０ Ｏリング付

(有）米元製作所 Ｈ　１．　１

栗本式ＶＰ用分水栓キャップ ２０～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ５４．　７ ﾊﾟｯｷﾝ付

(有）米元製作所 Ｓ５４．　７

栗本商事(株） H３０．　６

(株）日邦バルブ H３０．１１

ＣAＣ９０２ 前澤給装工業(株) R６．１０

Ｋ式鋳鉄管用分水栓キャップ ５０ ＣAＣ４０６ 〃 栗本商事(株） 　H３０．　６

ＣAＣ４０６Ｃ 前澤給装工業(株) R６．１０

分水栓用伸縮継手 ２０～２５ フレキＳＵ３１６Ｌ 〃 （株）小島合金 Ｈ　１．　３

ナット・ソケット (有）米元製作所 Ｈ　１．　５

（ＣＡＣ４０６） 栗本商事(株） Ｈ１１．　５

(株）日邦バルブ Ｈ１３．　６

(株）タブチ Ｈ１８．　１

前澤給装工業(株) Ｈ２０．  １

Ｋ式ＶＰ分水栓用伸縮継手 　ＫＳ ２０～２５ ＪＩＳＨ５１１１ 〃 栗本商事(株） Ｓ６０．　２ 京都市仕様

（ＣAＣ４０６）

京都市形ねじ変換アダプター ２０～２５ ＪＩＳＨ５１２１ 前澤給装工業(株) Ｈ２５．　８ 管用平行ねじ～京都市形ねじ

（ＣAＣ９０２Ｃ）

品　　　　　　目

R 1.12.末日 廃業

１．京都市形品Ｂ．　継手類

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

備　　　　　考分　　　　　　類

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

製　　造　　業　　者

R 1.12.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

(6
)

H21.10.末日 廃業



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 メーター用継手 鉛管用メーターソケット １３～２５ ＪＩＳＨ５１１１ （株）小島合金 Ｓ３４．１０

（ＣAＣ４０６） 又は (有）米元製作所 Ｈ　１．　５

前澤給装工業(株) Ｈ２0．  １

鉛管用メーターナット １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３４．１０

(有）米元製作所 Ｈ　１．　５

前澤給装工業(株) Ｈ２0．  １

鋼管用メーターソケット １３～４０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３４．１０

(有）米元製作所 Ｈ　１．　５

前澤給装工業(株) Ｈ２０．  １

(株)光明製作所  Ｈ２６．　５　

鋼管用メーターナット １３～４０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３４．１０

(有）米元製作所 Ｈ　１．　５

前澤給装工業(株) Ｈ２０．  １

ＴＳ式ＶＰメーターナット １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３４．１０

(有）米元製作所 Ｈ　１．　５

栗本商事(株） Ｈ２３．　１

（株）光明製作所 Ｈ２７．４

１３～２５ CAC406 〃 前澤給装工業(株) Ｈ２８．１０ H29.4.1より特定区間で使用

PVC （株）日邦バルブ Ｈ２８．１１

（株）キッツ Ｈ２８．１２

(株)タブチ Ｈ２９．３

（株）光明製作所 H３０.２

R 1.12.末日 廃業

ＨＩＶＰガイドナット付メーターユニオン

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

H21.10.末日 廃業

備　　　　　考

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

１．京都市形品Ｂ．　継手類

分　　　　　　類

(7
)



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 メーター用継手 メーターニップル １３～４０ ＪＩＳＨ５１１１ （株）小島合金 Ｓ３４．１０

又は (有）米元製作所 Ｈ １． ５

CAC911 （株）日邦バルブ Ｈ３０．６ 六角面

CAC902 前澤給装工業(株) Ｈ３０．７ 六角面（φ４０のみ八角面）

ＪＩＳＨ５１20
（CAC406） (株)タブチ R３．１２

メータープラグ １３～４０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３４．１０

(有）米元製作所 Ｈ １． ５ H21.10.末日 廃業

CAC406C 〃 （株）光明製作所 H３０．８ NPb処理

１３～２５ CAC902 〃 前澤給装工業(株) H３０．11

メーター用伸縮継手 １３～４０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ６０．　１ R 1.12.末日 廃業

(有）米元製作所 Ｓ６０．　１ H21.10.末日 廃業

（株）日邦バルブ Ｈ１２．１２

前澤給装工業(株) Ｈ２０．  １

栗本商事(株） Ｈ２１．１０

１３～２５ 〃 〃 （株）キッツ H２４．１２ 鉛レス合金

（株）光明製作所 H２９．　４

補長管 １３ 〃 （株）小島合金 Ｓ３４．１０ メータ取替用

R 1.12.末日 廃業

(有）米元製作所 Ｈ　１．　５ H21.10.末日 廃業

補短管 １３ 〃 （株）小島合金 Ｓ３４．１０ メータ取替用

R 1.12.末日 廃業

(有）米元製作所 Ｈ　１．　５ H21.10.末日 廃業

製　　造　　業　　者

六角面（φ４０のみ八角面）
接水部は鉛除去表面処理

R 1.12.末日 廃業

分　　　　　　類

(8
)

１．京都市形品Ｂ．　継手類

H23.7.12 　13～25形状及び内部構造の変更

H21.10.末日 廃業

備　　　　　考

Ｈ16．1.22　鉛レス合金に材質変更

R 1.12.末日 廃業

品　　　　　　目



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 メーター用継手 １３ ＣAＣ９０２Ｃ 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２２．１１

ＣAＣ４０６Ｃ 〃 栗本商事(株） Ｈ２６．  ２

ＣAＣ９０２Ｃ 〃 前澤給装工業(株) Ｈ２８．  ２

鋳鉄管用継手 ＊　ＣＩＰ用サドル　（ミリ管用） ７５×３０～ ＪＩＳＧ５５０２ Ｓ６１．　２ Ｈ26.7　製造中止

３００×３０ （ＦＣＤ４５０） (株)日邦バルブ Ｈ２０．　５ ボルト・ナットの材質（ＳＵＳ３０４）

３″×３０～ 〃 〃 Ｓ６１．　２ Ｈ26.7　製造中止

１２″×３０ (株)日邦バルブ Ｈ２０．　５ ボルト・ナットの材質（ＳＵＳ３０４）

＊　仮設用サドル ７５×１３～ 〃 〃 Ｓ６１．　２ Ｈ26.7　製造中止

１００×４０ (株)日邦バルブ Ｈ２０．　５ ＳＳ４０００

１５０×１３～ ＪＩＳＧ５７０２ 〃 Ｓ６１．　２ Ｈ26.7　製造中止

１５０×４０ ＦＣＭＢ２７０及び (株)日邦バルブ Ｈ２０．　５

ＦＣＭＢ２８

石綿セメント ＡＰ用サドル ５０×１３～ ＪＩＳＧ５７０２ 〃 Ｓ６１．　２

管用継手 ３００×２５ ＦＣＭＢ２７０

東亜高級継手バルブ製造（株）

製　　造　　業　　者

東亜高級継手バルブ製造（株）

東亜高級継手バルブ製造（株）

品　　　　　　目

(9
)

１３mm京都市形メーター用アダプター

＊　ＣＩＰ用サドル　（インチ管用）

分　　　　　　類

東亜高級継手バルブ製造（株）

東亜高級継手バルブ製造（株）

H29.1 シール部材パッキンからＯリングに変更

備　　　　　考

１．京都市形品Ｂ．　継手類



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

バルブ類 止水栓 鉛管用止水栓 甲形 １３～２５ ＪＩＳＨ５１１１ （株）小島合金 Ｓ４１．　４

（ＣAＣ４０６） (有）米元製作所 Ｓ４１．　４

前澤給装工業(株) Ｈ２０．  １

(株)日邦バルブ Ｈ２０．　５

＊　鋼管用止水栓 　〃 １３～４０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ４１．　４

(有）米元製作所 Ｓ４１．　４

前澤給装工業(株) Ｈ２０．  １

(株)日邦バルブ Ｈ２０．　５

＊　鋼管用止水栓 甲形 ５０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ４１．　４

　ねじ込式 (有）米元製作所 Ｓ４１．　４

前澤給装工業(株) Ｈ２０．  １

(株)日邦バルブ Ｈ２０．　５

ＴＳ式ＶＰ鉛管用止水栓 甲形 １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ４１．　４

(有）米元製作所 Ｓ４１．　４

＊　ＴＳ式ＶＰ鋼管用止水栓 　〃 １３～４０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ４１．　４

(有）米元製作所 Ｓ４１．　４

＊　止水栓 Ｍ形 13～40 JIS H 5111 Ｓ４１．　４

(CAC406) 又は (有)米元製作所 Ｓ４１．　４

前澤給装工業(株) Ｈ１１．　７ H17.12.9 鉛レス合金に材質変更

栗本商事(株) Ｈ１２．　３

Ｈ１７．１１

Ｈ１８．１０

(株)日邦バルブ Ｈ２０．　５

（株）キッツ Ｈ２４．１２ 鉛レス合金

１．京都市形品Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

(株)小島合金

(株)光明製作所

(1
0
)

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

(株)タブチ
鉛レス合金
R5.10 φ40㎜のみ一部材質変更

R 1.12.末日 廃業



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

バルブ類 止水栓 ＊　止水栓 Ｔ形 13～40 JIS H 5111 Ｓ４１．　４

(CAC406) 又は (有)米元製作所 Ｓ４１．　４

前澤給装工業(株) Ｈ１１．　７

栗本商事(株) Ｈ１２．　３

(株)タブチ Ｈ１８．１０

＊TS式VP止水栓 甲形 13～40 〃 〃 (株)小島合金 Ｓ４１．　４

(有)米元製作所 Ｓ４１．　４

(株)日邦バルブ Ｈ２０．　５

13～25 〃 〃 前澤給装工業(株) Ｈ２０．　１

ボール止水栓・伸縮形 20～25 〃 〃 栗本商事(株) Ｈ１３．　３

前澤給装工業(株) Ｈ１３．　３

(株)光明製作所 Ｈ１３．　３

(株)日邦バルブ Ｈ１３．　３

(株)タブチ Ｈ１８．１０

(株)キッツ Ｈ２６．　１

20～25 CAC902 〃 前澤給装工業(株) Ｈ２８．　６ 貸付メータ用　(1次側に使用)

20 CAC911 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２９．　９ 貸付メータ用　(1次側に使用)

20～25 CAC406 〃 （株）光明製作所 H３０．２ 貸付メータ用　(1次側に使用)

分　　　　　　類 品　　　　　　目

R 1.12.末日 廃業

(1
1
)

１．京都市形品Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

備　　　　　考

H16.1.22 鉛レス合金に材質変更

(株)小島合金

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

H17.12.9 鉛レス合金に材質変更

製　　造　　業　　者

H24.8.17 ﾎﾞｰﾙのｺｰﾃｨﾝｸﾞ方法変更

アングルボール止水栓・伸縮形



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

バルブ類 止水栓 ボール止水栓・固定形 20 JIS H 5111 栗本商事(株) Ｈ１３．　５

JIS H 5120 又は 前澤給装工業(株) Ｈ１３．　５

(CAC406) (株)日邦バルブ Ｈ１８．　１ 鉛レス合金使用

(CAC902) (株)光明製作所 Ｈ２６．　５　貸付メータ用　(2次側に使用)

(株)タブチ H３１．　３ 貸付メータ用　(2次側に使用)

25 〃 〃 前澤給装工業(株) Ｈ２８．　６　貸付メータ用　(2次側に使用)

(株)タブチ R　３．　 ６ 貸付メータ用　(2次側に使用)

(株)日邦バルブ R　７．　 ３ 貸付メータ用　(2次側に使用)

20～25 CAC902 前澤給装工業(株) Ｈ２８．　６　貸付メータ用　(2次側に使用)

20 CAC911 （株）日邦バルブ Ｈ２９．　９ 貸付メータ用　(2次側に使用)

20～25 CAC406 （株）光明製作所 H３０．２ 貸付メータ用　(2次側に使用)

20～25 CAC902 （株）タブチ R　６．　５

13～25 CAC902 前澤給装工業(株) Ｈ２８．１０ H29.4.1より特定区間で使用

CAC911 又は （株）日邦バルブ Ｈ２８．１１ 〃

（株）キッツ Ｈ２８．１２ 〃

R　３．　３ 〃 別製品を追加承諾

CAC902 （株）タブチ Ｈ２９． ２ 〃 R4.1.6一部形状変更

（株）光明製作所 Ｈ２９． ９ 〃

栗本商事（株） Ｈ３０． ６ 〃

４０ CAC911 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２８．１１ H29.4.1より特定区間で使用

（株）キッツ Ｈ２８．１２ 〃

R　３．　４ 〃 別製品を追加承諾

CAC902 前澤給装工業（株） Ｈ２８．１２ 〃

（株）タブチ Ｈ２９． ２ 〃

（株）光明製作所 Ｈ２９． ９ 　 〃

栗本商事（株） Ｈ３０． ６ 〃

(1
2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

アングルボール止水栓・固定形

貸付メータ用　(2次側に使用)
R6.8.27  ボール材質の追加

備　　　　　考

逆止弁付ボール止水栓伸縮形

H17.12.9 鉛レス合金に材質変更
H24.8.17 ﾎﾞｰﾙのｺｰﾃｨﾝｸﾞ方法変更

１．京都市形品Ｃ．　バルブ類　(一般弁)



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

バルブ類 止水栓 逆止弁付 20 CAC911 （株）日邦バルブ R　２.　１ 貸付メータ用　(1次側に使用)

CAC902 又は 前澤給装工業（株） R　２.　３ 貸付メータ用　(1次側に使用)

20～25 （株）タブチ R　６． ５

50 CAC911 （株）日邦バルブ Ｈ２９． １ H29.4.1より特定区間で使用

　　　　　　　片フランジ伸縮形 又は 前澤給装工業(株) Ｈ２９． ２ 〃

（株）キッツ Ｈ２９． ４ 〃

CAC902 （株）タブチ R　６． ５ 〃

弁 メーターバルブ １３～２５ JISH5111 （株）小島合金 Ｓ３９．　４

(CAC406) 又は (有）米元製作所 Ｓ６０．　１

50 〃 栗本商事(株) Ｈ１３．　３ H17.8.26　鉛レス合金に材質変更

前澤給装工業(株) Ｈ１３．　３ H17.12.9  鉛レス合金に材質変更

(株)日邦バルブ Ｈ１３．　３

(株)タブチ R　３．　７

ソフトシール弁伸縮形 40 〃 〃 栗本商事(株) Ｈ１３．　３ H17.8.26　鉛レス合金に材質変更

前澤給装工業(株) Ｈ１３．　３ H17.12.9  鉛レス合金に材質変更

(株)光明製作所 Ｈ１３．　３

(株)日邦バルブ Ｈ１３．　３

(株)タブチ R　３．　７

ソフトシール弁 40～50 〃 〃 栗本商事(株) Ｈ１３．　３ H17.8.26　鉛レス合金に材質変更

前澤給装工業(株) Ｈ１３．　３ H17.12.9  鉛レス合金に材質変更

(株)日邦バルブ Ｈ１３．　３

(株)タブチ R　２．　９

H16.1.22　鉛レス合金に材質変更
H18.5.22　弁体ゴムをNBRに材質変更

H16.1.22　鉛レス合金に材質変更
H18.5.22　弁体ゴムをNBRに材質変更

H16.1.22　鉛レス合金に材質変更
H18.5.22　弁体ゴムをNBRに材質変更

(1
3
)

アングルボール止水栓伸縮形

分　　　　　　類

H21.10.末日 廃業

品　　　　　　目

逆止弁付ボール止水栓

１．京都市形品Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

製　　造　　業　　者 備　　　　　考

R 1.12.末日 廃業

接水部は鉛除去表面処理

接水部は鉛除去表面処理

ソフトシール弁片フランジ伸縮形

接水部は鉛除去表面処理

貸付メータ用　(1次側に使用)
R6.8.27  ボール材質の追加



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

バルブ類 弁 ＊　玉形弁 ねじ込式 １３～２５ ＪＩＳＨ５１１１ （株）小島合金 Ｓ３８．１０ コマＡ形

又は

（ＣAＣ４０６） (有）米元製作所 Ｓ５４．　７

(株)日邦バルブ Ｈ２０．　５

前澤給装工業(株) Ｈ２５．１１

３０～５０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３８．１０ コマ京都市形

(有）米元製作所 Ｓ５４．　７

(株)日邦バルブ Ｈ２０．　５

４０～５０ 〃 〃 前澤給装工業(株) Ｈ２５．１１

＊　仕切弁 ねじ込式 １３～５０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ３９．　４

４０～５０ 〃 〃 前澤給装工業(株) Ｈ２７．　１ 京都市仕様

(株)日邦バルブ Ｈ２７．　１

（株）光明製作所 R　６．　５ NPb処理

フランジ式 ７５～２５０ ＪＩＳＧ５５０２ 千代田工業（株） Ｈ１７．　７

（ＦＣＤ４５０） 富士鉄工（株） Ｓ５７．１２

㈱キッツエスジーエス ㈱清水合金製作所から社名変更

宮部鉄工（株）

（株）牧村製作所 Ｓ５７．１２

若島工業（株）

（株）丸万茂又 Ｓ５７．１２

清水工業（株） Ｈ１１．　４

H23.9.12　ﾊﾝﾄﾞﾙを青銅に材質変更

製　　造　　業　　者

京都市仕様 青銅１０ｋｇｆ/ｃｍ２ Ｈ２６製造中止

H23.9.12　ﾊﾝﾄﾞﾙを合成樹脂に材質変更

分　　　　　　類

(1
4
)

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

備　　　　　考

千代田工業（株）・（株）西澤バルブ製作所が合併し新会
社設立。

１．京都市形品Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

R 1.12.末日 廃業

品　　　　　　目

H21.10.末日 廃業



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

バルブ類 逆止弁 ねじ込逆止弁 CTS式 13～50 JIS H 5111 (株)小島合金 Ｓ４４．　７ 京都市仕様

リフト式 (CAC 406)

逆止弁付Bバルブ CTS式 13～20 〃 〃 (株)小島合金 Ｓ５２．　７ 　　　〃

(ストレート) 立・横兼用

逆止弁付Bバルブ 　　〃 13～20 〃 〃 (株)小島合金 Ｓ５２．　７ 　　　〃

(アングル)

逆止弁付Bバルブ 　　〃 20×13 〃 〃 (株)小島合金 Ｓ５４．１２ 　　　〃

逆止弁付Bバルブ 　　〃 20×13 〃 〃 (株)小島合金 Ｓ５４．１２ 　　　〃

(ドライバー式)

逆止弁　(メス) 　　〃 13～20 〃 〃 (株)小島合金 Ｓ５４．１１ 　　　〃

逆止弁　(オス) 　　〃 13～ 〃 〃 (株)小島合金 Ｓ５４．１１ 　　　〃

20×13

逆止弁　(メス・オス) 　　〃 13～ 〃 〃 (株)小島合金 Ｓ６０．１２ 　　　〃

20×13

複式逆流防止弁・Ⅰ形 20～50 〃 〃 栗本商事(株) Ｈ１３．　３

前澤給装工業(株) Ｈ１３．　３ H17.12.9  鉛レス合金に材質変更

(株)日邦バルブ Ｈ１３．　３ H16.1.22　鉛レス合金に材質変更

20～25 〃 〃 (株)光明製作所 Ｈ１３．　３

40～50 〃 〃 ㈱タブチ R　５．１１

(1
5
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 備　　　　　考

H18.10.12　ﾌﾟﾗｸﾞをCAC903Cに材質変更

R 1.12.末日 廃業

製　　造　　業　　者

１．京都市形品Ｄ．　バルブ類　（機能弁）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

バルブ類 空気弁 ＊＊　空気弁 ＣＴＳ式 ２０ JIS H 5111 〃 （株）小島合金 Ｓ５２．１０ 京都市仕様

(CAC 406)

付属部品類 離脱防止金具 ＊＊　Ｔ形金具　（タイ・ワイド） Ｋ－８０Ｗ ７５～１５０ ＪＩＳＧ５５０２ 大成機工（株） Ｈ　８．　２ 共通都市仕様

（ＦＣＤ４５０）

＊＊　特殊押輪　（ワイド） ＴＮ－３０Ｗ ７５～１５０ 〃 〃 大成機工（株） Ｈ　８．　２ 共通都市仕様

＊＊　（ワイドタイプ） ＴＮ－３０Ｒ ２００～２５０

＊＊　特殊押輪　（ワイド） ＣＭＢ型 ７５～１５０ 〃 〃 コスモ工機（株） Ｈ１４．　６

＊＊　（ワイドタイプ） ＣＭＡ型 ２００～２５０

＊＊　特殊押輪 ＭＲ３０ ７５～１５０ 〃 〃 クロダイト工業（株） Ｈ１４．　６

　（半数型ワイドタイプ）カミック４０Ｌ

＊＊　（全数型ワイドタイプ） ＭＲ３１ ２００～２５０

　　カミック８０

＊＊　特殊押輪　 ＴＮ－３０Ｚ ７５～３００ ＪＩＳ　Ｇ　５５０２ 〃 大成機工（株） Ｈ２８．１２

　　（ワイドタイプ　耐震形） （ＦＣＤ４５０－１０）

＊＊　特殊押輪　 CMH-Z ７５～３００ ＪＩＳ　Ｇ　５５０２ 〃 コスモ工機（株） Ｈ３０．　５

　　（ワイドタイプ　耐震形） （ＦＣＤ450－10）

ボルト・ナット ＊＊　腐食抑制ナット Ｍ１６～Ｍ２０ 亜鉛合金 〃 （株）エステム Ｈ　８．　２ 共通都市仕様

（ＺＤＣ） 国産バネ工業（株） Ｈ　８．　２ メカニカル用・フランジ用共通

耐震性配水管からの分岐時に使用

耐震性配水管からの分岐時に使用

分　　　　　　類 品　　　　　　目 備　　　　　考

(1
6
)

製　　造　　業　　者

R 1.12.末日 廃業

１．京都市形品Ｄ．　バルブ類　（機能弁）、　京都市形品Ｅ．　付属部品類



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

付属部品類 鉄蓋 ＊＊　仕切弁鉄蓋 　裏蝶番 ＪＩＳＧ５５０２ なし 笠井鋳工（株） Ｓ６２．　７ H17.2.1構造変更 ※H20.3.31製造中止

（勾配） （ＦＣＤ６００） カネソウ（株） Ｓ６２．　７

杉本商事（株） Ｓ４２．　３

日之出水道機器（株） Ｓ６２．１０ 　　　〃

（株）ダイモン Ｈ２０．　7

Ｈ－１５０ 友鉄工業（株） Ｈ２０．　7

＊＊　消火栓鉄蓋 　　〃 〃 〃 笠井鋳工（株） Ｈ　８．　３ H17.2 構造変更 ※H20.3.31製造中止

カネソウ（株） Ｈ　８．　３

長嶋鋳物（株） Ｈ　８．　３ 　　　〃 ※　　　〃

日之出水道機器（株） Ｈ　８．　３

北勢工業（株） Ｈ　８．　３ ※　　　〃

（株）ダイモン Ｈ２０．　7

友鉄工業（株） Ｈ２０．　7

＊＊　空気弁鉄蓋 　　〃 〃 〃 笠井鋳工（株） Ｈ　８．　３ H17.2.1構造変更 ※H20.3.31製造中止

カネソウ（株） Ｈ　８．　３

長嶋鋳物（株） Ｈ　８．　３ 　　　〃 ※　　　〃

日之出水道機器（株） Ｈ　８．　３

北勢工業（株） Ｈ　８．　３ ※　　　〃

（株）ダイモン Ｈ２０．　7

友鉄工業（株） Ｈ２０．　7

＊　補助配水管用止水栓鉄蓋 蝶番形 ＪＩＳＧ５５０２ 〃 笠井鋳工（株） Ｓ５３．１２ （２５～５０㎜用）

Ｈ－１５０ （ＦＣＤ４５０） 三松建材（株） Ｓ５６．　６

杉本商事（株） Ｓ５９．　９

北勢工業（株） Ｓ５９．　９

＊　補助配水管用ドレン鉄蓋 蝶番形 ＪＩＳＧ５５０２ 〃 （株）ダイモン Ｈ３０．１２

Ｈ－１５０ （ＦＣＤ６００） 日之出水道機器（株） R　１．　７

１．京都市形品Ｅ．　付属部品類

備　　　　　考

　　　　７５㎜～２５０㎜用

(1
7
)

　　　　７５㎜用

品　　　　　　目分　　　　　　類 製　　造　　業　　者



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

付属部品類 ボックス ＊　止水栓ボックス １号 ＪＩＳＧ５５０１ なし 笠井鋳工（株） Ｓ３５．　３ 埋設深さ０．３ｍ

（ＦＣＤ１５０） 杉本商事（株） Ｓ４２．　３ （１３～５０㎜用）

園部重工業（株）

北勢工業（株） Ｓ５０．　２

早川鋳造（株）

（株）ダイモン Ｈ２３．　７

＊　止水栓ボックス ２号 蓋　ＦＣＤ４５０ 〃 笠井鋳工（株） Ｓ３５．　３ 埋設深さ０．６ｍ

上下本体 三松建材（株） Ｈ　１．　８ （１３～５０㎜用）

ＦＣ２００ 杉本商事（株） Ｓ４２．　３

（株）グランドボックス Ｈ２３．　１

（株）ダイモン Ｈ２３．　７

メーターボックス 1号～４号 ＪＩＳＧ５５０２ 〃 三松建材（株） Ｈ　１．　３ 1号－１３㎜用

（ＦＣＤ４５０） 杉本商事（株） Ｓ６３．　７ ２号－２０㎜用

早川鋳造（株） Ｓ６３．　７ ３号－２５㎜用

笠井鋳工（株） Ｈ１５．１０ ４号－４０㎜用

園部重工業（株） Ｈ１５．１０

友鉄工業（株） Ｈ１８．１１

（株）グランドボックス Ｈ２３．　１

（株）ダイモン Ｈ２３．　７

日之出水道機器（株） Ｈ２３．　８

複式メーターボックス(樹脂製) φ20㎜用 蓋・本体 GFPP （株）タブチ Ｈ２８．１０

2列並び(一次側25mm)

3列並び、4列並び(一次側40mm)

蓋・本体 PVC 前澤給装工業（株） H３０．　５

2列並び(一次側25mm)

3列並び(一次側40mm)　

前澤化成工業（株） R　４．１２ 給水幹線用

3列並び、4列並び(一次側25mm)

(1
8
)

備　　　　　考

給水幹線用

給水幹線用　H30.11 構造変更

１．京都市形品Ｅ．　付属部品類

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

付属部品類 ボックス メーターボックス 特４号 ＪＩＳＧ５５０２ なし 笠井鋳工（株） Ｈ１３．　３ ２５・４０㎜用

（ＦＣＤ６００） 日之出水道機器（株） Ｈ１３．　３ 小蓋ＦＲＰ

友鉄工業（株） Ｈ１６．１２

（株）ダイモン Ｈ２３．　７

１号逆流防止弁ボックス ＪＩＳＧ５５０２ 〃 笠井鋳工（株） Ｈ１３．　３ ４０㎜用

（ＦＣＤ４５０） 友鉄工業（株） Ｈ１６．１２

（株）ダイモン Ｈ２３．１１

２号逆流防止弁ボックス ＪＩＳＧ５５０２ 〃 笠井鋳工（株） Ｈ１３．　３ ５０㎜用

（ＦＣＤ６００） 日之出水道機器（株） Ｈ１３．　３ 小蓋ＦＲＰ

友鉄工業（株） Ｈ１６．１２

３号逆流防止弁ボックス ＪＩＳＧ５５０２ 〃 （株）ダイモン Ｈ２６．　１ ７５㎜用

（ＦＣＤ７００） 友鉄工業（株） Ｈ２６．　５

メーターボックス ５号 ＪＩＳＧ５５０２ 〃 笠井鋳工（株） Ｓ６１．　６ ５０㎜～１００㎜用

（ＦＣＤ７００） 三松建材（株） Ｈ　１．　３

杉本商事（株） Ｓ６３．　７

北勢工業（株） Ｓ６１．　６

早川鋳造（株） Ｓ６３．　７

日之出水道機器（株） Ｓ６２．　４

友鉄工業（株） Ｈ１８．１１

（株）ダイモン Ｈ２４．　６

メーターボックス 新5号 ＪＩＳＧ５５０２ 日之出水道機器（株） Ｈ２８．１２ ５０㎜～１００㎜用　小蓋ＦＣＤ７００

（ＦＣＤ６００） ※室用ブロックは杉本商事（株）製　（コンクリート二次製品の室用ブロックを含む。）

(1
9
)

１．京都市形品Ｅ．　付属部品類

製　　造　　業　　者分　　　　　　類 品　　　　　　目 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

付属部品類 ボックス メーターボックス ６号～７号 ＪＩＳＧ５５０１ 〃 三松建材（株） Ｈ　１．　３ ６号－１５０㎜～２００㎜用

（ＦＣ１５０） 杉本商事（株） Ｓ６３．　７ ７号－２５０㎜用

早川鋳造（株） Ｓ６３．　７ ※製造中止(日付は不明)

メーターボックス上蓋 1号～４号 ＪＩＳＧ５５０２ なし 三松建材（株） Ｈ　１．　３ １号重量＝４．５０ｋｇ

（ＦＣＤ４５０） 杉本商事（株） Ｓ６３．　７ ２号重量＝６．８５ｋｇ

早川鋳造（株） Ｓ６３．　７ ３号重量＝７．９０ｋｇ

４号重量＝８．８５ｋｇ

メーターボックス上蓋 ５号 ＪＩＳＧ５５０２ 〃 三松建材（株） Ｈ　１．　３ ５号重量＝６６．０ｋｇ

（ＦＣＤ７００） 杉本商事（株） Ｓ６３．　７

早川鋳造（株） Ｓ６３．　７

笠井鋳工（株） Ｓ６１．　６ 二つ割れ．窓付

北勢工業（株） Ｓ６１．　６

日之出水道機器（株） Ｓ６２．　４

メーターボックス上蓋 ６号～７号 ＪＩＳＧ５５０１ 〃 三松建材（株） Ｈ　１．　３ ６号重量＝１１２．０ｋｇ　二つ割れ

（ＦＣ１５０） 杉本商事（株） Ｓ６３．　７ ＰＬ－ｔ：９×６８５×９１２×２枚

早川鋳造（株） Ｓ６３．　７ ７号重量＝６０５．０ｋｇⅠ鋼－１５０

×１２５×１１本敷並べ　１本５５ｋｇ

＊　バルブボックス ＳＶ－１～ ＪＩＳＧ５５０２ 〃 杉本商事（株） Ｓ５７．　６ 京都市仕様

ＳＶ－５ （ＦＣＤ４５０）

(2
0
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

１．京都市形品Ｅ．　付属部品類



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

付属部品類 ストレーナ Ｙ形ストレーナ ７５～１００ ＪＩＳＧ５５０１ 日本フローセル（株） Ｈ　４．　３ 京都市仕様

（ＣAＣ４０６） 　又は

コマ 水栓コマ １３～２５ 〃 なし （株）小島合金 Ｓ６０．　１ 止水栓コマ・弁コマ共通

ハンドル

分水栓用コア （有）米元製作所 Ｓ６０．　１

弁コマ ３０～５０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ６０．　１ 止水栓コマ共通　（４０～５０）

（有）米元製作所 Ｓ６０．　１

鍵付横水栓 １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ６０．　１

（共用栓）用ハンドル

（有）米元製作所 Ｓ６０．　１

分水栓用コア ２０～２５ 硬質ポリエチレン 〃 栗本商事（株） Ｓ６１．　２

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

(2
1
)

品　　　　　　目

１．京都市形品Ｅ．　付属部品類

備　　　　　考分　　　　　　類

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

製　　造　　業　　者

R 1.12.末日 廃業



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

付属部品類 樹脂製メーター 樹脂製メーターボックス １３㎜用 １３ 蓋ＦＲＰ なし 栗本商事（株） Ｈ１１．１１

ボックス ２０～２５㎜用 ２０～２５ 受枠ＡＢＳ 前澤化成工業（株） Ｈ１１．１１

４０㎜用 ４０ 底ＡＢＳ 日之出水道機器（株） Ｈ１１．１１

１３㎜用 １３ 蓋再生プラスチック 〃 アロン化成（株） Ｈ２４．　２

２０～２５㎜用 ２０～２５ 受枠再生プラスチック

底再生プラスチック

樹脂製メーターボックス調整枠 １３㎜用 １３ Ａ Ｂ Ｓ 〃 栗本商事（株） Ｈ１１．１１ Ｈ－１０　　Ｈ－３０　　Ｈ－５０

２０～２５㎜用 ２０～２５ 前澤化成工業（株） Ｈ１１．１１

４０㎜用 ４０ 日之出水道機器（株） Ｈ１１．１１

１３㎜用 １３ 再生プラスチック 〃 アロン化成（株） Ｈ２４．　２ Ｈ－１０　　Ｈ－３０　　Ｈ－５０

２０～２５㎜用 ２０～２５

スペーサー 深ナット用スペーサー １３ ＰＯＭ 〃 (株)日邦バルブ Ｈ２４．　１ Ｔ－２．０　　Ｔ－３．５

H22.3に付属品の「底」無しボックスも採用

H21.10に付属品の「底」無しボックスも採用

分　　　　　　類 品　　　　　　目

１．京都市形品Ｅ．　付属部品類

製　　造　　業　　者

(2
2
)

備　　　　　考

H26.7.1 社名変更

H26.7.1 社名変更



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

パッキン類 コマパッキン 給水栓用コマパッキン Ａ形 １３～２５ ＪＩＳＫ６３５３ なし （株）小島合金 Ｓ４０．１０ 玉形弁、止水栓兼用

合成ゴム

（有）米元製作所 Ｓ５４．　７

玉形弁用コマパッキン ３０～５０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ４０．１０ 止水栓兼用（４０～５０）

（有）米元製作所 Ｓ５４．　７

給水栓用コマパッキン ＣＴＳ式 １３ 合成ゴム 〃 （株）小島合金 京都市仕様

ＰＲＶ　Ｂ形

ＣＴＳ式 １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 　　　〃

ＰＲＶ　Ａ形 玉形弁、止水栓兼用

玉形弁用コマパッキン ＣＴＳ式 ３０～５０ 〃 〃 （株）小島合金 　　　〃

ＰＲＶ　Ａ形 止水栓兼用（４０～５０）

継手パッキン ＊　鉛管用分水栓、止水栓、 １３～２５ 軟質塩化ビニル 〃 （株）小島合金 鉛管用分水栓、止水栓、

　　ソケットパッキン（平） ソケットパッキン兼用

（有）米元製作所

４０ ＪＩＳＫ６３５３ 〃 （株）小島合金

　（Ｏリング） 合成ゴム （有）米元製作所

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

備　　　　　考

R 1.12.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

＊　鋼管用止水栓ソケットパッキン

H21.10.末日 廃業

(2
3
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

１．京都市形品Ｆ．　消耗品類　（パッキン類）

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

パッキン類 継手パッキン ＶＰ鉛管用ユニオンパッキン １３～２５ 軟質塩化ビニル なし （株）小島合金 ＶＰ鉛管用ユニオンパッキン

（有）米元製作所

＊　ＶＰ鋼管用ユニオンパッキン ３０～５０ 〃 〃 （株）小島合金

（有）米元製作所

＊　分水栓用伸縮継手パッキン ２５ 合成ゴム 〃 （株）小島合金

（有）米元製作所

メーターパッキン 新設用メーターソケットパッキン １３～４０ 軟質塩化ビニル 〃 （株）小島合金 厚さ２㎜

（平）

中井ゴム工業（株）

新設用メーターフランジパッキン ５０～２５０ ＪＩＳＫ６３５３ 〃 中井ゴム工業（株） 厚さ３㎜

天然ゴム

（布入も有）

取替用メーターソケットパッキン １３～４０ ファイバー 〃 中井ゴム工業（株） 厚さ1.1㎜

取替用メーターフランジパッキン ５０～２５０ 〃 〃 中井ゴム工業（株） 　　　〃

逆止弁付メーターパッキン ＪＩＳ・金門型 １３～４０ 〃 栗本商事（株） Ｈ２７．３ 貸付メーター二次側で使用

（株）日邦バルブ Ｈ２７．３

（株）光明製作所 Ｈ２７．３

前澤給装工業（株） Ｈ２７．３

（株）タブチ Ｈ２７．３

上水フランジ型 ５０ POM　、　EPDM 〃 前澤給装工業（株） H３１．３

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

備　　　　　考

１．京都市形品Ｆ．　消耗品類　（パッキン類）

(2
4
)

H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

コンクリート コンクリート ＊＊　仕切弁用コンクリート Ｖ１０～Ｖ３０ ＪＩＳＲ５２１０ なし 協栄コンクリート工業（株） Ｓ４２．１１

ブロック類 ブロック 　　　ブロック ＶＢ ポルトランド ケイコン（株） Ｓ４２．１１

セメント 三松建材（株） Ｈ　６．１２ Ｈ＝１０㎝　土台用

杉本商事（株） Ｓ６３．１０

タマタ建材工業（株） Ｈ　４．　７

阪神工業(株） Ｈ１８．　３ 　廃業

インフラテック（株） Ｈ２６．１０ 阪神インフラテック（株）から社名変更

＊　補助配水管止水栓用 Ｓ１０～Ｓ１５ 〃 〃 協栄コンクリート工業（株） Ｓ５４．　１

　コンクリートブロック ＳＢ ケイコン（株） Ｓ５４．　１

三松建材（株） Ｓ６０．　５ Ｈ＝１０㎝　土台用

杉本商事（株） Ｓ６１．　９

＊＊　消火栓用（空気弁用） Ｈ１０～Ｈ１５ 〃 〃 協栄コンクリート工業（株） Ｈ　３．　３

　　コンクリートブロック ＨＢ ケイコン（株） Ｈ　３．　３

タマタ建材工業（株） Ｈ　３．　３ Ｈ＝１０㎝　土台用

阪神工業(株） Ｈ１８．　３ 　廃業

インフラテック（株） Ｈ２６．１０ 阪神インフラテック（株）から社名変更

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

(2
5
)

備　　　　　考

１．京都市形品H　コンクリートブロック類



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

栓類 分水栓 甲形 20～40 JISH5111 Ｓ５５．　９ 取付ねじ30mm

(CAC406) R 1.12.末日 廃業

(有)米元製作所 Ｓ５５．１１

前澤給装工業(株) Ｈ１１．　７ Ｈ17.12.9 鉛レス合金に材質変更

栗本商事(株) Ｈ１２．　３

20～25 〃 〃 (株)日邦バルブ Ｈ２０．　５

乙形 20～25 〃 〃 Ｓ５５．　９ 石綿管用

(有)米元製作所 Ｓ５５．１１

甲形 13～25 JISH5111 〃 (株)小島合金 Ｓ４１．　４ R 1.12.末日 廃業

(CAC406)

CP-30 75×40～ 鉛レス青銅合金 〃 栗本商事(株) Ｈ　１．　３ 京都市仕様

300×40 H17.8.26　材質変更

75×50～ 〃 〃 栗本商事(株) Ｓ５０．１２ 　　　〃

300×50 H17.8.26　材質変更

CPF-30 3″×40～ 鉛レス青銅合金 〃 栗本商事(株) Ｈ　１．　３ 　　　〃

12″×40 ミリ管兼用(12"×40)

3″×50～ 〃 〃 栗本商事(株) Ｈ　１．　３ 　　　〃

12″×50 H17.8.26　材質変更

VP-10 40×20～ 鉛レス青銅合金 〃 栗本商事(株) Ｓ５３．　７ 　　　〃

50×25 H17.8.26　材質変更

H21.10.末日 廃業

(株)小島合金

(インチ管用)

分　　　　　　類

(株)小島合金

備　　　　　考

(ミリ管用)

(2
6
)

製　　造　　業　　者

＊VP用仮設分水栓

＊鋳鉄管用分水栓(サドル付)

＊鋳鉄管用分水栓(サドル付)

品　　　　　　目

H21.10.末日 廃業

＊ビニル管用分水栓(サドル付)

＊分水栓

１．京都市形品Ｊ．　栓類

R 1.12.末日 廃業



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

水道メーター 水道メーター 接線流羽根車式単湿式 Ｔ－ＳＷ １３ ＪＩＳＨ５１１１ 表面 愛知時計電機（株） Ｓ１２以前

水道メーター （ＣAＣ４０６） 大阪機工（株） Ｓ１２以前

裏面 （株）金門製作所 Ｓ１２以前

上欄は年 東洋計器（株） Ｓ２５～３０

下欄は月 明治時計（株） Ｓ２５～３０

リコー精器（株） Ｓ２５～３０

（株）阪神計器製作所 Ｈ　８．　７

接線流羽根車式複湿式 Ｔ－ＤＷ ２０～２５ 〃 〃 愛知時計電機（株） Ｓ１２以前

水道メーター 大阪機工（株） Ｓ１２以前

（株）金門製作所 Ｓ１２以前

東洋計器（株） Ｓ２５～３０

明治時計（株） Ｓ２５～３０

リコー精器（株） Ｓ２５～３０

（株）阪神計器製作所 Ｈ　８．　７

たて型軸流羽根車式湿式 ＴＷＷ ４０ 〃 〃 （株）金門製作所 Ｓ５８．　５ 京都市仕様

水道メーター 愛知時計電機（株） Ｓ５８．　５

（株）阪神計器製作所 Ｈ　１．　３

品　　　　　　目

(2
7
)

１．京都市形品Ｋ．　水道メーター

備　　　　　考製　　造　　業　　者分　　　　　　類



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

水道メーター 水道メーター たて型軸流羽根車式湿式 ＴＷＷ ５０～１００ ＪＩＳＨ５１１１ 表面 愛知時計電機（株） Ｓ１２以前 H20.9.3　構造変更

水道メーター （ＣAＣ４０６） 大阪機工（株） Ｓ１２以前

裏面 （株）金門製作所 Ｓ１２以前

上欄は年 東洋計器（株） Ｓ２５～３０

下欄は月 明治時計（株） Ｓ２５～３０

リコー精器（株） Ｓ２５～３０

（株）阪神計器製作所 Ｈ　１．　３

横型軸流羽根車式湿式 ＷＷ １５０ 〃 〃 愛知時計電機（株） Ｓ１２以前

水道メーター 東洋計器（株） Ｓ２５～３０

横型軸流羽根車式湿式 ＷＷ ２００ 〃 〃 東洋計器（株） Ｓ２５～３０

水道メーター

ベンチュリー管分流式湿式 ＶＷ ２００ ＪＩＳ５５０１ 〃 愛知時計電機（株） Ｓ１２以前

水道メーター （ＦＣ２００）

副管付湿式水道メーター ＤＷ ２５０ 〃 〃 愛知時計電機（株） Ｓ１２以前

電磁式水道メーター ＳＵ ５０～２００ ＪＩＳＧ４３０５ 〃 愛知時計電機（株） Ｈ　９．　９ 補足管のフランジ部：京都市仕様

（ＳＵＳ３１６）

(2
8
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

１．京都市形品Ｋ．　水道メーター



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 水道用硬質塩化 水道用硬質塩化ビニル管 １３～５０ 硬質塩化ビニル ＪＩＳＫ６７４２ 旭有機材工業(株） Ｓ５１．　７ １３～３０、　Ｌ＝４m

ビニル管 アロン化成（株） Ｓ５１．　７ ４０、５０、　Ｌ＝５m

小松化成（株） Ｓ３２．１１

信越ポリマー（株） Ｓ５２．　４

積水化学工業（株） Ｓ３１．　４

日本プラスチック工業（株） Ｓ４２．　６

日本ロール製造（株） Ｓ３８．　８

日立金属（株） Ｓ４５．　９

前澤化成工業（株） Ｓ５１．　１

三菱樹脂（株） Ｓ３１．　４

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

(2
9
)

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

クボタシーアイ(株)から社名変更



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 水道用硬質塩化 ＊　水道用耐衝撃性硬質塩化 １３～５０ 硬質塩化ビニル ＪＩＳＫ６７４２ 旭有機材工業(株） Ｓ５９．　５ １３～３０、　Ｌ＝４m

ビニル管 ビニル管 アロン化成（株） Ｓ４９．１１ ４０、５０、　Ｌ＝５m

小松化成（株） Ｓ５４．１０ （Ｈ１１．４変更）

信越ポリマー（株） Ｈ　１．　８

積水化学工業（株） Ｓ４９．１１

日本ロール製造（株） Ｓ５４．　７

三菱樹脂（株） Ｓ５４．　４

日本プラスチック工業（株） Ｈ１１．　６

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

ダクタイル鋳鉄管 ＊＊　水道用Ｋ形ダクタイル １種 ７５～２５０ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２６ （株）クボタ Ｈ　８．　３

鋳鉄管 （ＦＣＤ４００） 〃 （株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３ ７５、１００、　Ｌ＝４m

※その他 １５０～２５０、　Ｌ＝５m

※日本水道協会検査に合格

　　している材料製造者

＊＊　水道用Ｔ形ダクタイル 　〃 ７５～１５０ 〃 〃 （株）クボタ Ｈ　８．　３

鋳鉄管 （株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３ ７５、１００、　Ｌ＝４m

※その他 １５０、　Ｌ＝５m

※日本水道協会検査に合格

　　している材料製造者

(3
0
)

クボタシーアイ(株)から社名変更

製　　造　　業　　者

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類

備　　　　　考分　　　　　　類 品　　　　　　目

モルタルライニング

モルタルライニング



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　三受十字管 Ｋ形 ７５×７５～ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 ２５０×２５０ （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　二受Ｔ字管 　〃 ７５×７５～ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

３００×２００ 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類

(3
1
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　受サシ片落管 Ｋ形 １００×７５～ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 ２５０×２００ （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　サシ受片落管 　〃 １００×７５～ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

２５０×２００ 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類

(3
2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　９０°曲管 Ｋ形 ７５～２５０ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　４５°曲管 　〃 ７５～２５０ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(3
3
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　２２　　°曲管 Ｋ形 ７５～２５０ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　１１　　°曲管 　〃 ７５～２５０ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(3
4
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類

１

２

１

４

１

２

１

４



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　フランジ付きＴ字管 Ｋ形 ７５×７５～ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 ２５０×７５ （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　フランジ短管 フランジ形 ７５×１００～ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

７５×５００ 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(3
5
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　継輪 Ｋ形 ７５～２５０ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　短管１号 　〃 ７５～２５０ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(3
6
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　短管２号 Ｋ形 ７５～２５０ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　栓 　〃 ７５～２５０ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(3
7
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　三受十字管 Ｔ形 ７５×７５～ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 １５０×１５０ （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　二受Ｔ字管 　〃 ７５×７５～ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

１５０×１５０ 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類

(3
8
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　受サシ片落管 Ｔ形 １００×７５～ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 １５０×１００ （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　サシ受片落管 　〃 １００×７５～ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

１５０×１００ 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(3
9
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　９０°曲管 Ｔ形 ７５～１５０ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　４５°曲管 　〃 ７５～１５０ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(4
0
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　２２　　°曲管 Ｔ形 ７５～１５０ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　１１　　°曲管 　〃 ７５～１５０ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(4
1
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類

１

２

１

４

１

２

１

４



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　フランジ付きＴ字管 Ｔ形 ７５×７５～ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 １５０×７５ （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　フランジ短管 フランジ形 ７５×１５０～ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

７５×４００ 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(4
2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　短管１号 Ｔ形 ７５～１５０ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　短管２号 　〃 ７５～１５０ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(4
3
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ダクタイル鋳鉄 ＊＊　栓 Ｔ形 ７５～１５０ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

異形管 （ＦＣＤ４００） 大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　フランジふた ５０～２５０ 〃 〃 伊丹重工業（株） Ｈ　８．　３ ※日本水道協会検査に合格

大阪金属（株） Ｈ　８．　３ 　　している材料製造者

（株）クボタ Ｈ　８．　３

（株）栗本鉄工所 Ｈ　８．　３

園部重工業（株） Ｈ　８．　３

大和キャスタル（株） Ｈ　８．　３

大和産業（株） Ｈ　８．　３

㈱ハズ Ｈ　７．　８ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所 Ｈ　７．　８

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(4
4
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＊＊　ソケット ねじ込形 １３～１００ ＪＩＳＧ５７０２ ＪＩＳＢ２３０１ Ｓ５３．１２ 可鍛鋳鉄・

（ＦＣＭＢ２８０） （株）中西可鍛鋳鉄所 １０ｋｇｆ/㎝
２

　　又は ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

※ 検査証紙の 日立金属工業（株） Ｓ５１．１１

貼付を省略する （株）吉年

ことがある。 （株）リケン Ｓ４７．　６

＊＊　径違いソケット 〃 ２０×１３～ 〃 〃 Ｓ５３．１２ 　　　〃

１００×７５ （株）中西可鍛鋳鉄所

ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

日立金属工業（株） Ｓ５１．１１

（株）吉年

（株）リケン Ｓ４７．　６

＊＊　９０°エルボ 〃 １３～１００ 〃 〃 Ｓ５３．１２ 　　　〃

（株）中西可鍛鋳鉄所

ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

日立金属工業（株） Ｓ５１．１１

（株）吉年

（株）リケン Ｓ４７．　６

(4
5
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

東亜高級継手バルブ製造（株）

東亜高級継手バルブ製造（株）

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｂ．　継手類

東亜高級継手バルブ製造（株）



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＊＊　４５°エルボ ねじ込形 １３～１００ ＪＩＳＧ５７０２ ＪＩＳＢ２３０１ Ｓ５３．１２ 可鍛鋳鉄・

（ＦＣＭＢ２８０） （株）中西可鍛鋳鉄所 １０ｋｇｆ/㎝
２

　　又は ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

※ 検査証紙の 日立金属工業（株） Ｓ５１．１１

貼付を省略する （株）吉年

ことがある。 （株）リケン Ｓ４７．　６

＊＊　径違いエルボ 〃 ２０×１３～ 〃 〃 Ｓ５３．１２ 　　　〃　　　

１００×７５ （株）中西可鍛鋳鉄所

ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

日立金属工業（株） Ｓ５１．１１

（株）吉年

（株）リケン Ｓ４７．　６

＊＊　チーズ 〃 １３～１００ 〃 〃 Ｓ５３．１２ 　　　〃　　　

（株）中西可鍛鋳鉄所

ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

日立金属工業（株） Ｓ５１．１１

（株）吉年

（株）リケン Ｓ４７．　６

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｂ．　継手類

(4
6
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

東亜高級継手バルブ製造（株）

東亜高級継手バルブ製造（株）

東亜高級継手バルブ製造（株）



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＊＊　径違いチーズ ねじ込形 ２０×１３～ ＪＩＳＧ５７０２ ＪＩＳＢ２３０１ Ｓ５３．１２ 可鍛鋳鉄・

１００×７５ （ＦＣＭＢ２８０） （株）中西可鍛鋳鉄所 １０ｋｇｆ/㎝
２

　　又は ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

※ 検査証紙の 日立金属工業（株） Ｓ５１．１１

貼付を省略する （株）吉年

ことがある。 （株）リケン Ｓ４７．　６

＊＊　ニップル 〃 １３～１００ 〃 〃 Ｓ５３．１２ 　　　〃

（株）中西可鍛鋳鉄所

ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

日立金属工業（株） Ｓ５１．１１

（株）吉年

（株）リケン Ｓ４７．　６

＊＊　ユニオン 〃 １３～１００ 〃 〃 Ｓ５３．１２ 　　　〃

（株）中西可鍛鋳鉄所

ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

日立金属工業（株） Ｓ５１．１１

（株）吉年

（株）リケン Ｓ４７．　６

(4
7
)

東亜高級継手バルブ製造（株）

東亜高級継手バルブ製造（株）

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

東亜高級継手バルブ製造（株）

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｂ．　継手類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＊＊　鉄鋼製管フランジ ねじ込形 ２０～１５０ ＪＩＳＧ５５０１ ＪＩＳＢ２２１０ 住友金属工業（株） Ｈ　１．　７ 樹脂コーテング

（ＦＣ２００） ※ 検査証紙の 日立金属工業（株） Ｈ　１．　３ 　Ｊ Ｉ Ｓ１０ｋｇ　ｆ/㎝
２

貼付を省略する

ことがある。

(4
8
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｂ．　継手類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 ビニル管用継手 ＴＳ式ソケット Ａ形 １３～５０ 硬質塩化ビニル ＪＩＳＫ６７４３ 旭有機材工業（株） Ｓ３９．１１

アロン化成（株） Ｓ５７．１２

信越ポリマー（株） Ｓ５２．　４

積水化学工業（株） Ｓ３９．　４

東洋化学産業（株） Ｓ４６．１０

日本プラスチック工業（株） Ｓ４０．１０

日本ロール製造（株） Ｓ４８．　４

三菱樹脂（株） Ｓ４０．１０

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

ＴＳ式径違いソケット 　〃 ２０×１３～ 〃 〃 旭有機材工業（株） Ｓ３９．１１

５０×４０ アロン化成（株） Ｓ５７．１２

信越ポリマー（株） Ｓ５２．　４

積水化学工業（株） Ｓ３９．　４

東洋化学産業（株） Ｓ４６．１０

日本プラスチック工業（株） Ｓ４０．１０

日本ロール製造（株） Ｓ４８．　４

三菱樹脂（株） Ｓ４０．１０

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

(4
9
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｂ．　継手類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 ビニル管用継手 ＴＳ式エルボ Ａ形 １３～５０ 硬質塩化ビニル ＪＩＳＫ６７４３ 旭有機材工業（株） Ｓ３９．１１

アロン化成（株） Ｓ５７．１２

信越ポリマー（株） Ｓ５２．　４

積水化学工業（株） Ｓ３９．　４

東洋化学産業（株） Ｓ４６．１０

日本プラスチック工業（株） Ｓ４０．１０

日本ロール製造（株） Ｓ４８．　４

前澤化成工業（株） Ｓ３９．　４

三菱樹脂（株） Ｓ４０．１０

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

ＴＳ式チーズ 　〃 １３～５０ 〃 〃 旭有機材工業（株） Ｓ３９．１１

アロン化成（株） Ｓ５７．１２

信越ポリマー（株） Ｓ５２．　４

積水化学工業（株） Ｓ３９．　４

東洋化学産業（株） Ｓ４６．１０

日本プラスチック工業（株） Ｓ４０．１０

日本ロール製造（株） Ｓ４８．　４

前澤化成工業（株） Ｓ３９．　４

三菱樹脂（株） Ｓ４０．１０

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

(5
0
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｂ．　継手類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 ビニル管用継手 ＴＳ式径違いチーズ Ａ形 ２０×１３～ 硬質塩化ビニル ＪＩＳＫ６７４３ 旭有機材工業（株） Ｓ３９．１１

５０×４０ アロン化成（株） Ｓ５７．１２

信越ポリマー（株） Ｓ５２．　４

積水化学工業（株） Ｓ３９．　４

東洋化学産業（株） Ｓ４６．１０

日本ロール製造（株） Ｓ４８．　４

前澤化成工業（株） Ｓ３９．　４

三菱樹脂（株） Ｓ４０．１０

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

ＴＳ式キャップ 　〃 １３～５０ 〃 〃 旭有機材工業（株） Ｓ３９．１１

信越ポリマー（株） Ｓ５２．　４

積水化学工業（株） Ｓ３９．　４

東洋化学産業（株） Ｓ４６．１０

日本ロール製造（株） Ｓ４８．　４

三菱樹脂（株） Ｓ４０．１０

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

(5
1
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｂ．　継手類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 ビニル管用継手 ＴＳ式ユニオンソケット Ａ形 １３～５０ 硬質塩化ビニル ＪＩＳＫ６７４３ 旭有機材工業（株） Ｓ３９．１１

信越ポリマー（株） Ｓ５２．　４

積水化学工業（株） Ｓ３９．　４

東洋化学産業（株） Ｓ４６．１０

日本プラスチック工業（株） Ｓ４０．１０

日本ロール製造（株） Ｓ４８．　４

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

伸縮継手 パッキン形 １３～５０ 〃 〃 アロン化成（株） Ｓ５７．１２

(5
2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

クボタシーアイ(株)から社名変更

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｂ．　継手類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 ビニル管用継手 ＊　ＴＳ式Ｈⅰソケット Ａ形 １３～５０ 硬質塩化ビニル ＪＩＳＫ６７４３ 旭有機材工業（株） Ｓ５９．　５

アロン化成（株） Ｓ４９．１１

積水化学工業（株） Ｓ４９．１１

日本ロール製造（株） Ｓ５４．　７

三菱樹脂（株） Ｓ５４．　４

日本プラスチック工業（株） Ｈ１１．　６

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

＊　ＴＳ式Ｈⅰ径違いソケット 　〃 ２０×１３～ 〃 〃 旭有機材工業（株） Ｓ５９．　５

５０×４０ アロン化成（株） Ｓ４９．１１

積水化学工業（株） Ｓ４９．１１

日本ロール製造（株） Ｓ５４．　７

三菱樹脂（株） Ｓ５４．　４

日本プラスチック工業（株） Ｈ１１．　６

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

＊　ＴＳ式Ｈⅰエルボ 　〃 １３～５０ 〃 〃 旭有機材工業（株） Ｓ５９．　５

アロン化成（株） Ｓ４９．１１

積水化学工業（株） Ｓ４９．１１

日本ロール製造（株） Ｓ５４．　７

三菱樹脂（株） Ｓ５４．　４

日本プラスチック工業（株） Ｈ１１．　６

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

(5
3
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｂ．　継手類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 ビニル管用継手 ＊　ＴＳ式Ｈⅰチーズ Ａ形 １３～５０ 硬質塩化ビニル ＪＩＳＫ６７４３ 旭有機材工業（株） Ｓ５９．　５

アロン化成（株） Ｓ４９．１１

積水化学工業（株） Ｓ４９．１１

日本ロール製造（株） Ｓ５４．　７

三菱樹脂（株） Ｓ５４．　４

日本プラスチック工業（株） Ｈ１１．　６

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

＊　ＴＳ式Ｈⅰ径違いチーズ 　〃 ２０×１３～ 〃 〃 旭有機材工業（株） Ｓ５９．　５

５０×４０ アロン化成（株） Ｓ４９．１１

積水化学工業（株） Ｓ４９．１１

日本ロール製造（株） Ｓ５４．　７

三菱樹脂（株） Ｓ５４．　４

日本プラスチック工業（株） Ｈ１１．　６

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

＊　ＴＳ式Ｈⅰキャップ 　〃 １３～５０ 〃 〃 旭有機材工業（株） Ｓ５９．　５

アロン化成（株） Ｓ４９．１１

積水化学工業（株） Ｓ４９．１１

日本ロール製造（株） Ｓ５４．　７

三菱樹脂（株） Ｓ５４．　４

日本プラスチック工業（株） Ｈ１１．　６

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｂ．　継手類

(5
4
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 ビニル管用継手 ＴＳ式Ｈⅰユニオンソケット Ａ形 １３～５０ 硬質塩化ビニル ＪＩＳＫ６７４３ 旭有機材工業（株） Ｓ５９．　５

アロン化成（株） Ｓ４９．１１

積水化学工業（株） Ｓ４９．１１

日本ロール製造（株） Ｓ５４．　７

三菱樹脂（株） Ｓ５４．　４

日本プラスチック工業（株） Ｈ１１．　６

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

＊　ＴＳ式Ｈⅰエルボ　４５° 　〃 １３～５０ 〃 〃 旭有機材工業（株） Ｓ５９．　５

アロン化成（株） Ｓ４９．１１

積水化学工業（株） Ｓ４９．１１

三菱樹脂（株） Ｓ５４．　４

(株)クボタケミックス Ｈ１７．　４

(5
5
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｂ．　継手類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

バルブ類 弁 ＊＊　仕切弁 フランジ形 ５０～２００ ＪＩＳＧ５５０１ ＪＩＳＢ２０３１ （株）キッツ Ｓ５９．　９ 内面エポキシ樹脂粉体塗装

丸ハンドル式 （ＦＣ２００） 三吉バルブ（株） Ｓ５９．　９ 鋳鋼１０ｋｇ　ｆ/㎝
２

(5
6
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｃ．　バルブ類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

付属部品類 押輪 ＊＊　メカニカル用押輪 Ｋ形 ７５～２５０ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＩＳＧ５５２７ （株）クボタ Ｓ３１．　４ ※日本水道協会検査に合格

（ＦＣＤ４００） （株）栗本鉄工所 　　している材料製造者

（株）岡本 Ｈ　９．１０

ボルト・ナット ＊＊　フランジ用ボルト・ナット Ｍ１２×５５ １２ ＪＩＳＧ４３０３ ＪＩＳＢ１１８０ （株）田中 Ｈ　６．　３ ２０㎜用

Ｍ１６×７５ １６ ステンレス鋼製 ＪＩＳＢ１１８１ ２５～２００㎜用

Ｍ２０×８５ ２０ 梱包に表示 ２５０㎜用

＊＊　メカニカル用ボルト・ナット Ｍ１６×８５ １６ ＦＣＤ４００又は ＪＩＳＧ５５２７ （株）クボタ Ｈ　６．　３ ７５㎜用

Ｍ２０×９０ ２０ ５００ 〃 （株）栗本鉄工所 １００～２５０㎜用

（株）岡本 Ｈ　９．１０ ※日本水道協会検査に合格

　　している材料製造者

(5
7
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｅ．　付属部品類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

パッキン類 ＊＊　フランジパッキン ＲＦ形 ７５～２５０ ＪＩＳＫ６３５３ ＪＩＳＧ５５２７ 中井ゴム工業（株） 厚さ３㎜

合成ゴム ※その他 ※日本水道協会検査に合格

　　している材料製造者

＊＊　Ａ形用ゴム輪 Ａ形 ７５～２５０ 〃 〃 伊丹重工業（株） 既設管用

大阪金属（株） ※日本水道協会検査に合格

（株）クボタ 　　している材料製造者

（株）栗本鉄工所

園部重工業（株）

大和キャスタル（株）

大和産業（株）

㈱ハズ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所

（株）岡本 Ｈ　９．１０

＊＊　Ｋ形用ゴム輪 Ｋ形 ７５～２５０ 〃 〃 伊丹重工業（株） ※日本水道協会検査に合格

大阪金属（株） 　　している材料製造者

（株）クボタ

（株）栗本鉄工所

園部重工業（株）

大和キャスタル（株）

大和産業（株）

㈱ハズ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）福井鋳造所

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(5
8
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｆ．　消耗品類　（パッキン類）



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

パッキン類 ＊＊　Ｔ形用ゴム輪 Ｔ形 ７５～１５０ ＪＩＳＫ６３５３ ＪＩＳＧ５５２７ （株）クボタ ２００、２５０は既設管用

（合成ゴム） （株）栗本鉄工所 ※日本水道協会検査に合格

園部重工業（株） 　　している材料製造者

（株）岡本 Ｈ　９．１０

(5
9
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｆ．　消耗品類　（パッキン類）



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

水道メーター 接線流羽根車単箱乾式 ＳＤＪ １３ ＪＩＳH５１２０ 愛知時計電機（株） Ｈ２２．１１

　　　　　　デジタル表示メーター （鉛レス青銅鋳物）

(株)阪神計器製作所 Ｈ２３．　３

東洋計器(株) Ｈ２３．　６ H26.6.17   本体の材質変更

(株)ニッコク Ｈ２３．　８

柏原計器工業(株) Ｈ２７．　１

電子式接線流羽根車単箱乾式 SDJE 13 〃 〃 愛知時計電機㈱ R８．　３

液晶デジタル表示メーター ㈱阪神計器製作所 R８．　３

接線流羽根車単箱乾式デジタル SDJR １３ 〃 〃 柏原計器工業(株) Ｈ２８．　６ 家中メーター等無線検針用

表示メーター(無線検針対応型)

接線流羽根車複箱乾式 ＤＤＪ ２０～２５ 〃 〃 愛知時計電機（株） Ｈ２２．１１

　　　　　　デジタル表示メーター

東洋計器(株) Ｈ２３．　６

(株)阪神計器製作所 Ｈ２３．　６ H24.7.30  一部形状変更

柏原計器工業(株) Ｈ２７．　１ R3.4.27 一部形状変更

(株)ニッコク Ｈ２９．　１

接線流羽根車複箱乾式デジタル DDJR ２０ 〃 〃 柏原計器工業(株) Ｈ２８．　６ 家中メーター等無線検針用

表示メーター(無線検針対応型)

電子式接線流羽根車複箱乾式 DDJE ２０～２５ 〃 〃 愛知時計電機（株） Ｈ３０．１１

液晶デジタル表示メーター ㈱阪神計器製作所 R８.　３

たて型軸流羽根車乾式 TWＤＪ ４０ 〃 〃 愛知時計電機（株） Ｈ２２．１１

　　　　　　デジタル表示メーター

東洋計器(株) Ｈ２３．　６ H26.6.17   本体の材質変更

(株)阪神計器製作所 Ｈ２３．　８

(株)ニッコク R３．１０

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

H26.6.17   本体の材質変更
R2.6.3 羽根車の形状変更

H28.10.11 上・下ケース材質変更、JISシール貼付
H29.11.7　日邦バルブ製メーター用アダプターの追加
H30.1.15 羽根車受石及びピボット先端廃止（SUS一体
化）
H31.3レジスターボックスの抵抗器の形状変更（器差直
線性の向上）
R6.3.21　JISシールの貼付を廃止
R6.11.29  表示面への製造番号及び二次元コード表記
の追加

H28.10.11 上・下ケース材質変更、JISシール貼付
R3.8.17上ガスケット使用材料色変更
R6.3.21　JISシールの貼付を廃止
R6.11.29  表示面への製造番号及び二次元コード表記の追加

R6.3.21　JISシールの貼付を廃止
R8.3.19   25mm追加

H24.7.30  蓋の形状変更
H25.11.22  内匣の形状変更

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｋ．　水道メーター

H28.11.25　上・下ケース材質変更、JISシール貼付
R4.3.24　ストレーナーの材質変更
R6.3.21　JISシールの貼付を廃止
　　　　　 製造番号の刻印位置変更

H29.1 .30　部品の材質変更
R6.3.5　日邦バルブ製メーター用アダプターに変更

(6
0
)

30.11



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

水道メーター 電子式たて型軸流羽根車乾式 TWＤＪE ４０ ＪＩＳH５１２０ 愛知時計電機（株） R８． ３

液晶デジタル表示メーター （鉛レス青銅鋳物）

たて型軸流羽根車乾式 TWＤＪ ５０～１００ 〃 〃 愛知時計電機（株） Ｈ２２．１１

　　　　　　デジタル表示メーター

東洋計器㈱ Ｈ２３．　６

たて型軸流羽根車乾式 TWＤＪ ５０～１００ ＪＩＳH５１２０ 〃 愛知時計電機（株） Ｈ２４．　３

　　　　　　デジタル表示メーター （鉛レス青銅鋳物）

東洋計器㈱ H３１．　４

電子式たて型軸流羽根車乾式 TWＤＪE ５０～１００ 〃 〃 愛知時計電機（株） R８． ３

液晶デジタル表示メーター

電磁式液晶デジタル表示 ＳＵＪ ５０～２００ ＪＩＳＧ４３０３ 〃 愛知時計電機（株） Ｈ２３．　２

　　　　メーター（電池内蔵方式） (フランジ挟込み接続) ステンレス鋼製

１５０ ＪＩＳＢ８５７０ 〃 愛知時計電機（株） Ｈ２６．　１

電磁式液晶デジタル表示 ＳＹＪ ５０～１５０ ＪＩＳＧ４３０３ 〃 愛知時計電機（株） Ｈ２３．　２

　　　　メーター（電池内蔵方式） (フランジ接続) ステンレス鋼製

接続部フランジ：京都市仕様（楕円穴）

H28.11.25    シールド板をシールドシートへ変更
　　　　　　最大許容圧変更、型式承認番号の変更
　　　　　　蓋裏へのJIS認証シールの貼付
　　　　　　基準適合証印を封印玉からシールへ変更
　　　　　　瞬間流量単位(㎥/h)の表示
R3.8.17 表示面レイアウト変更
R6.3.21　JISシールの貼付を廃止
　　　　　 最大許容使用圧力の変更（50～150㎜のみ）
R6.6.14　ボルト・ナットの材質変更

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

H26.6.17    本体の材質変更
R6.6　承諾取消

接続部フランジ：京都市仕様（楕円穴）
R6.6.14　ボルト・ナットの材質変更

接続部フランジ：京都市仕様（楕円穴）
H25.4.30  パイロット設置、空気抜きネジ廃止
H28.10.11  上・下ケース、補足管の材質変更
　　　　　　　　JISシール貼付
　　　　　　　　基準適合証印を封印玉からシールに変更
R6.3.21　JISシールの貼付を廃止
R6.6.14　ボルト・ナットの材質変更

H28.11.25   シールド板をシールドシートへ変更
　　　　　　　　蓋裏へのJIS認証シールの貼付
　　　　　　　　基準適合証印を封印玉からシールへ変
更
　　　　　　　　瞬間流量単位(㎥/h)の表示
R3.8.17 表示面レイアウト変更
R6.3.21　JISシールの貼付を廃止
R6.6.14　ボルト・ナットの材質変更
R8.3.19  承諾取消

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｋ．　水道メーター

(6
1
)

フランジ挟込み接続、伸縮補足管付
京都大学構内用
R4.2.10 承諾取消

H28.10.11  上・下ケース、補足管の材質変更
　　　　　　JISシール貼付
　　　　　　基準適合証印を封印玉からシールに変更
R5.12　承諾取消

30.11



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ １３～１００ ＪＩＳＧ３４５２ ＪＷＷＡＫ１１６ 新日本製鉄（株） Ｓ４７．　３ Ｌ＝４ｍ

鋼管 ＪＩＳＫ６７４２ 住友金属工業（株） Ｓ５０．　９

積水化学工業（株） Ｓ４２．１０

（株）多久製作所 Ｓ６０．　５ ２０～１００

三菱樹脂（株） Ｓ４９．１０

ＪＦＥスチール（株） Ｓ４４．　９

ＳＧＰ－ＶＢ １３～１００ ＪＩＳＧ３４４２ 〃 新日本製鉄（株） Ｓ４７．　３ Ｌ＝４ｍ

ＪＩＳＫ６７４２ 住友金属工業（株） Ｓ５０．　９

積水化学工業（株） Ｓ４２．１０ １３のみ

（株）多久製作所 Ｓ６０．　５ ２０～１００

三菱樹脂（株） Ｓ４９．１０

ＪＦＥスチール（株） Ｓ４４．　９

(6
2
)

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ａ．　管類

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

水道用硬質塩化ビニルライニング

H15.4.1川崎製鉄（株）、日本鋼管（株）
二社合併

H15.4.1川崎製鉄（株）、日本鋼管（株）
二社合併



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ １３～１００ ＪＩＳＧ３４５２ ＪＷＷＡＫ１３２ 新日本製鉄（株） Ｈ　１．　３ Ｌ＝４ｍ

鋼管 住友金属工業（株） Ｈ　１．　３

ＪＦＥスチール（株） Ｈ　１．　３

ＳＧＰ－ＰＢ １３～１００ ＪＩＳＧ３４５２ 〃 新日本製鉄（株） Ｈ　１．　３ Ｌ＝４ｍ

ＪＩＳＧ３４４２ 住友金属工業（株） Ｈ　１．　３

ＪＦＥスチール（株） Ｈ　１．　３

ＳＧＰ－ＰＤ １３～１００ ＪＩＳＧ３４５２ 〃 新日本製鉄（株） Ｈ　１．　３ Ｌ＝４ｍ

ＪＩＳＧ３４６９ 住友金属工業（株） Ｈ　１．　３

ＪＦＥスチール（株） Ｈ　１．　３

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ａ．　管類

備　　　　　考分　　　　　　類 品　　　　　　目

（H15．3/17内面のポリエチレン粉

体ライニングの色は青色に変更。）

H15.4.1川崎製鉄（株）、日本鋼管（株）
二社合併

(6
3
)

製　　造　　業　　者

水道用ポリエチレン粉体ライニング

H15.4.1川崎製鉄（株）、日本鋼管（株）
二社合併

H15.4.1川崎製鉄（株）、日本鋼管（株）
二社合併



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＊＊　ＰＶＣソケット ねじ込形 １３～１００ ＪＩＳＧ５７０２ ＪＷＷＡＫ１１７ シーケー金属（株） Ｓ５１．　９

（ＦＣＭＢ２８０） ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

又は 東尾メック（株） Ｓ４６．１２

※ 検査証紙の （株）リケン Ｓ４７．　６

貼付を省略する

ことがある。

＊＊　ＰＶＣ径違いソケット 　〃 ２０×１３～ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｓ５１．　９

１００×７５ ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

（株）リケン Ｓ４７．　６

＊＊　ＰＶＣ９０°エルボ 　〃 １３～１００ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｓ５１．　９

ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

（株）リケン Ｓ４７．　６

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

(6
4
)



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＊＊　ＰＶＣ４５°エルボ ねじ込形 １３～１００ ＪＩＳＧ５７０２ ＪＷＷＡＫ１１７ シーケー金属（株） Ｓ５１．　９

（ＦＣＭＢ２８０） 東尾メック（株） Ｓ４６．１２

又は （株）リケン Ｓ４７．　６

※ 検査証紙の

貼付を省略する

ことがある。

＊＊　ＰＶＣ径違いエルボ 　〃 ２０×１３～ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｓ５１．　９

１００×７５ ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

（株）リケン Ｓ４７．　６

＊＊　ＰＶＣチーズ 　〃 １３～１００ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｓ５１．　９

ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

（株）リケン Ｓ４７．　６

(6
5
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

備　　　　　考



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＊＊　ＰＶＣ径違いチーズ ねじ込形 ２０×１３～ ＪＩＳＧ５７０２ ＪＷＷＡＫ１１７ シーケー金属（株） Ｓ５１．　９

１００×７５ （ＦＣＭＢ２８０） ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

又は 東尾メック（株） Ｓ４６．１２

※ 検査証紙の （株）リケン Ｓ４７．　６

貼付を省略する

ことがある。

＊＊　ＰＶＣニップル １３～１００ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｓ５１．　９

ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

（株）リケン Ｓ４７．　６

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

(6
6
)



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＊＊　ＰＶＣプラグ １３～１００ ＪＩＳＧ５７０２ ＪＷＷＡＫ１１７ シーケー金属（株） Ｓ５１．　９

（ＦＣＭＢ２８０） ＪＦＥ継手（株） Ｓ４８．　５

又は 東尾メック（株） Ｓ４６．１２

※ 検査証紙の （株）リケン Ｓ４７．　６

貼付を省略する

ことがある。

＊＊　ＰＶＣキャップ ねじ込形 １３～１００ 〃 〃 （株）リケン Ｓ４７．　６

＊＊　ＰＶＣ組フランジ 　〃 １３～１００ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｓ５１．　９

東尾メック（株） Ｓ４６．１２

（株）リケン Ｓ４７．　６

鋼管用継手 ＊＊　鋳鉄製特殊ソケット ４０ CV350-5 JWWA G 114 （株）川西水道機器 Ｈ２６．　５ PD鋼管側VD可

５０ 又はCV400-3

＊＊　鋳鉄製特殊エルボ ５０ CV350-5 JWWA G 114 （株）川西水道機器 Ｈ２６．　５ PD鋼管側VD可

又はCV400-3

（PD鋼管×鋼管）

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

（PD鋼管×PD鋼管）

（PD鋼管×鋼管）

（PD鋼管×PD鋼管）

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

(6
7
)



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

バルブ類 弁 ＊　補修弁（レバー式） ７５×１５０L ＪＷＷＡ Ｂ 126 富士鉄工（株） Ｒ　３．  ９

(GF) 又は 宮部鉄工（株） Ｒ　３．  ９

角田鉄工（株） Ｒ　３．１０

逆止弁 複式逆流防止弁・Ⅰ形 ７５ ＪＷＷＡ Ｂ 129 （株）日邦バルブ Ｈ２５．１１

準拠 又は 前澤給装工業(株) Ｈ２６．  ８

複式逆流防止弁・Ⅰ形（伸縮付） ７５ ＪＷＷＡ Ｂ 129 （株）日邦バルブ Ｈ２７．１０

準拠 又は 前澤給装工業(株) Ｈ３０．  ５

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品C．　バルブ類　（一般弁）、Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｄ．　バルブ類　（機能弁）

(6
8
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

栓類 消火栓 ＊＊　消火栓 地下式 ７５ ＪＩＳＧ５５０２ ＪＷＷＡＫ１０３ ㈱キッツエスジーエス Ｈ　５．　４ （株）清水合金製作所から社名変更

（ＦＣＤ４５０） 千代田工業（株） Ｈ１７．　７

富士鉄工（株） Ｈ　５．　４

（株）丸万茂又 Ｈ　５．　４

宮部鉄工（株） Ｈ　５．　４

若島工業（株） Ｈ　５．　４

㈱ハズ Ｈ　５．　４ 幡豆工業（株）から社名変更

（株）牧村製作所 Ｈ　５．　４

清水工業（株） Ｈ１１．　４

(6
9
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

千代田工業（株）・（株）西澤バルブ
製作所が合併し新会社設立。

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｊ．　栓類



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

水道メーター 水道メーター 接線流羽根車式単箱乾式 ＳＤ １３ ＪＩＳＨ５１１１ ＪＷＷＡＢ１２７ 愛知時計電機（株） Ｈ　９．　６ 取付ネジ部：京都市仕様

（ＣAＣ４０６） 表面 大阪機工（株） Ｈ　９．　７

（株）金門製作所 Ｈ　９．　６

裏面 東洋計器（株） Ｈ　９．　６

上欄は年 （株）阪神計器製作所 Ｈ　９．　７

下欄は月 明治時計（株） Ｈ　９．　７

リコー精器（株） Ｈ　９．　７

高畑精工（株） Ｈ１６．　６

（株）ニッコク Ｈ２０．１０

接線流羽根車式複箱乾式 ＤＤ ２０～２５ 〃 ＪＷＷＡＢ１２８ 愛知時計電機（株） Ｈ　９．　６ 取付ネジ部：京都市仕様

大阪機工（株） Ｈ　９．　７

（株）金門製作所 Ｈ　９．　６

東洋計器（株） Ｈ　９．　６

（株）阪神計器製作所 Ｈ　９．　７

明治時計（株） Ｈ　９．　７

リコー精器（株） Ｈ　９．　７

高畑精工（株） Ｈ１６．　６

（株）ニッコク Ｈ２０．１０

デジタルメーター

デジタルメーター

(7
0
)

分　　　　　　類 備　　　　　考

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｋ．　水道メーター

品　　　　　　目 製　　造　　業　　者



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

消耗品類 接着剤 ビニル管用接着剤 低粘度速乾性 ＪＷＷＡＳ１０１ アロン化成（株） Ｓ４０．１２ ハケ付

（Ａ）　　（Ｂ） 日本水道協会 （株）クボタ Ｓ４３．１２

規格品と表示し 小松化成（株） Ｓ４１．　５

協会証印はなし シーアイ化成（株） Ｓ４８．　２

信越ポリマー（株） Ｓ５２．　４

積水化学工業（株） Ｓ４２．１１

日本ロール製造（株） Ｓ４８．　７

三菱樹脂（株） Ｓ５４．　４

Ｈｉビニル管用接着剤 低粘度速乾性 〃 アロン化成（株） Ｈ　１．　１ ハケ付

（株）クボタ Ｈ　１．　１

シーアイ化成（株） Ｈ　１．　１

積水化学工業（株） Ｈ　１．　１

三菱樹脂（株） Ｈ　１．　１

シール剤 ガフロンシールテープ 四ふっ化 なし 三友貿易（株） Ｓ６３．　１ ０．２㎜×２５㎜×１５m

エチレン樹脂

液状ガスケット エスロシール アルキット樹脂 ＪＷＷＡＫ１３７ 積水化学工業（株） Ｓ５２．　６

Ｍ２ 日本水道協会

〃 ヘルメシール 基剤ビニル共 規格品と表示し 日本ヘルメチック（株） Ｓ５９．　５

Ｎｏ７７．Ｎｏ７８ 重合樹脂他 協会証印はなし

(7
1
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｌ．　消耗品類



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鉛管用継手 鉛管用修繕ジョイント（バルブ付） １３～２５ ＪＩＳH５１２０ （株）タブチ  Ｈ２９．１０ 漏水修繕工事の際に使用

１３～２５ ＪＩＳH５１２０ （株）タブチ  Ｈ３０．　２ 漏水修繕工事の際に使用

鋼管用継手 ＊＊　ＰＬエルボ９０° ＰＬ（埋設用） １３～１００ ＪＩＳＧ５７０２ 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

（ＦＣＭＢ２７０） 又は ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

※ 検査証紙の 日立金属工業（株） Ｈ　１．　３

貼付を省略する 三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

ことがある。 （株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

＊＊　ＰＬエルボ４５° 〃 １３～１００ 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属工業（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

＊＊　ＰＬチーズ 〃 １３～１００ 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属工業（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

４．基本基準適合品　（旧型式承認登録品）　Ｂ．　継手類

(7
2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

鉛管用修繕ジョイント（バルブ付・ナット付）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＊＊　ＰＬソケット ＰＬ（埋設用） １３～１００ 〃 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

又は ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属工業（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

＊＊　ＰＬニップル 〃 １３～１００ ＪＩＳＧ５７０２ 〃 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

（ＦＣＭＢ２７０） 日立金属工業（株） Ｈ　１．　３

＊＊　ＰＬプラグ 〃 １３～１００ 〃 〃 日立金属工業（株） Ｈ　１．　３

＊＊　ＰＬ径違いエルボ 〃 ２０×１３～ 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

１００×７５ ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属工業（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

＊＊　ＰＬ径違いチーズ 〃 ２０×１３～ 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

１００×７５ ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属工業（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

４．基本基準適合品　（旧型式承認登録品）　Ｂ．　継手類

(7
3
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＊＊　ＰＬ径違いソケット ＰＬ（埋設用） １３～５０ ＪＩＳＧ５７０２ 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

（ＦＣＭＢ２７０） 又は ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

※ 検査証紙の 日立金属工業（株） Ｈ　１．　３

貼付を省略する 三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

ことがある。 （株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

＊　ＰＬ－ＢＣエルボ 〃 １３～５０ 〃 〃 日立金属工業（株） Ｈ　１．　３ Ｈ3.2　構造変更

（メス） ＪＦＥ継手（株） Ｈ１２．　２

（オス） ４０～５０ 〃 〃 （株）リケン Ｈ１８．　４

＊　ＰＬ－ＢＣソケット 〃 １３～５０ 〃 〃 日立金属工業（株） Ｈ　１．　３ Ｈ3.2　構造変更

（メス） ＪＦＥ継手（株） Ｈ１２．　２

（オス） ４０～５０ 〃 〃 （株）リケン Ｈ１８．　４

＊　ＰＬ－ＢＣエルボ 〃 １３～５０ 〃 〃 日立金属工業（株） Ｈ　１．　３ Ｈ3.2　構造変更

（両メス）

４．基本基準適合品　（旧型式承認登録品）　Ｂ．　継手類

(7
4
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

管類 補足管 伸縮補足管 ５０ FCD450 愛知時計電機(株) Ｒ３．２　 旧地域水道で使用

７５ FCD450 愛知時計電機(株) Ｒ３．１０ 旧地域水道で使用

断水器 ＊　エアバッグ式断水器 ４０～７５ 天然ゴム（NR）（内装バッグ） （株）クロダイト Ｈ３０．１

ポリエステル布（外装バッグ）

継手類 ビニル管用継手 ＊　鋳鉄製特殊ソケット ２５～５０ ＪＩＳＧ５５０５ （株）川西水道機器 Ｈ２６．　１

（ＣＶ３５０）

＊　鋳鉄製特殊ソケット ２５～５０ ＪＩＳＧ５５０５ （株）川西水道機器 Ｈ２８．　７ 漏水修繕用材料として使用

（ＣＶ３５０）

＊　鋳鉄製特殊ソケット ４０～５０ ＪＩＳＧ５５０５ （株）川西水道機器 Ｈ２８．　７ 漏水修繕用材料として使用

（ＣＶ３５０） PD鋼管側VD可

鋼管用継手 ４０ ＪＩＳ Ｇ ５５０２ （株）川西水道機器 R３．　４ PD鋼管側VD可

（ＦＣＤ４５０-１０）

メーカー

４０ 〃 〃 （株）川西水道機器 R３．　４ PD鋼管側VD可

鋳鉄管用継手 フランジ付伸縮継手 ７５ FCD 450 （株）光明製作所 Ｈ２５．１１ ＲＦ×ＲＦ

CAC 406C ＲＦ×ＧＦ

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

＊　メカ継輪（PD鋼管×HIVP及び鋼管）

（HIVP及びVP×HIVP及びVP）

＊　メカ継輪（PD鋼管×PD鋼管）

５．その他　（団体規格等）　Ａ．　管類　Ｂ．　継手類

(7
5
)

備　　　　　考

（HIVP及びVP×鋼管）

（HIVP及びVP×PD鋼管）



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

消耗品類 被覆材 折り径（折り幅） ５０以下～ 低密度ポリエチ ＪＷＷＡ Ｋ１５８：２００５ （株）クボタ Ｓ３１．　４

３００×０．２× ３００以下 レン 規格番号を表示 （株）栗本鉄工所 　　の製造者

４ｍ～ ヨツギ（株） Ｈ１４．１１

８００×０．２× サンエス護謨工業（株） Ｈ１８．　９ 変更

７ｍ ※その他 Ｈ14.11　固定ネット形式変更

＊　ポリエチレンシート ６００（幅）× 配水管口径 ポリエチレン なし 栗本商事(株） Ｈ　９．　１ 帽子付

１５００（長さ） （３００以下）

×０．２（厚さ） ×取出口径

㎜ （５０以下）用

＊　ポリエチレンシート ５００（幅）× 補助管口径 〃 なし 栗本商事(株） Ｈ１１．　３ 帽子付

（小形） ５００（長さ） （５０以下）

×０．２（厚さ） ×取出口径

㎜ （２５以下）用

＊　標示ピン φ：３０㎜ アルミ合金(笠） なし ヨツギ（株） Ｈ１３．　２ 局マーク付

 H：３３㎜ 特殊鋼線材（釘）

備　　　　　考

＊＊　防食用ポリエチレンスリーブ ＊日本ダグタイル鉄管協会規格

Ｈ14.11　低密度ポリエチレンへ

(7
6
)

５．その他　（団体規格等）　Ｆ．　消耗品類

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

H18.9よりＪＤＰＡからＪＷＷＡに変更



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

(7
7
)

６．補助配水管材料　（１）

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

※特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に　「※」　にて表示のあるもの。



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

(7
8
)

製　　造　　業　　者

７．補助配水管材料　（２）

備　　　　　考分　　　　　　類 品　　　　　　目

※特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に　「※※」　にて表示のあるもの。



　　１．京 都 市 形 品 （　１　） ～ （  8  ）

　　２．Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 品 （  9  ）

　　３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規 格 品 （ １0 ） ～ （ ３２ ）

　　４．基 本 基 準 適 合 品 （ 旧 型 式 承 認 登 録 品 ） （ ３３ ）

　　５．そ の 他  団 体 規 格 等 （ ３４ ） ～ （ ５２ ）

　　６．補 助 配 水 管 材 料 （ １ ） （ ５３ ）

　　７．補 助 配 水 管 材 料 （ ２ ） （ ５４ ）

別　表　－　１ － １　　　　特　定　品　目　一　覧　表



１．　京都市形品

　　Ｂ．　継手類

　　　ａ．　水道用ポリエチレン管金属継手 （　 １ 　） ～ （　 ４ 　）

　　　ｂ．　水道用ポリエチレン管金属継手　耐震強化型 （　 ５ 　） ～ （　 ７ 　）

　　Ｅ．　付属部品類

　　　ａ．　鉄蓋 （　 ８ 　）

２．　ＪＩＳ規格品

　　Ａ．　管類

　　　ａ．　水道用ポリエチレン二層管（1種） （　 ９ 　）

　　　ｂ．　溶剤浸透防止被覆水道用ポリエチレン二層管（1種） （　 ９ 　）

目　　　　　　　　　　次



３．　ＪＷＷＡ規格品

　　Ａ．　管類

　　　ａ．　水道配水用ポリエチレン管 （　１０　）

　　Ｂ．　継手類

　　　ａ．　水道配水用ポリエチレン管継手 （　１１　） ～ （　１２　）

　　　ｂ．　水道用ポリエチレン管金属継手 （　１３　） ～ （　２１　）

　　　ｃ．　水道用ポリエチレン管金属継手　耐震強化型 （　２２　） ～ （　３０　）

　　Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

　　　ａ．　止水栓 （　３１　）

　　 Ｊ．　栓類

　　　a．　分水栓 （　３１　） ～ （　３２　）

４．　基本基準適合品　（旧型式承認登録品） （　３３　）

　　　登録材料なし



５．　その他　（団体規格等）

　　Ａ．　管類

　　　ａ．　水道配水用ポリエチレン管 （　３４　）

　　　ｂ．　水道配水用ポリエチレン管不断水連絡管 （　３４　）

　　　ｃ．　水道配水用ポリエチレン挿し口付ダクタイル鋳鉄異形管 （　３４　） ～ （　３５　）

　　Ｂ．　継手類

　　　a．　水道配水用ポリエチレン管継手 （　３５　） ～ （　４０　）

　　　b．　水道配水用ポリエチレン管金属継手 （　４０　）

　　　c．　水道用ポリエチレン管金属継手 （　４０　）

　　　d．　水道配水用ポリエチレン管メカニカル継手 （　４１　） ～ （　４４　）

　　　e．　水道用ポリエチレン管メカニカル継手 （　４４　）

　　　f．　 鉛管用継手 （　４５　）

　　　ｇ．　鋼管用継手 （　４６　）

　　　ｈ．　ビニル管用継手 （　４６　）

　　　ｉ．　 フランジ用継手 （　４７　）

　　　ｊ．   水栓用継手 （　４７　）

　　Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

　　　a．　弁 （　４８　）



　　Ｅ．　付属部品類

　　　a．　分水栓用コア （　４９　）

　　Ｆ．　消耗品類

　　　a．　埋設標示シート （　５０　）

　　　b．　被覆材 （　５０　）

　　Ｊ．　栓類

　　　a．　分水栓 （　５１　）

　　Ｍ．　その他類

　　　ａ．　補修用金具 （　５２　）

６．　補助配水管材料　（　１　） （　５３　）

　　　特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に「＊」にて標示のあるもの。

７．　補助配水管材料　（　２　） （　５４　）

　　　特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に「＊＊」にて標示のあるもの。





形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 水道用ポリエチレン管 ９０°ベンド １３～２５ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ （株）キッツ Ｈ２１．　３

金属継手 又は 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

１３～４０ 〃 〃 （株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

４０ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

９０°径違いベンド １３×２０Ｐ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　６

前澤給装工業（株） Ｈ２２． １２

（株）タブチ Ｈ３１．　４

９０°ロングベンド １３～２５ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

４０ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

(1
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

１．京都市形品Ｂ．　継手類

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 水道用ポリエチレン管 １３×２０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ 準拠 （株）タブチ Ｈ２１．　３

金属継手 又は 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

６０°ベンド １３～２５ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

１３～４０ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

（株）光明製作所 Ｈ２１．　３

４０ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

６０°径違いベンド １３×２０Ｐ 〃 〃 （株）タブチ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　６

(2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

９０°径違いロングベンド

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

１．京都市形品Ｂ．　継手類

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 水道用ポリエチレン管 ６０°ロングベンド １３～２５ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ （株）キッツ Ｈ２１．　３

金属継手 又は 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

１３～４０ 〃 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

４０ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

１３×２０Ｐ 〃 〃 （株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　６

メーター用ソケット １３～４０ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

２０ 〃 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２８．１１

(3
)

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

６０°径違いロングベンド

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

メーター用ソケット（京都市止水ねじ）

１．京都市形品Ｂ．　継手類

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

既設甲形止水栓とPE2(1)との接続に使用。
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 水道用ポリエチレン管 １３×２０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ （株）キッツ Ｈ２１．　３

金属継手 又は 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

メーター用ソケット（回転式） １３～４０ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　６

栗本商事（株） Ｈ２１．　６

（株）タブチ Ｈ２１．　６

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　６

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　６

１３×２０Ｐ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　６

栗本商事（株） Ｈ２１．　６

（株）タブチ Ｈ２１．　６

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　６

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　６

径違いメーター用ソケット（回転式）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

径違いメーター用ソケット

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）(4
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

１．京都市形品Ｂ．　継手類



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 水道用ポリエチレン管 ９０°ベンド １３～４０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６　準拠 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

金属継手 又は （株）日邦バルブ R　１．　７

耐震強化型 （株）タブチ Ｈ３１．　４

１３～２５ （株）キッツ R　６．　６

９０°径違いベンド １３×２０Ｐ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

（株）キッツ R　６．　６

９０°ロングベンド １３～２５ 〃 〃 （株）日邦バルブ R　１．　７

（株）キッツ R　６．　６

６０°ベンド １３～４０ 〃 〃 （株）キッツ R　６．　６

６０°ロングベンド １３～２５ 〃 〃 （株）キッツ R　６．　６

R5.1　40mmのみ構造変更

(5
)

１．京都市形品Ｂ．　継手類

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 水道用ポリエチレン管 メーター用ソケット ２０～４０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６　準拠 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

金属継手 （株）タブチ Ｈ３１．　４

耐震強化型 （株）キッツ R　６．　６

13～４０ 〃 〃 （株）日邦バルブ R　１．　７

２０ 〃 〃 （株）日邦バルブ R　１．　７

(6
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目

メーター用ソケット（京都市止水ねじ）

製　　造　　業　　者 備　　　　　考

１．京都市形品Ｂ．　継手類

R5.1　40mmのみ構造変更

既設甲形止水栓とPE2(1)との接続に使用。



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 水道用ポリエチレン管 １３×２０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６　準拠 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

金属継手 又は （株）日邦バルブ R　１．　７

耐震強化型 （株）タブチ Ｈ３１．　４

（株）キッツ R　６．　６

メーター用ソケット（回転式） ２０～４０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

（株）キッツ R　６．　６

１３×２０Ｐ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

（株）キッツ R　６．　６

品　　　　　　目

(7
)

R5.1　40mmのみ構造変更

径違いメーター用ソケット（回転式）

１．京都市形品Ｂ．　継手類

径違いメーター用ソケット

分　　　　　　類 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

付属部品類 鉄蓋 Hー１５０ ＪＩＳ Ｇ ５５０２ （株）ダイモン Ｈ２２．　３

　　　５０ｍｍ用 （ＦＣＤ６００） 友鉄工業（株） Ｈ２２．　６

日之出水道機器（株） Ｈ２２．　６

Hー１５０ ＪＩＳ Ｇ ５５０２ （株）ダイモン R　５．　４

５０・７５ｍｍ用 （ＦＣＤ６００） 友鉄工業（株） R　５．　４

日之出水道機器（株） R　５．　４

給水幹線用仕切弁鉄蓋 Hー１５０ ＪＩＳ Ｇ ５５０２ 日之出水道機器（株） Ｈ２３．　８

　　　５０ｍｍ用 （ＦＣＤ６００）

R5.12　承諾取消

＊　補助配水管用仕切弁鉄蓋

(8
)

分　　　　　　類 備　　　　　考品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

１．京都市形品Ｅ．　付属部品類

R6.2　承諾取消

＊　補助配水管用仕切弁鉄蓋



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

管類 水道用ポリエチレン ポリエチレン二層管1種 １３～５０ ＪＩＳＫ６７６２ JIS （株）イノアック住環境 Ｈ２１．　３

二層管（1種） （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３ クボタシーアイ(株)から社名変更

日本プラスチック工業（株） Ｈ２２．　３

溶剤浸透防止被覆 溶剤浸透防止被覆 ２０～２５ ＪＩＳＫ６７６２準拠 なし （株）イノアック住環境 Ｈ２１．　３

水道用ポリエチレン (被覆層)

二層管（1種） ・溶剤浸透防止層

ポリアミド

・傷防止層

ポリエチレン(9
)

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ａ．　管類

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

ポリエチレン二層管1種



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

管類 水道配水用 ５０～７５ ＪＷＷＡ Ｋ １４４ （株）イノアック住環境 Ｈ２１．　３ Ｌ＝５ｍ

ポリエチレン管 （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

積水化学工業（株） Ｈ２１．　３ Ｌ＝５ｍ

三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

Ｌ＝５ｍ、クボタシーアイ(株)から社名変更

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ａ．　管類

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

(1
0
)

＊　配水用ポリエチレン直管



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道配水用 ＊　ＥＦ ソケット ５０～７５ ＪＷＷＡ Ｋ １４５ （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

ポリエチレン管

継手 クボタシーアイ(株)から社名変更

積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

＊　ベンド ７５×９０° 〃 〃 積水化学工業（株） R６．１０

７５×４５° （株）クボタケミックス R７．２

７５×２２１/２°

７５×１１１/４°

＊　ＥＦ片受ベンド ７５×９０° 〃 〃 積水化学工業（株） R６．１０

７５×４５° （株）クボタケミックス R７．２

７５×２２１/２°

７５×１１１/４°

５０×９０°

５０×４５°

５０×２２１/２°

５０×１１１/４°

備　　　　　考

H23.7.8  50ﾈｼﾞｸﾗﾝﾌﾟ有の承諾取消

H22.4.12  50ﾈｼﾞｸﾗﾝﾌﾟ無しも採用

分　　　　　　類

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

(1
1
)



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道配水用 ＊　Ｓベンド ７５×３００Ｈ ＪＷＷＡ Ｋ １４５ 積水化学工業（株） R６．１０

ポリエチレン管 ７５×４５０Ｈ （株）クボタケミックス R７．２

継手 ７５×６００Ｈ

＊　ＥＦ片受Ｓベンド ５０×３００Ｈ 〃 〃 積水化学工業（株） R６．１０

５０×４５０Ｈ （株）クボタケミックス R７．２

５０×６００Ｈ

７５×３００Ｈ

７５×４５０Ｈ

７５×６００Ｈ

＊　フランジ ７５（ＧＦ） 〃 〃 積水化学工業（株） R６．１０

（株）クボタケミックス R７．２

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

(1
2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 鋼管用おねじ付ソケット ２０～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ （株）キッツ Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 又は 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

金属継手 （株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

径違い鋼管用おねじ付ソケット ５０×４０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２２．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

４０～５０ 〃 〃 （株）タブチ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

５０ 〃 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

２０、４０ 〃 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２４．１２

２０～２５ 〃 〃 （株）タブチ Ｈ２２．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２２．　３

２０～５０ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２２．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　３

（株）キッツ Ｈ２４．　４

(1
3
)

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

鋼管用おねじ付ソケット（回転式）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

品　　　　　　目 備　　　　　考

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

製　　造　　業　　者分　　　　　　類

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 ４０×５０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 　　　（回転式） 又は 栗本商事（株） Ｈ２２．　３

金属継手

鋼管用めねじ付ソケット ２０～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

鉛管用ソケット ２０～２５ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

２０～５０ 〃 〃 （株）タブチ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２３．　１

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

(1
4
)

径違い鋼管用おねじ付ソケット

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

備　　　　　考分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 塩ビ管用ソケット ２０～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ （株）キッツ Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 又は 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

金属継手 （株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

塩ビ管用ソケット ２０～５０ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

ソケット ２０～５０ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

（ユニオンソケット、ｶﾞｲﾄﾞナット付）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

分　　　　　　類

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

備　　　　　考

(1
5
)

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 径違いソケット ２０×２５～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ （株）キッツ Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 ２５×４０～５０ 又は 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

金属継手 ４０×５０ （株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

２０×２５～４０ 〃 〃 前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　３

２５×４０～５０

４０×５０

エルボ ２０～５０ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

メーター用ソケット ２０～５０ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

分　　　　　　類 品　　　　　　目

(1
6
)

備　　　　　考

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

製　　造　　業　　者

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 径違いメーター用ソケット １３×２０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ （株）キッツ Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 ２０×２５Ｐ 又は 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

金属継手 ２５×２０Ｐ （株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

１３×２０Ｐ 〃 〃 前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　４

２０×２５Ｐ

メーター用ソケット（回転式） ２０～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　４

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

分　　　　　　類 品　　　　　　目

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

備　　　　　考

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

製　　造　　業　　者

(1
7
)

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 １３×２０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 （株）キッツ Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 　　 ２０×２５Ｐ 又は （株）タブチ Ｈ２１．　３

金属継手

１３×２０Ｐ 〃 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

２０×２５Ｐ 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

２５×２０Ｐ

２０×２５Ｐ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２２．　３

２５×２０Ｐ

１３×２０Ｐ 〃 〃 前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　４

分止水栓用ソケット ２０～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　４

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

製　　造　　業　　者品　　　　　　目分　　　　　　類

(1
8
)

備　　　　　考

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

径違いメーター用ソケット（回転式）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 径違い分止水栓用ソケット １３×２０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 （株）タブチ Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 ２５×２０Ｐ 又は 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

金属継手

２５×２０Ｐ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

１３×２０Ｐ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２２．　３

分止水栓用ソケット（回転式） ２０～５０ 〃 〃 （株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　６

（株）キッツ Ｈ２２．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

前田バルブ工業（株） Ｈ２７．　１

２５×２０Ｐ 〃 〃 （株）タブチ Ｈ２１．　３

　（回転式） （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　６

（株）キッツ Ｈ２２．　３

（株）光明製作所 R　５．　１

分　　　　　　類

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

品　　　　　　目

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

備　　　　　考製　　造　　業　　者

(1
9
)

径違い分止水栓用ソケット

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 パイプエンド ２０～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ （株）キッツ Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 又は 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

金属継手 （株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　４

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

90°ベンド １３～４０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

１３～２５ 〃 〃 前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　４

径違い90°ベンド １３×２０Ｐ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　４

90°ロングベンド １３～４０ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

１３～２５ 〃 〃 （株）光明製作所 Ｈ２３．　１

径違い90°ロングベンド １３×２０Ｐ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

分　　　　　　類

(2
0
)

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

製　　造　　業　　者 備　　　　　考

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

品　　　　　　目

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 60°ベンド １３～４０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

ポリエチレン管 又は （株）光明製作所 Ｈ２３．　１

金属継手

１３～２５ 〃 〃 前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　４

径違い60°ベンド １３×２０Ｐ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

60°ロングベンド １３～４０ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

１３～２５ （株）光明製作所 Ｈ２３．　１

径違い60°ロングベンド １３×２０Ｐ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

径違いチーズ ２０×２５～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６ 〃 （株）キッツ Ｈ２６．　１

２５×４０～５０ 栗本商事（株） Ｈ２６．　１

４０×５０ （株）タブチ Ｈ２６．　１

（株）日邦バルブ Ｈ２６．　１

前澤給装工業（株） Ｈ２６．　１

（株）光明製作所 Ｈ２６．　１

前田バルブ工業（株） Ｈ２７．　１

チーズ ２５ JWWA　B 116準拠 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３０．　８

４０

（株）タブチ Ｈ３０．１０

（株）日邦バルブ Ｈ３０．１１

H27.7 40㎜のコアのみ材質変更
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

給水幹線限定使用（複式メーターボックス使用時）
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

(2
1
)

備　　　　　考品　　　　　　目

給水幹線限定使用（複式メーターボックス使用時）
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

製　　造　　業　　者分　　　　　　類

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

給水幹線限定使用
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移

給水幹線限定使用（複式メーターボックス使用時）
R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 鋼管用おねじ付ソケット ２０～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

ポリエチレン管 又は （株）日邦バルブ R　１．　７

金属継手 （株）タブチ Ｈ３１．　４

耐震強化型 前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）光明製作所 R　６．　６

（株）キッツ R　６．　６

径違い鋼管用おねじ付ソケット ５０×４０Ｐ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

（株）キッツ R　６．　６

２０～５０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）タブチ Ｈ３１．　４

前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）キッツ R　６．　６

２０、４０～５０ 〃 〃 （株）日邦バルブ R　１．　７

(2
2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

R5.1　40、50mmについて構造変更

R5.1　構造変更

鋼管用おねじ付ソケット（回転式）

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

R5.1　40、50mmについて構造変更



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 ４０×５０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

ポリエチレン管 　　　（回転式） 又は

金属継手

耐震強化型

鋼管用めねじ付ソケット ２０～５０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）光明製作所 R　６．　６

（株）キッツ R　６．　６

鉛管用ソケット ２０～２５ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

２０～５０ 〃 〃 （株）タブチ Ｈ３１．　４

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

(2
3
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

径違い鋼管用おねじ付ソケット

R5.1　40、50mmについて構造変更

R5.1　40、50mmについて構造変更



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 塩ビ管用ソケット ２０～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

ポリエチレン管 又は （株）日邦バルブ R　１．　７

金属継手 （株）タブチ Ｈ３１．　４

耐震強化型 （株）光明製作所 R　６．　６

（株）キッツ R　６．　６

塩ビ管用ソケット ２０～５０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）光明製作所 R　６．　６

（株）キッツ R　６．　６

ソケット ２０～５０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）光明製作所 R　６．　６

（株）キッツ R　６．　６

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

(2
4
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

（ユニオンソケット、ｶﾞｲﾄﾞナット付）

R5.1　40、50mmについて構造変更

R5.1　40、50mmについて構造変更

R5.1　40、50mmについて構造変更



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 径違いソケット ２０×２５～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

ポリエチレン管 ２５×４０～５０ 又は （株）日邦バルブ R　１．　７

金属継手 ４０×５０ （株）タブチ Ｈ３１．　４

耐震強化型

（株）光明製作所 R　６．　６

１３×２０～２５ 〃 〃 （株）キッツ R　６．　６

２０×２５～５０

２５×４０～５０

４０×５０

２０×２５～４０ 〃 〃 前田バルブ工業（株） R　４．　４

２５×４０～５０

４０×５０

エルボ ２０～５０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）光明製作所 R　６．　６

（株）キッツ R　６．　６

メーター用ソケット ２０～５０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）キッツ R　６．　６

１３～５０ 〃 〃 （株）光明製作所 R　６．　６

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

(2
5
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

R5.1　40、50mm部のみ構造変更

（20、25mm部は従来どおり）

R5.1　40、50mmについて構造変更

R5.1　40、50mmについて構造変更



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 径違いメーター用ソケット １３×２０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

ポリエチレン管 ２０×２５Ｐ 又は （株）日邦バルブ R　１．　７

金属継手 ２５×２０Ｐ （株）タブチ Ｈ３１．　４

耐震強化型 （株）光明製作所 R　６．　６

（株）キッツ R　６．　６

１３×２０Ｐ 〃 〃 前田バルブ工業（株） R　４．　４

２０×２５Ｐ

メーター用ソケット（回転式） ２０～５０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）キッツ R　６．　６

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

(2
6
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

R5.1　40、50mmについて構造変更



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 １３×２０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 （株）タブチ Ｈ３１．　４

ポリエチレン管 　　 ２０×２５Ｐ 又は （株）キッツ R　６．　６

金属継手

耐震強化型

１３×２０Ｐ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

２０×２５Ｐ （株）日邦バルブ R　１．　７

２５×２０Ｐ

１３×２０Ｐ 〃 〃 前田バルブ工業（株） R　４．　４

分止水栓用ソケット ２０～５０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）光明製作所 R　６．　６

（株）キッツ R　６．　６

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

R5.1　40、50mmについて構造変更

(2
7
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

径違いメーター用ソケット（回転式）



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 径違い分止水栓用ソケット １３×２０Ｐ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

ポリエチレン管 ２５×２０Ｐ 又は （株）タブチ Ｈ３１．　４

金属継手

耐震強化型 ２５×２０Ｐ 〃 〃 （株）日邦バルブ R　１．　７

（株）光明製作所 R　６．　６

（株）キッツ R　６．　６

分止水栓用ソケット（回転式） ２０～５０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

（株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）キッツ R　６．　６

２５×２０Ｐ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

　（回転式） （株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３１．　４

（株）キッツ R　６．　６

(2
8
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

R5.1　40、50mmについて構造変更

径違い分止水栓用ソケット

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 パイプエンド ２０～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

ポリエチレン管 又は （株）日邦バルブ R　１．　７

金属継手 （株）タブチ Ｈ３１．　４

耐震強化型 前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）光明製作所 R　６．　６

（株）キッツ R　６．　６

90°ベンド １３～２５ 〃 〃 前田バルブ工業（株） R　４．　４

１３～４０ 〃 〃 （株）光明製作所 R　６．　６

径違い90°ベンド １３×２０Ｐ 〃 〃 前田バルブ工業（株） R　４．　４

90°ロングベンド １３～２５ 〃 〃 （株）光明製作所 R　６．　６

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

(2
9
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

R5.1　40、50mmについて構造変更



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道用 60°ベンド １３～２５ ＪＷＷＡ Ｂ １１６準拠 前田バルブ工業（株） R　４．　４

ポリエチレン管 又は （株）光明製作所 R　６．　６

金属継手

耐震強化型

径違いチーズ ２０×２５～５０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

２５×４０～５０ （株）日邦バルブ R　１．　７

４０×５０ （株）タブチ Ｈ３１．　４

前田バルブ工業（株） R　４．　４

（株）光明製作所 R　６．　６

１３×２０～５０ 〃 〃 （株）キッツ R　６．　６

２０×２５～５０

２５×４０～５０

４０×５０

チーズ ２５ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３１．　３

４０ （株）日邦バルブ R　１．　７

（株）タブチ Ｈ３０．１０

（株）光明製作所 R　６．　６

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

(3
0
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

給水幹線限定使用（複式メーターボックス使用時）

R5.1　40mmのみ構造変更

給水幹線限定使用（複式メーターボックス使用時）

R5.1　40、50mm部のみ構造変更

（20、25mm部は従来どおり）

給水幹線限定使用（複式メーターボックス使用時）



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

バルブ類 止水栓 甲形止水栓　 １３～２５ ＪＷＷA Ｂ １０８ 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

又は

１３～５０ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

（株）光明製作所 R　６．　５

４０～５０ 〃 〃 栗本商事（株） Ｈ２１．　６

栓類 分水栓 水道用ポリエチレン二層管用 40×13、20 ＪＷＷＡ Ｂ １３６ 前澤給装工業（株）   Ｈ２６．　５　

50×13～25 又は （株）日邦バルブ   Ｈ２６．　５　

（株）光明製作所   Ｈ２６．　５　

栗本商事（株）   Ｈ２６．　５　

（株）タブチ   Ｈ２６．　５　

＊ＤＩＰ用サドル付分水栓 Ａ形 ７５～３００×２５ ＪＷＷＡ Ｂ １１７ （株）キッツ Ｈ２１．　３

７５～３００×４０ R　３．　３

７５～３００×５０ 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

新興弇栓（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　４

（株）光明製作所 R　６．　５

別製品を追加承諾

(3
1
)

給水幹線限定使用

　　　　　　　サドル付分水栓

H26.6（25㎜） H27.10（40、50㎜）密着コアのみ材質変更

キー式キャップ

東亜高級継手バルブ製造（株）

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｃ．　バルブ類　（一般弁）、Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｊ．　栓類

品　　　　　　目 備　　　　　考分　　　　　　類 製　　造　　業　　者



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

栓類 分水栓 ＊ＶＰ用サドル付分水栓 Ａ形 ４０×２５ ＪＷＷＡ Ｂ １１７準拠 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

R　３．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

新興弇栓（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　４

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

Ａ形 ５０×２５ 〃 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

R　３．　３

栗本商事（株） Ｈ２１．　３

新興弇栓（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　４

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

別製品を追加承諾

(3
2
)

製　　造　　業　　者 備　　　　　考

東亜高級継手バルブ製造（株）

別製品を追加承諾

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｊ．　栓類

分　　　　　　類 品　　　　　　目



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

※登録材料なし。

４．基本基準適合品　（旧型式承認登録品）

(3
3
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

管類 水道配水用 ７５ ＰＴＣ Ｋ ０３ （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３ Ｌ＝５ｍ

三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

５０ JWWA K １４４ 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２２．　３

（ＰＥ１００） 積水化学工業（株） Ｈ２２．　３

メーカー

５０ JWWA K １４４ 三菱樹脂（株） Ｈ２３．　７ Ｌ＝５ｍ

（ＰＥ１００）

ＰＴＣ K ０３

７５ JWWA K １４４ 積水化学工業（株） Ｈ２７．１２ Ｌ＝５ｍ

水管橋等に使用

５０ JWWA K １４４ 積水化学工業（株） Ｈ２７．１２ Ｌ＝５ｍ

水管橋等に使用

水道配水用 ７５×７５ ＪＩＳ Ｇ ５５０２ 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 （ＦＣＤ４５０-１０） 大成機工（株） Ｈ２１．　３

不断水連絡管 メーカー

＊　HPE用不断水連絡管 ７５×７５ 〃 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

大成機工（株） Ｈ２１．　３

水道配水用ポリエチレン ＊　異種管継手 ７５ ＰＴＣ Ｇ ３２ 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

挿し口付ダクタイル鋳鉄異形管 (HＰＥ×Ｋ) 積水化学工業（株） Ｈ２３．　７

＊　HPE用不断水連絡管バルブ付

＊　配水用ポリエチレンＥＦ受口付直管 Ｌ＝５ｍ、クボタシーアイ(株)から社名変更

Ｌ＝５ｍ、クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

５．その他　（団体規格等）Ａ．　管類

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

(3
4
)

＊　配水用ポリエチレン保温ガード付直管



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

管類 水道配水用 ７５ ＪＩＳ Ｇ ５５０２ なし （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

ポリエチレン (HＰＥ×ＳⅡ) （ＦＣＤ４５０-１０）

挿し口付ダクタ (HＰＥ×ＮＳ) メーカー

イル鋳鉄異形管

＊　異種管継手 ５０ ＪＩＳ Ｇ ５５０２ なし （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

（ＦＣＤ４５０-１０）

メーカー

＊　挿し口付フランジ短管 ５０～７５（ＧＦ） ＰＴＣ Ｇ ３２ （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

積水化学工業（株） Ｈ２３．　７

＊　挿し口付鋳鉄製 ７５（ＧＦ） ＰＴＣ Ｇ ３２ 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

                 フランジ付きＴ字管 ７５（ＲＦ） 積水化学工業（株） Ｈ２３．　７

（株）キッツエスジーエス Ｈ２５．　５

＊　挿し口付うず巻式 ７５（ＧＦ） ＪＩＳ Ｇ ５５０２ なし （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

                 フランジ付きＴ字管 ７５（ＲＦ） （ＦＣＤ４５０-１０）

メーカー

継手類 水道配水用 ５０×９０° ＰＴＣ Ｋ １３ （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 ５０×４５° 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

継手 ５０×２２１/２° 三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

５０×１１１/４°

＊　異種管継手

クボタシーアイ(株)から社名変更

製　　造　　業　　者 備　　　　　考分　　　　　　類

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更
R7.2承諾取消

＊　ベンド

                     (HＰＥ×ＨIＶＰ)

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

５．その他　（団体規格等）Ａ．　管類　、　Ｂ．　継手類

(3
5
)

品　　　　　　目

（株）清水合金製作所から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道配水用 ５０～７５×９０° JWWA K １４５ 積水化学工業（株） Ｈ２７．１２ 水管橋等に使用

ポリエチレン管 ５０～７５×４５°

保温ガード付継手 ５０～７５×２２１/２°

５０～７５×１１１/４°

水道配水用 ＊　ＥＦベンド ７５×９０° 〃 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 ７５×４５° 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

継手 ７５×２２１/２° 三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

７５×１１１/４°

５０×９０° JWWA K １４５ 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２２．　３

５０×４５° （ＰＥ１００） 積水化学工業（株） Ｈ２２．　３

５０×２２１/２° メーカー

５０×１１１/４°

５０×９０° JWWA K １４５ 〃 三菱樹脂（株） Ｈ２３．　７

５０×４５° （ＰＥ１００）

５０×２２１/２° ＰＴＣ Ｋ １３

５０×１１１/４°

５０×３００Ｈ ＰＴＣ Ｋ １３ 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

５０×４５０Ｈ 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

５０×６００Ｈ 三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

７５×３００Ｈ 〃 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

７５×４５０Ｈ 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

７５×６００Ｈ 三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

クボタシーアイ(株)から社名変更

＊　ＥＦＳベンド

(3
6
)

分　　　　　　類

クボタシーアイ(株)から社名変更

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類

＊　ベンド

＊　Ｓベンド

製　　造　　業　　者 備　　　　　考

クボタシーアイ(株)から社名変更

品　　　　　　目

クボタシーアイ(株)から社名変更



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道配水用 ５０×３００Ｈ JWWA K １４５ （株）クボタケミックス Ｈ２２．　３

ポリエチレン管 ５０×４５０Ｈ （ＰＥ１００） 積水化学工業（株） Ｈ２２．　３

継手 ５０×６００Ｈ メーカー

５０×３００Ｈ JWWA K １４５ 〃 三菱樹脂（株） Ｈ２３．　７

５０×４５０Ｈ （ＰＥ１００）

５０×６００Ｈ ＰＴＣ Ｋ １３

５０×５０ ＰＴＣ Ｋ １３ 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

７５×５０ 〃 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

７５×７５ 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

５０×５０ JWWA K １４５ 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２２．　３

（ＰＥ１００） 積水化学工業（株） Ｈ２２．　３

メーカー

５０×５０ JWWA K １４５ 〃 三菱樹脂（株） Ｈ２３．　７

（ＰＥ１００）

ＰＴＣ Ｋ １３

７５×５０ ＰＴＣ Ｋ １３ 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

＊　ＥＦ片受レジューサ

備　　　　　考

(3
7
)

製　　造　　業　　者

＊　ＥＦＳベンド

＊　ＥＦチーズ

＊　チーズ

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類

品　　　　　　目

クボタシーアイ(株)から社名変更

分　　　　　　類

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道配水用 ５０ ＰＴＣ Ｋ １３ （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

継手 三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

７５ 〃 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

５０ JWWA K １４５ 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２２．　３

（ＰＥ１００） 積水化学工業（株） Ｈ２２．　３

メーカー

５０ JWWA K １４５ 〃 三菱樹脂（株） Ｈ２３．　７

（ＰＥ１００）

ＰＴＣ Ｋ １３

７５×７５（ＧＦ） ＪＷＷＡ Ｋ １４４ なし （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

（ＰＥ１００）

メーカー

７５×７５（ＲＦ） ＰＴＣ Ｋ １３ （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

７５×７５（ＧＦ） 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

７５×７５（ＲＦ） 三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

水道配水用ポリエチレン管 ７５×７５（ＧＦ） ＪＷＷＡ Ｋ １４５ 積水化学工業（株） Ｈ２７．１２ 水管橋等に使用

保温ガード付継手

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

＊　フランジ付ＥＦチーズ

(3
8
)

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

＊　フランジ付チーズ

備　　　　　考

H23.1.5 形状変更

＊　キャップ

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類

H23.1.5 形状変更

品　　　　　　目分　　　　　　類

＊　ＥＦキャップ

製　　造　　業　　者



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道配水用 ５０（ＧＦ） ＪＷＷＡ Ｋ １４４ なし （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 （ＰＥ１００）

継手 メーカー

５０（ＲＦ） ＰＴＣ Ｋ １３ （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

５０（ＧＦ） 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

５０（ＲＦ） 三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

７５（ＧＦ） ＪＷＷＡ Ｋ １４４ なし （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

（ＰＥ１００）

メーカー

７５（ＲＦ） ＰＴＣ Ｋ １３ （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

７５（ＧＦ） 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

７５（ＲＦ） 三菱樹脂（株） Ｈ２１．　３

５０（ＧＦ） JWWA K １４５ 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２２．　３

５０（ＲＦ） （ＰＥ１００） 積水化学工業（株） Ｈ２２．　３

メーカー

５０（ＧＦ） JWWA K １４５ 〃 三菱樹脂（株） Ｈ２３．　７  

５０（ＲＦ） （ＰＥ１００）

ＰＴＣ Ｋ １３

(3
9
)

＊　フランジ

クボタシーアイ(株)から社名変更

備　　　　　考製　　造　　業　　者

クボタシーアイ(株)から社名変更

クボタシーアイ(株)から社名変更

分　　　　　　類

クボタシーアイ(株)から社名変更

品　　　　　　目

クボタシーアイ(株)から社名変更

＊　ＥＦフランジ

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道配水用 ５０×１８０Ｌ JWWA K １４５ 積水化学工業（株） Ｈ２７．１２ 水管橋等に使用

ポリエチレン管 75×２６０Ｌ

保温ガード付継手 空気弁用チーズ ５０×２５ JWWA K １４５ 積水化学工業（株） Ｈ２７．１２ 水管橋等に使用

７５×２５

ソケットカバー ５０ JWWA K １４５ 積水化学工業（株） Ｈ２７．１２ 水管橋等に使用

７５

水道配水用 ５０ ＰＥ１００ なし 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 メーカー

継手

５０ 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

５０ 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２２．１２

水道配水用 ４０×５０ＨＰＥ ＰＴＣ Ｂ ２１ 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 又は 栗本商事（株） Ｈ２３．　１                                      

金属継手 （株）日邦バルブ Ｈ２３．　１

（株）タブチ R ７.　１０

水道用 塩ビ管用伸縮ソケット １３～５０ ＪＩＳ Ｈ ５１２０ 　 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 （ＣＡＣ４０６、又は （株）タブチ Ｈ２１．　３

金属継手 鉛レス青銅鋳物） （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

ＪＩＳ Ｋ ６７４３ 　 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

（ＰＶＣ） 栗本商事（株） Ｈ２３．　１

メーカー

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類

フランジ短管

EFおねじソケット

(4
0
)

EFめねじソケット

EFユニオンソケット

製　　造　　業　　者 備　　　　　考

径違いおねじ付ソケット

分　　　　　　類 品　　　　　　目



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道配水用 ＊　メカ継輪(ＨＰＥ×ＨＰＥ) ５０～７５ ＪＩＳ Ｇ ５５０２ コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 （ＦＣＤ４５０-１０） 大成機工（株） Ｈ２１．　３

メカニカル継手 メーカー （株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

＊　メカ継輪(ＨＰＥ×ＤＩＰ) ７５ 〃 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

大成機工（株） Ｈ２１．　３

（株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

５０ 〃 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

大成機工（株） Ｈ２１．　３

（株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

５０ 〃 〃 （株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

PD鋼管側VD可

５０HPE×４０ 〃 〃 （株）川西水道機器 R３．　４

５０HPE×４０ 〃 〃 （株）川西水道機器 R３．　４ PD鋼管側VD可

５０～７５(GF) 〃 〃 大成機工（株） Ｈ２１．　３

（株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

　　 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類

＊　径違いメカ継輪(ＨＰＥ×PD鋼管)

備　　　　　考

50mmについてはH30.5.30から承諾

(4
1
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目

(ＨＰＥ×ＨＩＶＰ及び鋼管)

＊　径違いメカ継輪

＊　メカ継輪(ＨＰＥ×PD鋼管)

＊　メカ継輪(ＨＰＥ×ＨＩＶＰ及び鋼管)

＊　メカ短管１号

製　　造　　業　　者



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道配水用 ＊　メカキャップ ５０～７５ ＪＩＳ Ｇ ５５０２ 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 　　 （ＦＣＤ４５０-１０） 大成機工（株） Ｈ２１．　３

メカニカル継手 メーカー （株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

＊　メカチーズ ５０×５０ 〃 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

　　 ７５×７５ 大成機工（株） Ｈ２１．　３

（株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

＊　メカフランジ付チーズ ７５×７５(GF) 〃 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

　　 大成機工（株） Ｈ２１．　３

（株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

７５×７５(GF) 〃 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

大成機工（株） Ｈ２１．　３

（株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

７５×７５(GF) 〃 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

（株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類

＊　メカ台座付フランジ付チーズ

(4
2
)

　　　 

備　　　　　考

＊　メカうず巻式フランジ付チーズ

　　　　 

製　　造　　業　　者分　　　　　　類 品　　　　　　目



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道配水用 ＊　メカベンド ５０×９０° ＪＩＳ Ｇ ５５０２ 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 　　 ５０×４５° （ＦＣＤ４５０-１０） （株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

メカニカル継手 ５０×２２１/２° メーカー

５０×１１１/４°

７５×９０°

７５×４５°

７５×２２１/２°

７５×１１１/４°

５０×９０° 〃 〃 大成機工（株） Ｈ２１．　３

５０×４５°

５０×２２１/２°

７５×９０°

７５×４５°

７５×２２１/２°

７５×１１１/４°

＊　メカ NＳ形挿し口片落管 ７５×５０ 〃 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

大成機工（株） Ｈ２１．　３

分　　　　　　類 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

(4
3
)

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類

品　　　　　　目



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 水道配水用 ＊　メカ消火栓用ベンド ７５(GF) ＪＩＳ Ｇ ５５０２ 大成機工（株） Ｈ２１．　３

ポリエチレン管 （ＦＣＤ４５０-１０） （株）川西水道機器 Ｈ２７．１０ R3.4 形状変更

メカニカル継手 メーカー コスモ工機（株） Ｈ３０．５

５０ ＪＩＳＧ５５０５ （株）川西水道機器 H２８．　７ 漏水修繕用材料として使用

（ＣＶ３５０） PD鋼管側VD可

水道用 ４０～５０ ＪＩＳ Ｈ ５１２０ （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３ PD鋼管側VD可

ポリエチレン管 （鉛レス青銅鋳物） 又は

メカニカル継手 メーカー

４０～５０ ＪＩＳ Ｈ ５１２０ （株）日邦バルブ Ｈ２３．　１

（鉛レス青銅鋳物） 又は

メーカー

＊　　鋳鉄製特殊ソケット ２５～５０ ＪＩＳＧ５５０５ （株）川西水道機器 Ｈ２６．　１

（ＣＶ３５０）

メカニカル異種管ソケット

メカニカル異種管ソケット

(ＰＥ2×PD鋼管)

（HPE×HIVP及びVP）

（HPE×PD鋼管）

備　　　　　考

(4
4
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

（PE2×PE2）

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類

＊　鋳鉄製特殊ソケット

(ＰＥ2×鋼管)



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 鉛管用継手 鉛管用シモク １３～２５ ＪＩＳ Ｈ ５１２０ （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

（ＣＡＣ４０６及び 又は

鉛レス青銅鋳物）

メーカー

１３～５０ 〃 なし 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２３．　１

ブッシング ２０×１３ 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

又は 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

栗本商事（株） Ｈ２３．　１

２０～２５ ＪＩＳ Ｈ ５１２０ 基本基準適合品栗本商事（株） Ｈ２１．　３

（ＣＡＣ４０６及び （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

鉛レス青銅鋳物） 又は 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

メーカー 自己認証品

なし

径違い ２０×１３ （ＣＡＣ４０６及び 基本基準適合品栗本商事（株） Ｈ２１．　３

鉛レス青銅鋳物） （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

メーカー 又は 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

自己認証品

なし

製　　造　　業　　者

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類

分　　　　　　類

鉛管用メーターユニオン袋ナット付

(4
5
)

品　　　　　　目 備　　　　　考

鉛管用メーターユニオン袋ナット付



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 めねじシモク コア入り　・ ４０～５０ ＪＩＳ Ｈ ５１２０ （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

　　　コア無し （鉛レス青銅鋳物） 又は 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

メーカー 栗本商事（株） Ｈ２３．　１

ＪＩＳ Ｈ ５１２０ （株）タブチ H２９．１２ 接水部は鉛除去表面処理

コア無し ２０～２５ 〃 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２２．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２２．　３

栗本商事（株） Ｈ２３．　１

ＪＩＳ Ｈ ５１２０ （株）タブチ H２９．１２ 接水部は鉛除去表面処理

４０～５０ ＪＩＳ Ｈ ５１２０ 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

（ＣＡＣ４０６及び 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

鉛レス青銅鋳物） 栗本商事（株） Ｈ２３．　１

メーカー

ビニル管用継手 ＨＩガイドナット付メータユニオン ２０～５０ ＪＩＳ Ｈ ５１２０ なし （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

（ＣＡＣ４０６） 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

ＪＩＳ Ｋ ６７４３ 栗本商事（株） Ｈ２３．　１

（ＰＶＣ） （株）光明製作所 Ｈ２３．　１

メーカー （株）キッツ Ｈ２４．　４

（株）タブチ Ｈ２７．　７

鋼管用メーターユニオン袋ナット付

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類

(4
6
)

備　　　　　考製　　造　　業　　者分　　　　　　類 品　　　　　　目



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

継手類 フランジ用継手 ブッシング入り合フランジ 上水形フランジ ５０×５０ ＪＩＳ Ｈ ５１２０ （株）光明製作所 Ｈ２２．　３

（ＣＡＣ４０６及び 又は （株）日邦バルブ Ｈ２２．　４

鉛レス青銅鋳物） 前澤給装工業（株） Ｈ２２．　３

ＪＩＳ Ｇ ５５０２ （株）タブチ Ｈ２３．　１

（ＦＣＤ４５０-１０）

メーカー

水栓用継手 分水栓用伸縮継手 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ ２５×５００L ＪＩＳ G ４３０５ 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２２．　４

（SUS３１６L） 前澤給装工業（株） Ｈ２２．　３

メーカー 栗本商事（株） Ｈ２３．　１

（株）タブチ Ｈ２３．　１

（株）キッツ Ｈ２４．　４

５．その他　（団体規格等）Ｂ．　継手類

備　　　　　考分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

(4
7
)



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

バルブ類 弁 ５０～７５ ＰＴＣ Ｂ ２２ （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

（株）キッツエスジーエス Ｈ２２．　３

前澤工業（株） Ｈ２２．　３

宮部鉄工（株） Ｈ２２．　３

７５ ＪＩＳ Ｇ ５５０２ 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

（ＦＣＤ４５０-１０） 大成機工（株） Ｈ２１．　３

メーカー

製　　造　　業　　者 備　　　　　考

＊　挿し口付ソフトシール弁

分　　　　　　類 品　　　　　　目

５．その他　（団体規格等）Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

＊　HPE用断水器

(4
8
)

クボタシーアイ(株)から社名変更

（株）清水合金製作所から社名変更



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

付属部品類 分水栓用コア ２５～５０ ＪＷＷＡ Ｂ １１７ なし （株）キッツ Ｈ２１．　３ Ｈ２７．１　25mmのみ構造変更

付属書５（参考） 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

メーカー 新興弇栓（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３ Ｈ２６．６　25mmのみ構造変更

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

分水栓用密着形ステンレスコア ２５～５０ SUS316L なし （株）日邦バルブ Ｈ２８．　７

ＪＷＷＡ Ｂ １１７

付属書F（参考）

２５～５０ SUS316 〃 前澤給装工業（株） Ｈ３０．　７

ＪＷＷＡ Ｂ １１７

付属書F（参考）

２５ SUS304 なし （株）タブチ Ｈ３０．１０ R1.　８　形状変更

ＪＷＷＡ Ｂ １１７

付属書F（参考）

４０～５０ SUS304 なし （株）タブチ R　１．　８

ＪＷＷＡ Ｂ １１７

付属書F（参考）

東亜高級継手バルブ製造（株）

５．その他　（団体規格等）Ｅ．　付属部品類

分　　　　　　類

(4
9
)

備　　　　　考

分水栓用密着形銅コア

品　　　　　　目 製　　造　　業　　者



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

消耗品類 埋設標示シート ７５ｍｍ巾 ポリエチレン なし サンエス護謨工業（株） Ｈ２１．　３

（2倍折込） メーカー ヨツギ（株） Ｈ２１．　３

被覆材 ５０以下 ﾅｲﾛﾝ及び 〃 （株）イノアック住環境 Ｈ２１．　３ 給水管用

低密度ポリエチレン等

メーカー

２５以下 サンエス護謨工業（株） Ｈ３０．２ ２５以下、給水管用

５０以下 〃 〃 Ｈ２１．　３ ５０以下、給水管用

５０～７５ ５０～７５、補助配水管用

５０以下 PTC K 20 サンエス護謨工業（株） Ｈ２７．１１ ５０以下、給水管用

５０～７５ 〃 ５０～７５、補助配水管用

２０～２５ 〃 〃 （株）クボタケミックス Ｈ２１．　３

５０～７５

７５、補助配水管用

１３～５０ メーカー 〃 ヨツギ（株） R８．　1

２０～２５ 〃 Ｈ２４．１１

５０～７５ PTC K 20 Ｈ２１．　３

ポリエチレン 〃 （株）キッツ Ｈ２１．　３

防食フィルム メーカー 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

新興弇栓（株） Ｈ２１．　３

（株）タブチ Ｈ２１．　３

Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

前田バルブ工業（株） Ｈ２２．　4

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

給水管用

給水管用　R8.1規格変更

５０、給水管及び補助配水管兼用

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

東亜高級継手バルブ製造（株）

ポリエチレン管用浸透防止スリーブ

(5
0
)

５．その他　（団体規格等）　Ｆ．　消耗品類

備　　　　　考

＊　埋設標示シート

＊　サドル付分水栓用

５０、給水管及び補助配水管兼用
７５、補助配水管用　R8.1規格変更

２０、２５、給水管用、クボタシーアイ(株)から社名変更



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

栓類 分水栓 ５０×２５ ＰＴＣ Ｂ ２０ 栗本商事（株） Ｈ２１．　３

７５×２５～５０ （株）タブチ Ｈ２１．　３

（株）日邦バルブ Ｈ２１．　３

前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

（株）光明製作所 Ｈ２３．　１

＊　ＨＰＥ用サドル付分水栓

製　　造　　業　　者 備　　　　　考

(5
1
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目

５．その他　（団体規格等）　Ｊ．　栓類



材　　質

形　　式 呼び径（㎜） 及び規格 検査証印 採用年月

その他 補修用金具 ＊　フクロジョイント ５０～７５ ＪＩＳ Ｇ ５５０２ 〃 コスモ工機（株） Ｈ２１．　３

（ＦＣＤ４５０-１０）

メーカー

７５ 〃 〃 大成機工（株） Ｈ２１．　３

補修バンド ２０～５０ ＪＩＳ Ｈ ５１２０ 　 （株）タブチ Ｈ２１．　３

（ＣＡＣ４０６） 又は 前澤給装工業（株） Ｈ２１．　３

メーカー （株）日邦バルブ Ｒ　１．  ７

ステンレス製補修用クランプ ２０～５０ ＳＵＳ３０４ 〃 （株）日邦バルブ Ｈ２１．　３ 対応管種

メーカー 　塩ビ管

　水道用ポリエチレン二層管

　鋳鉄管、鋼管、石綿管

５．その他　（団体規格等）Ｍ．　その他

(5
2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

６．補助配水管材料　（１）

(5
3
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

※特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に　「※」　にて表示のあるもの。



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

７．補助配水管材料　（２）

(5
4
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

※特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に　「※※」　にて表示のあるもの。



　　１．京 都 市 形 品 （1）

　　２．Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 品 （2） ～ （3）

　　３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規 格 品 （4） ～ (5)

　　４．基 本 基 準 適 合 品 （ 旧 型 式 承 認 登 録 品 ） （6） ～ (7)

　　５．そ の 他  団 体 規 格 等 （8）

　　６．補 助 配 水 管 材 料 （ １ ） （9）

　　７．補 助 配 水 管 材 料 （ ２ ） （10）

別　表　－　１　－　２　　特　定　品　目　一　覧　表



１．　京都市形品

　　Ｅ．　付属部品類

　　　a．　鉄蓋 （1）

２．　ＪＩＳ規格品

　　Ｋ．　水道メーター （2） ～ （3）

３．　ＪＷＷＡ規格品

　　Ｂ．　継手類

　　　a．　水道用ポリエチレン管金属継手 （4）

　　Ｊ．　栓類

　　　a．　分水栓 (5)

目　　　　　　　　　　次



４．　基本基準適合品

　　Ａ．　管類

　　　ａ．　鋳鉄管用異形管 (6)

　　　ｂ．　水道配水用ポリエチレン管不断水連絡管 (6)

　　　c．　VP・鋼管用不断水連絡管 (6)

　　Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

　　　ａ．　止水栓 (7)

５．　その他　（団体規格等）

　　Ｊ．　栓類

　　　a．　分水栓 (8)

６．　補助配水管材料　（　１　） (9)

　　　特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に「＊」にて標示のあるもの。

７．　補助配水管材料　（　２　） (10)

　　　特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に「＊＊」にて標示のあるもの。





形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

付属部品類 鉄蓋 ＊＊　仕切弁鉄蓋（除雪型） 　裏蝶番 ＪＩＳＧ５５０２ なし 日之出水道機器（株） Ｈ２８．５

（勾配） （ＦＣＤ６００）

Ｈ－１５０

＊＊　消火栓鉄蓋（除雪型） 　　〃 〃 〃 日之出水道機器（株） Ｈ２８．５

　裏蝶番 ＪＩＳＧ５５０２ 〃 日之出水道機器（株） Ｈ２９．３

（勾配） （ＦＣＤ６００）

Ｈ－１５０

＊＊　補助配水管用仕切弁鉄蓋 　裏蝶番 ＪＩＳＧ５５０２ 〃 日之出水道機器（株） Ｈ３０．３

（勾配） （ＦＣＤ６００）

Ｈ－１５０

１．京都市形品Ｅ．　付属部品類

　　　　７５㎜～２５０㎜用

　　　　７５㎜用

(1
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

口径40mm以下の既設補助配水
管の仕切弁用鉄蓋として用いる。　　　　４０㎜以下用

＊＊　補助配水管用仕切弁鉄蓋

　　　　（除雪型）５０㎜用



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

水道メーター 接線流羽根車単箱乾式 SDJQ １３ JIS　H　５１２０ 愛知時計電機（株） H２８．１１

　　　　　　デジタル表示メーター （鉛レス青銅鋳物） (株)阪神計器製作所 H２９．１

JIS　B　８５７０－１ 柏原計器工業(株) H２９．１

(株)ニッコク H２９．２

電子式接線流羽根車単箱乾式 SDJEQ １３ 〃 〃 愛知時計電機（株） R８.　３

液晶デジタル表示メーター ㈱阪神計器製作所 R８.　３

接線流羽根車単箱乾式デジタル SDJM １３ 〃 〃 柏原計器工業(株) H２８．６ 検針困難家屋等無線検針用

表示メーター（無線検針対応型）

接線流羽根車複箱乾式 DDJQ ２０～２５ 〃 〃 愛知時計電機（株） H２８．１１

　　　　　　デジタル表示メーター (株)阪神計器製作所 H２９．１

柏原計器工業(株) H２９．１

(株)ニッコク H２９．２

電子式接線流羽根車複箱乾式 DDJEQ ２０ 〃 〃 愛知時計電機（株） R８.　３

液晶デジタル表示メーター (株)阪神計器製作所 R８.　３

接線流羽根車単箱乾式デジタル DDJM ２０ 〃 〃 柏原計器工業(株) H２８．６ 検針困難家屋等無線検針用

表示メーター（無線検針対応型）

電子式接線流羽根車複箱乾式 DDJEQ ２５ 〃 〃 愛知時計電機（株） R４．１２

液晶デジタル表示メーター (株)阪神計器製作所 R８.　３

たて型軸流羽根車乾式 TWＤＪQ ４０ 〃 〃 愛知時計電機（株） H２８．１１

　　　　　　デジタル表示メーター (株)阪神計器製作所 H２９．１

柏原計器工業(株) H２９．１

(株)ニッコク H２９．２

電子式たて型軸流羽根車乾式 TWＤＪEQ ４０ 〃 〃 愛知時計電機（株） R８.　３

液晶デジタル表示メーター

(2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考
R6.11.29  表示面への製造番号及び二次元コード表
記の追加

R6.11.29  表示面への製造番号及び二次元コード表
記の追加

R6.3.21　JISシールの貼付を廃止

R4.3.24　ストレーナーの材質変更
R6.3.21　製造番号の刻印位置変更

R6.4.10　ガラス板の厚さ変更

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｋ．　水道メーター

30.1130.11



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

水道メーター たて型軸流羽根車乾式 TWDJQ ５０ JIS　H　５１２０ 愛知時計電機（株） H２８．１１

　　　　　　デジタル表示メーター （ねじ接続） （鉛レス青銅鋳物） (株)阪神計器製作所 H２９．１

JIS　B　８５７０－１ 柏原計器工業(株) H２９．１

(株)ニッコク R３．１０

電子式たて型軸流羽根車式 TWDJEQ ５０ 〃 〃 愛知時計電機（株） R３．１１

液晶デジタル表示メーター （ねじ接続）

(3
)

R6.3.21　製造番号の刻印位置変更

R6.3.21　JISシールの貼付を廃止

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

２．Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｋ．　水道メーター

30.1130.11



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

継手類 水道用ポリエチレン管 メーター用ソケット １３～５０ CAC４０６ JWWA　B　１１６ （株）光明製作所 Ｈ２８．５

金属継手 ２０～５０ CAC902 前澤給装工業（株） Ｈ２８．１１

メーター用ソケット（回転式） １３～５０ CAC４０６ JWWA　B　１１６ （株）光明製作所 Ｈ２８．５

２０～５０ CAC９０２ 前澤給装工業（株） Ｈ２８．１１

径違いメーター用ソケット １３×２０Ｐ CAC９０２ JWWA　B　１１６ 前澤給装工業（株） Ｈ２８．１１

２０×２５Ｐ

２５×２０Ｐ

１３×２０Ｐ CAC９０２ JWWA　B　１１６ 前澤給装工業（株） Ｈ２８．１１

２０×２５Ｐ

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

径違いメーター用ソケット（回転式）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

R7.3 承諾取消（耐震強化型継手へ移行）

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｂ．　継手類

(4
)



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

栓類 分水栓 ７５～１５０×１３ CAC４０６ （株）光明製作所 Ｈ２８．５ 接水部はNPｂ処理

７５～１５０×２０ JWWA　B　１１７

７５～１５０×２５

７５～１５０×４０

７５～１５０×５０

４０～１５０×１３ CAC９１１ （株）日邦バルブ Ｈ２８．１０

４０～１５０×２０ JWWA　B　１１７

４０～１５０×２５

７５～１５０×４０

７５～１５０×５０

７５～１５０×１３ CAC９０２ 前澤給装工業（株） Ｈ２８．１１

７５～１５０×２０ JWWA　B　１１７ (株)タブチ H２９．８

７５～１５０×２５

７５～１５０×４０

７５～１５０×５０

７５～１５０×２５ CAC４０６ (株)キッツ R３．　３ 接水部はNPｂ処理

７５～１５０×４０ JWWA　B　１１７

７５～１５０×５０

＊ビニル管用分水栓(サドル付)

３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｊ．　栓類

(5
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

管類 鋳鉄管用 ＊　不断水連絡管バルブ付 ST型 ７５～３００× FCD４５０－１０ コスモ工機(株) H２８．７

異形管 ５０

水道配水用 ST型 ５０～１５０× FCD４５０－１０ コスモ工機(株) H２８．７

ポリエチレン管 ５０

不断水連絡管

V型 １５０×７５ FCD４５０－１０ 大成機工（株） Ｒ２．１０

VP・鋼管用 ＊　VP・鋼管用 ST型 ５０～２００× FCD４５０－１０ コスモ工機(株) H２８．７

不断水連絡管 　　　　不断水連絡管バルブ付 ５０

４．基本基準適合品　Ａ．　管類

(6
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

HPE用不断水連絡管バルブ付 使用時には上下水道局との事前
協議が必要

＊　HPE用不断水連絡管バルブ付



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

バルブ類 止水栓 副栓付止水栓（伸縮形） １３～２５ CAC４０６ （株）光明製作所 H２８．５

１３×２０、１３×２５

２０×２５

１３～４０ CAC９１１ （株）日邦バルブ H２８．１０

１３～５０ CAC９０２ 前澤給装工業（株） H２８．１１

１３～２５ CAC４０６ （株）タブチ H２９．８

(7
)

４．基本基準適合品　Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

栓類 分水栓 ５０×２０ PTC　B　２０ PTC　B　２０ （株）光明製作所 H２８．５

～１５０×５０

１００×２５ PTC　B　２０ PTC　B　２０ （株）日邦バルブ H２８．１０

～２００×５０

１００×２０ CAC９０２ PTC　B　２０ 前澤給装工業（株） H２８．１１

～２００×５０

１００×２５ CAC４０６ （株）タブチ H２９．８

～２００×５０ CAC９０２ PTC　B　２０

５０×２５ CAC９１１ PTC　K　１３ （株）日邦バルブ H２８．１０

～１５０×５０

５０×２５ CAC９０２ PTC　K　１３ 前澤給装工業（株） H２８．１１

～１５０×５０

＊　HPE用サドル付分水栓

５．その他　（団体規格等）　Ｊ．　栓類

(8
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

＊　HPE用分水栓付EFサドル



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

６．補助配水管材料　（１）

(9
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

※特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に　「※」　にて表示のあるもの。



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

７．補助配水管材料　（２）

(1
0
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

※特定品目１～５のうち登録一覧表品目欄に　「※※」　にて表示のあるもの。



　　１．京 都 市 形 品 （　１　） ～ （　５　）

　　２．Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 品 （　６　）

　　３．Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規 格 品 （　７　）

　　４．基 本 基 準 適 合 品 （ 旧 型 式 承 認 登 録 品 ） （　８　） ～ （ ２２ ）

別 表 － ２　　　基 準 適 合 確 認 品 目 一 覧 表



１．　京都市形品

　　Ｂ．　継手類

　　　ａ．　鋼管用継手 （　１　）

　　　ｂ．　水栓用継手 （　１　）

　　Ｅ．　付属部品類

　　　ａ．　ハンドル （　２　）

　　Ｆ．　消耗品類

　　　ａ．　保温材料 （　３　）

　　　ｂ．　プラスタン （　３　）

　　Ｇ．　水栓類

　　　ａ．　給水栓 （　４　）

　　　ｂ．　水栓上部 （　４　）

　　 Ｊ．　栓類

　　　ａ．　消火栓 （　５　）

目　　　　　　　　　　次



２．　ＪＩＳ規格品

　　Ｆ．　消耗品類

　　　ａ．　防食材 （　６　）

　　　ｂ．　シール剤　（パイプシール） （　６　）

３．　ＪＷＷＡ規格品

　　Ｆ．　消耗品類

　　　ａ．　ねじ切油材　（切削油材） （　７　）



４．　基本基準適合品　（旧型式承認登録品）

　　Ｂ．　継手類

　　　ａ．　鋼管用継手 （　８　） ～ （　１５　）

　　　ｂ．　ビニル管用継手 （　１６　）

　　　ｃ．　水栓用継手 （　１７　）

　　Ｃ．　バルブ類　（一般弁）

　　　ａ．　仕切弁 （　１８　）

　　Ｄ．　バルブ類　（機能弁）

　　　ａ．　調整弁 （　１９　） ～ （　２０　）

　　　ｂ．　特殊弁　（ボールタップ） （　２０　）

　　Ｅ．　付属部品類

　　　ａ．　ストレーナ （　２１　）

　　Ｇ．　水栓類

　　　ａ．　水栓柱 （　２２　）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 砲金製エルボ ねじ込形 １３ ＪＩＳＨ５１１１ （株）小島合金 Ｓ５４．　７

（ＣＡＣ４０６） (有）米元製作所 Ｓ５４．　７

水栓用継手 鋼管用給水栓ソケット　　（オス） １３～２５ 〃 〃 （株）浅田合金製作所 Ｓ６０．　１ 水栓取付け口平行ねじ

（株）小島合金 Ｓ５４．　７

(有）米元製作所 Ｓ５４．　７

鋼管用給水栓ソケット　　（メス） １３～２５ 〃 〃 （株）浅田合金製作所 Ｓ６０．　１ 水栓取付け口平行ねじ

（株）小島合金 Ｓ５４．　７

(有）米元製作所 Ｓ５４．　７

鋼管用給水栓エルボ　　（メス） １３～２５ 〃 〃 （株）浅田合金製作所 Ｓ６０．　１ 水栓取付け口平行ねじ

（株）小島合金 Ｓ５４．　７

(有）米元製作所 Ｓ５４．　７

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

(1
)

京都市形品Ｂ．　継手類

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

付属部品類 ハンドル 鍵付横水栓 １３～２５ ＪＩＳＨ５１１１ なし （株）小島合金 Ｓ６０．　１

（共用栓）　用ハンドル （ＣＡＣ４０６） (有）米元製作所 Ｓ６０．　１

R 1.12.末日 廃業

(2
)

京都市形品Ｅ．　付属部品類

備　　　　　考分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者

H21.10.末日 廃業



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

消耗品類 保温材料 エスロン保温チューブ ＳＴ １３～５０ 高発砲ポリエチ なし 積水化学工業（株） Ｓ４５．１０ ＶＰ、ＧＰ（ＰＡ、ＰＢ）用

レン 厚さ１０㎜　　　長さ２０００㎜

エスロン保温チューブ ＳＴＱ １３～５０ 〃 〃 積水化学工業（株） Ｓ４５．１０ ＶＰ、ＧＰ（ＰＡ、ＰＢ）用

（クイック） 厚さ１０㎜　　　長さ２０００㎜

エスロン保温チューブ ＳＴＪ－Ｗ １３～１００ 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ　２．　３ ＰＤ用

（カットワン） 厚さ１５㎜　　　長さ２０００㎜

ライトカバー　（保温筒） Ｌ－１８１０ 〃 〃 Ｓ４２．　４ 厚さ１０㎜　　　長さ２０００㎜

Ｌ－２６１０

Ｌ－３２１０

保温テープ 〃 〃 積水化学工業（株） Ｓ４５．１０ 厚さ３㎜～５㎜

巾５０㎜～７５㎜

プラスタン プラスタン 棒・練 〃 （株）青木メタル Ｓ４１．１２

京都市形品Ｆ．　消耗品類

(3
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

（株）イノアックコーポレーション

H23.7.8承諾取消



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

水栓類 給水栓 横水栓 Ａ形 １３～２５ ＪＩＳＨ５１１１ なし (有）米元製作所 Ｈ　１．　５

（ＣＡＣ４０６）

胴長横水栓 〃 １３～２５ 〃 〃 (有）米元製作所 Ｈ　１．　５

自在水栓（長） 〃 １３～２５ 〃 〃 (有）米元製作所 Ｈ　１．　５

自在水栓（短） 〃 １３ 〃 〃 (有）米元製作所 Ｈ　１．　５

スワンネック水栓 〃 ２０ 〃 〃 (有）米元製作所 Ｈ　１．　５

鍵付横水栓 〃 １３～２５ 〃 〃 (有）米元製作所 Ｈ　１．　５

水栓上部 横水栓上部 〃 １３～２５ 〃 〃 (有）米元製作所 Ｈ　１．　５

鍵付横水栓上部 〃 １３～２５ 〃 〃 (有）米元製作所 Ｈ　１．　５

止水栓上部 甲形 １３～５０ 〃 〃 （株）浅田合金製作所 Ｓ６０．　１ 50甲形、ねじ込式

（株）小島合金 Ｓ３４．１０ R 1.12.末日 廃業

(有）米元製作所 Ｈ　１．　５

京都市形品Ｇ．　水栓類

(4
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業

H21.10.末日 廃業



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

栓類 消火栓 地上式消火栓 地上式９０° ２５～４０ ＪＩＳＨ５１１１ なし （株）小島合金 Ｓ５５．　９

地上式４５° （ＣＡＣ４０６） (有）米元製作所 Ｓ３３．１１

R 1.12.末日 廃業

京都市形品Ｊ．　栓類

(5
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

H21.10.末日 廃業



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

消耗品類 防食材 防食用ビニルテープ ＪＩＳＺ１９０１ 積水化学工業（株） Ｓ５４．　６ 色シルバーグレー．黒

ＪＩＳ番号を梱包 日東電気工業（株） Ｓ５４．　５ ０．４㎜×２５㎜×１０m

又は小箱に表示 ０．４㎜×５０㎜×１０m

シール剤 パイプシール フッソ樹脂系 ＪＩＳＫ６８８５ 積水化学工業（株） Ｓ４３．　２ 住友はＪＩＳＫ６８８５に準じる。

ＪＩＳ番号を梱包 日東電気工業（株） Ｓ４１．　９ ねじ継手用

又は小箱に表示 ０．１㎜×１３㎜×５m

０．１㎜×１３㎜×１０m

Ｊ Ｉ Ｓ 規格品Ｆ．　消耗品類

(6
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



検査証印

形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 及び規格 採用年月

消耗品類 ねじ切油剤 切削油剤 クリーナーカット 鉱油 ＪＷＷＡＫ１３７ ヤナセ製油（株） Ｓ５５．　６

Ｎｏ１ 日本水道協会

〃 ダフニーカット 〃 規格品と表示し 出光興産（株） Ｓ５５．　６

ＴＣ１１ 協会証印はなし

〃 ミヤガワ５０Ｗ 〃 〃 レッキス販売（株） Ｓ５５．１２

〃 アサダねじ切り 〃 〃 アサダ（株） Ｈ　１．　２

オイル白

Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規格品Ｆ．　消耗品類

(7
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＰＶＣハイパワージョイントソケット ＨＰ－Ｓ １３～５０ ＪＩＳＧ５７０２ 日立金属（株） Ｓ５３．　７

（ＦＣＭＢ２７０） 又は

PVCLAカップリングソケット ＬＡ－Ｓ １３～５０ 〃 〃 （株）リケン Ｓ５６．　２

PVCLAカップリングエルボ ＬＡ－Ｌ １３～５０ 〃 〃 （株）リケン Ｓ５６．　２

PVCLAカップリングチーズ ＬＡ－Ｔ １３～５０ 〃 〃 （株）リケン Ｓ５６．　２

伸縮継手（ＭＣユニオン） ＧＰ用（ＳＰ用） １３～５０ 硬質塩化ビニル 〃 三国プラスチック（株） Ｓ５７．　７

ＰＶＣ・ＢＭソケット ＢＭ－ＮＳ １３～５０ ＪＩＳＧ５７０２ 〃 （株）吉年 Ｓ５９．　７

（ＦＣＭＢ２７０）

ＰＶＣ・ＢＭエルボ ＢＭ－ＮＬ １３～５０ 〃 〃 （株）吉年 Ｓ５９．　７

ＰＶＣ・ＢＭチーズ ＢＭ－ＮＴ １３～５０ 〃 〃 （株）吉年 Ｓ５９．　７

基本基準適合品　Ｂ．　継手類

(8
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＰＥエルボ　　９０°、４５° ＰＥ（露出用） １３～１００ ＪＩＳＧ５７０２ シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

（ＦＣＭＢ２７０） 又は 住友金属工業（株） Ｈ　１．　７

積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

帝国金属（株） Ｈ　３．　２

Ｈ　６．１１

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

東尾メック（株） Ｈ　２．　１

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

ＰＥチーズ ＰＥ（露出用） １３～１００ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

住友金属工業（株） Ｈ　１．　７

積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

帝国金属（株） Ｈ　３．　２

Ｈ　６．１１

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

東尾メック（株） Ｈ　２．　１

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

基本基準適合品　Ｂ．　継手類

(9
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

東亜高級継手バルブ製造（株）

東亜高級継手バルブ製造（株）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＰＥソケット ＰＥ（露出用） １３～１００ ＪＩＳＧ５７０２ シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

（ＦＣＭＢ２７０） 又は 住友金属工業（株） Ｈ　１．　７

積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

帝国金属（株） Ｈ　３．　２

Ｈ　６．１１

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

東尾メック（株） Ｈ　２．　１

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

ＰＥニップル 〃 １３～１００ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

住友金属工業（株） Ｈ　１．　７

積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

帝国金属（株） Ｈ　３．　２

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

東尾メック（株） Ｈ　２．　１

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

基本基準適合品　Ｂ．　継手類

(1
0
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

東亜高級継手バルブ製造（株）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＰＥプラグ ＰＥ（露出用） １３～１００ ＪＩＳＧ５７０２ シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

（ＦＣＭＢ２７０） 又は 帝国金属（株） Ｈ　３．　２

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

ＰＥユニオン 〃 １３～１００ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

住友金属工業（株） Ｈ　１．　７

積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

帝国金属（株） Ｈ　３．　２

Ｈ　６．１１

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

東尾メック（株） Ｈ　２．　１

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

基本基準適合品　Ｂ．　継手類

(1
1
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

東亜高級継手バルブ製造（株）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＰＥフランジ（ＪＩＳ１０Ｋ） ＰＥ（露出用） ２０～１００ ＪＩＳＧ５７０２ シーケー金属（株） Ｈ　５．１０ ＰＥフランジの呼び径５０～１００

（ＦＣＭＢ２７０） 又は 住友金属工業（株） Ｈ　１．　７ ㎜で日立製の材質はＦＣＤ４５０

積水化学工業（株） Ｈ　３．１０ である。

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

ＰＥ径違いエルボ 〃 ２０×１３～ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

１００×７５ 住友金属工業（株） Ｈ　１．　７

積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

帝国金属（株） Ｈ　３．　２

Ｈ　６．１１

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

東尾メック（株） Ｈ　２．　１

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

基本基準適合品　Ｂ．　継手類

(1
2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

東亜高級継手バルブ製造（株）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＰＥ径違いチーズ ＰＥ（露出用） ２０×１３～ ＪＩＳＧ５７０２ シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

１００×７５ （ＦＣＭＢ２７０） 又は 住友金属工業（株） Ｈ　１．　７

積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

帝国金属（株） Ｈ　３．　２

Ｈ　６．１１

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

東尾メック（株） Ｈ　２．　１

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

ＰＥ径違いソケット 〃 ２０×１３～ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

１００×７５ 住友金属工業（株） Ｈ　１．　７

積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

帝国金属（株） Ｈ　３．　２

Ｈ　６．１１

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

東尾メック（株） Ｈ　２．　１

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

（株）吉年 Ｈ　１．　７

基本基準適合品　Ｂ．　継手類

(1
3
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

東亜高級継手バルブ製造（株）

東亜高級継手バルブ製造（株）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＰＥ－ＢＣエルボ　（メス） ＰＥ（露出用） １３～５０ ＪＩＳＧ５７０２ シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

（長・短あり） （ＦＣＭＢ２７０） 又は 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

ＰＥ－ＢＣ径違いエルボ　（メス） 〃 ２０×１３～ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

（長・短あり） ２５×２０ 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属（株） Ｈ　１．　３

三菱樹脂（株） Ｈ　６．　８

（株）リケン Ｈ　２．　５

ＰＥ－ＢＣエルボ　（オス） 〃 １３～５０ 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属（株） Ｈ　１．　３

（株）リケン Ｈ　２．　５

ＰＥ－ＢＣソケット　（メス） 〃 １３～２５ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

（長・短あり） 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属（株） Ｈ　１．　３

（株）リケン Ｈ　２．　５

基本基準適合品　Ｂ．　継手類

(1
4
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 鋼管用継手 ＰＥ－ＢＣ径違いソケット　（メス） ＰＥ（露出用） ２０×１３～ ＪＩＳＧ５７０２ シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

２５×２０ （ＦＣＭＢ２７０） 又は 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属（株） Ｈ　１．　３

（株）リケン Ｈ　２．　５

ＰＥ－ＢＣソケット　（オス） 〃 １３～５０ 〃 〃 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属（株） Ｈ　１．　３

（株）リケン Ｈ　２．　５

ＰＥ－ＢＣ径違いソケット　（オス） 〃 ２０×１３～ 〃 〃 ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

２５×２０ 日立金属（株） Ｈ　１．　３

ＰＥ－ＢＣチーズ 〃 １３～２５ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

（長・短あり） 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属（株） Ｈ　１．　３

（株）リケン Ｈ　２．　５

ＰＥ－ＢＣ径違いチーズ 〃 ２０×１３～ 〃 〃 シーケー金属（株） Ｈ　５．１０

（長・短あり） ２５×２０ 積水化学工業（株） Ｈ　３．１０

ＪＦＥ継手（株） Ｈ　２．　５

日立金属（株） Ｈ　１．　３

（株）リケン Ｈ　２．　５

基本基準適合品　Ｂ．　継手類

(1
5
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 ビニル管用継手 伸縮継手（ＭＣユニオン） １３～５０ 硬質塩化ビニル 三国プラスチック（株） Ｓ３７．　７

又は

ＴＳ．ＶＰ鋼管用ユニオン ＣＴＳ式　　Ｔ形 １３～５０ ＪＩＳＨ５１１１ 〃 （株）小島合金 Ｓ５０．１１

（ＣＡＣ４０６）

ＶＰ鋼管用伸縮ユニオン ＣＴＳ式 １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ５３．１２ 〃

ユニオンソケット付

ＶＰ、鋼管ジョイント 〃 １３～２５ 〃 〃 （株）小島合金 Ｓ６１．　５ 〃

〃 １３～２０ ＪＩＳＨ５１１１ 〃 （株）小島合金 Ｈ　５．　７ 〃

（ＣＡＣ４０６）

（ＣＡＣ４０６Ｃ）

R 1.12.末日 廃業

基本基準適合品　Ｂ．　継手類

(1
6
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

鋼管用ユニオン　（Ｏリング付）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

継手類 水栓用継手 鋼管用給水栓ソケット　（オス） １３×１５～ ＪＩＳＨ５１１１ （株）小島合金 Ｓ５３．１１

１３×１００ （ＣＡＣ４０６） 又は

（ＣＡＣ４０６Ｃ） (有）米元製作所 Ｓ５９．　７ H21.10.末日 廃業

R 1.12.末日 廃業

基本基準適合品　Ｂ．　継手類

(1
7
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

バルブ類 仕切弁 合成樹脂製仕切弁 ＳＰＶ－Ｐ型 ４０～１５０ 弁箱 旭有機材工業（株） Ｈ　５．　６ フランジＪＩＳ及びＪＷＷＡ

Ｈｉ－ＰＶＣ 又は

青銅製ソフトシール仕切弁 ０４ＡＣＡ １３～５０ ＪＩＳＨ５１１１ 栗本商事（株） Ｈ　６．１０ 弁体：ゴムライニング

（ＣＡＣ４０６） 又は 内ねじ・丸ハンドル付

ＰＧＶ １３～５０ 〃 〃 前澤給装工業（株） Ｈ　７．　２ 弁体：ゴムライニング

内ねじ・丸ハンドル付

基本基準適合品　Ｃ．　バルブ類（一般弁）

(1
8
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

バルブ類 調整弁 定水位弁 Ｆ号 ２５～５０ ＪＩＳＨ５１１１ （株）アイエス工業所 Ｓ５２．　４ Ｈ６．３．７構造変更

（ＣＡＣ４０６） 又は

ＦＳＲ２５～５０ ２５～５０ 〃 〃 （株）アイエス工業所 Ｈ　７．　１ ＦＳＶ（バキュームブレーカ付）

２５、４０、５０　Ｈ１１．８．２６　

Ｆ号 ７５～１００ ＦＣ２００ 〃 （株）アイエス工業所 Ｓ５２．１２ 内面エポキシ樹脂塗装品

カバー： Ｈ７．１．５構造変更

（ＣＡＣ４０６） フランジＪＩＳ及びＪＷＷＡ

Ｄ型 ２５～５０ ＪＩＳＨ５１１１ 〃 兼工業（株） Ｓ５３．１２

（ＣＡＣ４０６）

Ｄ型 ７５～１００ 〃 〃 兼工業（株） Ｓ５５．１１ フランジＪＩＳ及びＪＷＷＡ

Ｄ型・Ｄ２００Ｎ １５０～２００ 〃 〃 兼工業（株） Ｈ　４．　５

フランジＪＩＳ

ＹＦ５１Ａ４０ ４０～５０ 〃 〃 東陶機器（株） Ｓ５６．　７

　 　　Ａ５０

ＦＭ－Ｓ－３ ２５～５０ 〃 〃 （株）エフエムバルブ製作所 Ｈ　５．　２

（ねじ込み）

ＦＭ－Ｓ－３ ７５～１００ ＦＣ２００ 〃 （株）エフエムバルブ製作所 Ｓ６１．　９ 内面樹脂コーティング

（ＣＡＣ４０６） ＪＩＳＨ５１１１

フランジＪＩＳ及びＪＷＷＡ

ＦＭ－Ｓ－３ １５０～２００ ＪＩＳＨ５１１１ 〃 （株）エフエムバルブ製作所 Ｓ６１．　９ フランジＪＩＳ及びＪＷＷＡ

（ＣＡＣ４０６）

基本基準適合品　Ｄ．　バルブ類（機能弁）

(1
9
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

バルブ類 調整弁 自動遮断弁 ＦＭ－ＡＳ ２０～５０ ＪＩＳＨ５１１１ （株）エフエムバルブ製作所 Ｈ　１．　８

（ねじ込み） （ＣＡＣ４０６） 又は

定流量弁 ＨＣＹ ４０～５０ 〃 〃 日本フローセル（株） Ｈ　２．１０

（ねじ込み）

ＨＣＹ ４０～２００ 〃 〃 日本フローセル（株） Ｓ６２．　４ フランジタイプ

電磁弁 ＲＳＶ－２１０Ｗ １３～２０ 〃 シーケーディ（株） Ｓ５９．　１

１５Ａ～２０Ａ

ＰＳ－５Ｓ １３～２０ 〃 〃 （株）エフエムバルブ製作所 Ｓ６３．　８

特殊弁 ボールタップ　（複式） ＦＷ１３Ｎ～ １３～２５ 〃 〃 兼工業（株） Ｓ５９．　５ 受水槽用ハイタンク用等

ＦＷ２５Ｎ

Ｖ－４９ ２０～２５ 〃 〃 （株）三栄水栓製作所 Ｈ　１．　２ 〃

ＦＭ－３ＦＢ ２０～２５ 〃 〃 （株）三栄水栓製作所 Ｈ　１．　２ 〃

(2
0
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

基本基準適合品　Ｄ．　バルブ類（機能弁）



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

付属部品類 ストレーナ Ｙ形ストレーナ 六角式 １３～５０ ＪＩＳＨ５１１１ （株）小島合金 Ｓ５５．　６ R 1.12.末日 廃業

（ＣＡＣ４０６） 又は

蝶ねじ式 １３～５０ 〃 〃 （株）小島合金 Ｈ　４．１０ 〃

フランジ形 ７５～１００ 〃 〃 日本フローセル（株） Ｈ　４．　３ Ｈ9　旧型式承認登録

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

(2
1
)

基本基準適合品　Ｅ．　付属部品類



形　　式 呼び径（㎜） 材　　質 検査証印 採用年月

水栓類 水栓柱 関東式コンクリート防寒水栓柱 ７８㎜×７６㎜ １３～２０ 関東コンクリート工業（株） Ｓ４８．１０

１、０００～

１、５００

ビニル水栓柱 ６０㎜×６０㎜ １３ 〃 （有）アカシ Ｓ５２．　７

Ａ形　Ｂ形

９００～

１、２１０

７５㎜×７５㎜ ２０ 〃 （有）アカシ Ｓ５２．　７

Ａ形　Ｂ形

１、５００

２型９００Ｌ～ ２０ 〃 前澤化成工業（株） Ｓ５２．１２

１、５００Ｌ

Ａ形　Ａ－２ １３ 〃 丸善管工器材（株） Ｈ　２．　５

Ｌ－８００－８０

９２型９００Ｌ～ 〃 前澤化成工業（株） Ｈ　２．１１

１、５００Ｌ

(2
2
)

分　　　　　　類 品　　　　　　目 製　　造　　業　　者 備　　　　　考

基本基準適合品　Ｇ．　水栓類



 

 

 

別 表 － ３ 

検 査 証 印 等 一 覧 表 
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検査証印等一覧表 

ＪＩＳ JIS に定める水道用具 

 

(公社)日本水道協会 

基本基準適合品 
 

基本基準適合品 

寒冷地仕様  

基本基準適合品 

寒冷地と共用仕様  

特別基準適合品 

技術基準適合品  

(一財)日本燃焼機器検査協会 性能基準適合品 

 

(一財)電気安全環境研究所 性能基準適合品 

 

(一財)日本ガス機器検査協会 性能基準適合品 

 

Underwriters  
Laboratories 
Inc.  

 

   

 

 

 

 

水道法基準適合 





 

 

 

 

別 表 － ４ 

製 造 者 マ ー ク 一 覧 表 
 

五十音 順  
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ア 

商 標 

       

製造者 

㈱ ア イ エ ス

工業所 

愛知時計電

機㈱ 

アサダ㈱ 旭有機材工

業㈱ 

アロン化成

㈱ 

  

 

イ・ウ・エ 

商 標 

       

製造者 

伊丹重工業

㈱ 

出光興産㈱ ㈱イノアック

住環境 

㈱ エ ス テ ィ

ム 

㈱エフエム

バルブ製作

所 

  

 

オ・カ 

商 標 

       

製造者 

大阪機工㈱ 大阪金属㈱ 笠井鋳工㈱ 兼工業㈱ カネソウ㈱   

 

キ 

商 標 

       

製造者 

㈱キッツ 協栄コンクリ

ート工業㈱ 
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ク・ケ 

商 標 

       

製造者 

㈱クボタ ㈱クボタケミ

ックス 

㈱ グ ラ ン ド

ボックス 

栗本商事㈱ ㈱栗本鐡工

所 

クロダイト工

業㈱ 

 

 

コ 

商 標 

       

製造者 

㈱光明製作

所 

国産バネ工

業㈱ 

㈱小島合金 コスモ工機

㈱ 

小松化成㈱   

 

サ 

商 標 

       

製造者 

三松建材 

 

㈱三栄水栓

製作所 

サンエス護

謨工業㈱ 

    

 

シ 

商 標 

       

製造者 

シーケーデ

ィ㈱ 

シーアイ化

成㈱ 

シーケー金

属㈱ 

㈱ キ ッ ツ エ

スジーエス 

信越ポリ マ

ー㈱ 

新日本製鉄

㈱ 

ＪＦＥスチー

ル㈱ 

 

S G S
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商 標 

       

製造者 

ＪＦＥ継手㈱ 新日鐵住金㈱      

 

ス 

商 標 

       

製造者 

杉本商事㈱ 住友金属工

業㈱ 

     

 

セ・ソ 

商 標 

       

製造者 

積水化学工

業㈱ 

園部重工業

㈱ 

     

 

タ 

商 標 

       

製造者 

大成機工㈱ 高畑精工㈱ ㈱多久製作

所 

㈱田中 ㈱タブチ タマタ建材

工業㈱ 

㈱ダイモン 
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商 標 

       

製造者 

大和キ ャス

タル㈱ 

      

 

チ・ツ・テ 

商 標 

       

製造者 

千代田工業

㈱ 

    帝国金属㈱  

 

ト 

商 標 

       

製造者 

東亜高級継

手バルブ製

造㈱ 

東陶機器㈱ 東洋計器㈱ 友鉄工業㈱    

 

ナ 

商 標 

       

製造者 

中井ゴム工

業㈱ 

長嶋鋳物㈱ ㈱中西可鍛

鋳鉄所 
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ニ・ヌ・ネ・ノ 

商 標 

       

製造者 

㈱西澤バル

ブ製作所 

㈱ニッコク 日東精工㈱ ㈱日邦バル

ブ 

日本プラス

チッ ク 工業

㈱ 

日本フロー

セル㈱ 

日本ロール

製造㈱ 

 

 

商 標 

 

 

 

 

 

 

    

製造者 

日本製鉄㈱       

 

ハ 

商 標 

       

製造者 

㈱阪神計器

製作所 

㈱ハズ 早川鋳造㈱     

 

ヒ 

商 標 

       

製造者 

東 尾 メ ッ ク

㈱ 

日立金属工

業㈱ 

日之出水道

機器㈱ 
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フ・ヘ・ホ 

商 標 

       

製造者 

㈱福井鋳造

所 

富士鉄工㈱   北勢工業㈱   

 

マ 

商 標 

       

製造者 

前澤化成工

業㈱ 

前澤給装工

業㈱ 

前澤工業㈱ 前田バルブ

工業㈱ 

㈱牧村製作

所 

丸善管工器

材㈱ 

 

 

ミ・ム 

商 標 

       

製造者 

三国プラス

チック㈱ 

三菱樹脂㈱ 宮部鉄工㈱ 三吉バルブ

㈱ 

   

 

メ・モ 

商 標 

       

製造者 

明治時計㈱       

 

H

Ｚ
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ヤ・ユ・ヨ 

商 標 

        

製造者 

ヤナセ製油

㈱ 

   ㈱吉年 ㈲米元製作

所 

ヨツギ㈱ 

 

ラ・リ・ル・レ・ロ 

商 標 

       

製造者 

  ㈱リケン リ コ ー 精 器

㈱ 

 レ ッ キ ス 販

売㈱ 

 

 

ワ 

商 標 

       

製造者 

若島工業㈱       

 

 

商 標 

       

製造者 

       

 

Ｓ
YS





参考１ 

 

 

 

 

 

 

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 

（平成９年厚生省令第１４号） 
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給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 

（平成九年三月十九日厚生省令第十四号） 

 

 水道法施行令 （昭和三十二年政令第三百三十六号）第四条第二項の規定に基づき、給水

装置の構造及び材質の基準に関する省令を次のように定める。 

（耐圧に関する基準）  

第一条  給水装置（最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。以下この条

において同じ。）は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。  

一  給水装置（次号に規定する加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給

水用具並びに第三号に規定する熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路を

除く。）は、国土交通大臣が定める耐圧に関する試験（以下「耐圧性能試験」という。）に

より一・七五メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異

常を生じないこと。  

二  加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具（次に掲げる要件を

満たす給水用具に設置されているものに限る。）は、耐圧性能試験により当該加圧装置

の最大吐出圧力の静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生

じないこと。 

イ 当該加圧装置を内蔵するものであること。 

ロ 減圧弁が設置されているものであること。 

ハ ロの減圧弁の下流側に当該加圧装置が設置されているものであること。 

ニ 当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具についてロの減圧弁を通さない

水との接続がない構造のものであること。 

三  熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路（次に掲げる要件を満たすものに

限る。）については、接合箇所（溶接によるものを除く。）を有せず、耐圧性能試験により

一・七五メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常

を生じないこと。 

イ 当該熱交換器が給湯及び浴槽内の水等の加熱に兼用する構造のものであること。 

ロ 当該熱交換器の構造として給湯用の水路と浴槽内の水等の加熱用の水路が接触す

るものであること。 

四  パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、第一号に

掲げる性能を有するとともに、耐圧性能試験により二〇キロパスカルの静水圧を一分間

加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。  

２  給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び材質

に応じた適切な接合が行われているものでなければならない。  

３  家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の

修理を容易に行うことができるようにしなければならない。  

（浸出等に関する基準）  
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第二条  飲用に供する水を供給する給水装置は、国土交通大臣及び環境大臣が定める浸

出に関する試験（以下「浸出性能試験」という。）により供試品（浸出性能試験に供される器

具、その部品、又はその材料（金属以外のものに限る。）をいう。）について浸出させたとき、

その浸出液は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置

されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置

にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。  

２  給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはな

らない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。  

３  給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り

扱う施設に近接して設置されていてはならない。  

４  鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装

置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のため

の措置が講じられているものでなければならない。  

（水撃限界に関する基準）  

第三条  水栓その他水撃作用（止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な

変動作用をいう。）を生じるおそれのある給水用具は、国土交通大臣が定める水撃限界に

関する試験により当該給水用具内の流速を二メートル毎秒又は当該給水用具内の動水圧

を〇・一五メガパスカルとする条件において給水用具の止水機構の急閉止（閉止する動作

が自動的に行われる給水用具にあっては、自動閉止）をしたとき、その水撃作用により上昇

する圧力が一・五メガパスカル以下である性能を有するものでなければならない。ただし、

当該給水用具の上流側に近接してエアチャンバーその他の水撃防止器具を設置すること

等により適切な水撃防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。  

（防食に関する基準）  

第四条  酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、

酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの又は防食材で被覆すること等により適

切な侵食の防止のための措置が講じられているものでなければならない。  

２  漏えい電流により侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製

の材質のもの又は絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置が講じられ

ているものでなければならない。  

（逆流防止に関する基準）  

第五条  水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれ

かに該当しなければならない。  

一  次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止すること

ができる適切な位置（ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方一五〇ミリ

メートル以上の位置）に設置されていること。 

イ 減圧式逆流防止器は、国土交通大臣が定める逆流防止に関する試験（以下「逆流

防止性能試験」という。）により三キロパスカル及び一・五メガパスカルの静水圧を一分

間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないとともに、国土交通大臣が

定める負圧破壊に関する試験（以下「負圧破壊性能試験」という。）により流入側から
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マイナス五四キロパスカルの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透明管

内の水位の上昇が三ミリメートルを超えないこと。 

ロ 逆止弁（減圧式逆流防止器を除く。）及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具

（ハにおいて「逆流防止給水用具」という。）は、逆流防止性能試験により三キロパスカ

ル及び一・五メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他

の異常を生じないこと。 

ハ 逆流防止給水用具のうち次の表の第一欄に掲げるものに対するロの規定の適用に

ついては、同欄に掲げる逆流防止給水用具の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句とする。 

 

逆流防止給水用具の区分 読み替えられ

る字句 

読み替える字句 

（１） 減圧弁 一・五メガパ

スカル 

当該減圧弁の設定圧力 

（２） 当該逆流防止装置の流出側に止水機構が

設けられておらず、かつ、大気に開口され

ている逆流防止給水用具（（３）及び（４）に

規定するものを除く。） 

三キロパスカ

ル及び一・五

メガパスカル 

三キロパスカル 

（３） 浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯機

及び給湯付きふろがま（（４）に規定するもの

を除く。） 

一・五メガパ

スカル 

五〇キロパスカル 

（４） 浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯機

及び給湯付きふろがまであって逆流防止装

置の流出側に循環ポンプを有するもの 

一・五メガパ

スカル 

当該循環ポンプの最大

吐出圧力又は五〇キロ

パスカルのいずれかの

高い圧力 

 

ニ バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス五四キロパスカ

ルの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が七

五ミリメートルを超えないこと。 

ホ 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマ

イナス五四キロパスカルの圧力を加えたとき、当該給水用具に接続した透明管内の水

位の上昇が、バキュームブレーカを内部に備えた給水用具にあっては逆流防止機能

が働く位置から水受け部の水面までの垂直距離の二分の一、バキュームブレーカ以

外の負圧破壊装置を内部に備えた給水用具にあっては吸気口に接続している管と流

入管の接続部分の最下端又は吸気口の最下端のうちいずれか低い点から水面まで

の垂直距離の二分の一を超えないこと。 

ヘ 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分

離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧破壊性能試験に

より流入側からマイナス五四キロパスカルの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き込

まないこと。 
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二  吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 呼び径が二五ミリメートル以下のものにあっては、別表第二の上欄に掲げる呼び径の

区分に応じ、同表中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水平距離及び同表

下欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。 

ロ 呼び径が二五ミリメートルを超えるものにあっては、別表第三の上欄に掲げる区分に

応じ、同表下欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されてい

ること。 

２  事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、前項第二号

に規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装

置を分離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているものでなけれ

ばならない。  

（耐寒に関する基準）  

第六条  屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置され

ている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁（給水用具の内部に備

え付けられているものを除く。以下「弁類」という。）にあっては、国土交通大臣が定める耐久

に関する試験（以下「耐久性能試験」という。）により十万回の開閉操作を繰り返し、かつ、国

土交通大臣が定める耐寒に関する試験（以下「耐寒性能試験」という。）により零下二〇度

プラスマイナス二度の温度で一時間保持した後通水したとき、それ以外の給水装置にあっ

ては、耐寒性能試験により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で一時間保持した後通水

したとき、当該給水装置に係る第一条第一項に規定する性能、第三条に規定する性能及

び前条第一項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。ただし、断熱材で

被覆すること等により適切な凍結の防止のための措置が講じられているものにあっては、こ

の限りでない。  

（耐久に関する基準）  

第七条  弁類（前条本文に規定するものを除く。）は、耐久性能試験により十万回の開閉操作

を繰り返した後、当該給水装置に係る第一条第一項に規定する性能、第三条に規定する

性能及び第五条第一項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。  

 

   附 則  

 この省令は、平成九年十月一日から施行する。  

 

   附 則 （平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号） 抄  

（施行期日） 

１  この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日

（平成十三年一月六日）から施行する。  

 

   附 則 （平成一四年一〇月二九日厚生労働省令第一三八号）  
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１  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。  

２  この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現

に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しな

いものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。  

 

   附 則 （平成一六年一月二六日厚生労働省令第六号）  

（施行期日） 

第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  平成十七年三月三十一日までの間、この省令による改正後の別表第一有機物（全

有機炭素（ＴＯＣ）の量）の項中「有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）」とあるのは「有機物等

（過マンガン酸カリウム消費量）」と、同項の中欄中「〇・五ｍｇ／ｌ」とあるのは「一・〇ｍｇ／ｌ」

と、同項の下欄中「五ｍｇ／ｌ」とあるのは「一〇ｍｇ／ｌ」とする。  

第三条  パッキンを除く主要部品の材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している

水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準については、

当分の間、この省令による改正後の別表第一フェノール類の項中「〇・〇〇〇五ｍｇ／ｌ」と

あるのは「〇・〇〇五ｍｇ／ｌ」とする。  

第四条  この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置

又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改

正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適

合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用し

ない。  

 

   附 則 （平成二一年三月六日厚生労働省令第二七号）  

（施行期日） 

第一条  この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  この省令の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現

に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しな

いものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。  

 

   附 則 （平成二二年二月一七日厚生労働省令第一八号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  平成二十四年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給水装置の

構造及び材質の基準に関する省令（次条において「新給水装置省令」という。）別表第一カ
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ドミウム及びその化合物の項の適用については、同項中欄中「〇・〇〇〇三ｍｇ／ｌ」とある

のは、「〇・〇〇一ｍｇ／ｌ」とする。  

 

   附 則 （平成二三年一月二八日厚生労働省令第一一号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置

又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、第二条の規定によ

る改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準

に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適

用しない。  

 

   附 則 （平成二四年九月六日厚生労働省令第一二三号）  

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第二号イ及び別表第二の改正規

定は、平成二十五年十月一日から施行する。 

 

附則（平成二六年二月二八日厚生労働省令第一五号） 抄 

（施行期日） 

第一条  この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条  この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又

は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、第三条の規定による改

正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合

しないものについては、当該給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。 

 

附 則 （令和二年三月二五日厚生労働省令第三八号） 抄 

（施行期日） 

第一条  この省令は、令和二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条  令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給水装置の構造

及び材質の基準に関する省令（次条において「新給水装置省令」という。）別表第一六価ク

ロム化合物の項の適用については、同項中欄中「〇・〇〇二ｍｇ／ｌ」とあるのは、「〇・〇〇

五ｍｇ／ｌ」とする。 

第三条  この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置

又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、新給水装置省令

第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、当該給水装置の大規模の改

造のときまでは、この規定を適用しない。 
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別表第一  

事項 水栓その他給水装置の末端に設置さ

れている給水用具の浸出液に係る基

準 

給水装置の末端以外に設置されて

いる給水用具の浸出液、又は給水

管の浸出液に係る基準 

カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、〇・〇〇〇三

ｍｇ／ｌ以下であること。 

カドミウムの量に関して、〇・〇〇

三ｍｇ／ｌ以下であること。 

水銀及びその化合物 水銀の量に関して、〇・〇〇〇〇五ｍ

ｇ／ｌ以下であること。 

水銀の量に関して、〇・〇〇〇五

ｍｇ／ｌ以下であること。 

セレン及びその化合物 セレンの量に関して、〇・〇〇一ｍｇ

／ｌ以下であること。 

セレンの量に関して、〇・〇一ｍｇ

／ｌ以下であること。 

鉛及びその化合物 鉛の量に関して、〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以

下であること。 

鉛の量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ以

下であること。 

ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、〇・〇〇一ｍｇ／ｌ

以下であること。 

ヒ素の量に関して、〇・〇一ｍｇ／ｌ

以下であること。 

六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、〇・〇〇二

ｍｇ／ｌ以下であること。 

六価クロムの量に関して、〇・〇二

ｍｇ／ｌ以下であること。 

亜硝酸態窒素 〇・〇〇四ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇四ｍｇ／ｌ以下であること。 

シアン化物イオン及び塩

化シアン 

シアンの量に関して、〇・〇〇一ｍｇ

／ｌ以下であること。 

シアンの量に関して、〇・〇一ｍｇ

／ｌ以下であること。 

硝酸態窒素及び亜硝酸態

窒素 

一・〇ｍｇ／ｌ以下であること。 一〇ｍｇ／ｌ以下であること。 

フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、〇・〇八ｍｇ／ｌ

以下であること。 

フッ素の量に関して、〇・八ｍｇ／ｌ

以下であること。 

ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、〇・一ｍｇ／ｌ以

下であること。 

ホウ素の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ

以下であること。 

四塩化炭素 〇・〇〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。 

一・四－ジオキサン 〇・〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇五ｍｇ／ｌ以下であること。 

シス－一・二－ジクロロエ

チレン及びトランス－一・

二－ジクロロエチレン 

〇・〇〇四ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇四ｍｇ／ｌ以下であること。 

ジクロロメタン 〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。 

テトラクロロエチレン 〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 

トリクロロエチレン 〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 

ベンゼン 〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 

ホルムアルデヒド 〇・〇〇八ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇八ｍｇ／ｌ以下であること。 

亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、〇・一ｍｇ／ｌ以下

であること。 

亜鉛の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以

下であること。 

アルミニウム及びその化合

物 

アルミニウムの量に関して、〇・〇二ｍ

ｇ／ｌ以下であること。 

アルミニウムの量に関して、〇・二

ｍｇ／ｌ以下であること。 

鉄及びその化合物 鉄の量に関して、〇・〇三ｍｇ／ｌ以下

であること。 

鉄の量に関して、〇・三ｍｇ／ｌ以下

であること。 

銅及びその化合物 銅の量に関して、〇・一ｍｇ／ｌ以下で

あること。 

銅の量に関して、一・〇ｍｇ／ｌ以下

であること。 
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ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、二〇ｍｇ／ｌ

以下であること。 

ナトリウムの量に関して、二〇〇ｍｇ

／ｌ以下であること。 

マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、〇・〇〇五ｍ

ｇ／ｌ以下であること。 

マンガンの量に関して、〇・〇五ｍ

ｇ／ｌ以下であること。 

塩化物イオン 二〇ｍｇ／ｌ以下であること。 二〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。 

蒸発残留物 五〇ｍｇ／ｌ以下であること。 五〇〇ｍｇ／ｌ以下であること。 

陰イオン界面活性剤 〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・二ｍｇ／ｌ以下であること。 

非イオン界面活性剤 〇・〇〇五ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇二ｍｇ／ｌ以下であること。 

フェノール類 フェノールの量に換算して、〇・〇〇

〇五ｍｇ／ｌ以下であること。 

フェノールの量に換算して、〇・〇

〇五ｍｇ／ｌ以下であること。 

有機物（全有機炭素（ＴＯ

Ｃ）の量） 

〇・五ｍｇ／ｌ以下であること。 三ｍｇ／ｌ以下であること。 

味 異常でないこと。 異常でないこと。 

臭気 異常でないこと。 異常でないこと。 

色度 〇・五度以下であること。 五度以下であること。 

濁度 〇・二度以下であること。 二度以下であること。 

一・二―ジクロロエタン 〇・〇〇〇四ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇〇四ｍｇ／ｌ以下であること。 

アミン類 トリエチレンテトラミンとして、〇・〇一

ｍｇ／ｌ以下であること。 

トリエチレンテトラミンとして、〇・〇

一ｍｇ／ｌ以下であること。 

エピクロロヒドリン 〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 

酢酸ビニル 〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 

スチレン 〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。 

二・四－トルエンジアミン 〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇〇二ｍｇ／ｌ以下であること。 

二・六－トルエンジアミン 〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 

一・二－ブタジエン 〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 

一・三－ブタジエン 〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 〇・〇〇一ｍｇ／ｌ以下であること。 

備考 

主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具

の浸出液に係る基準にあっては、この表鉛及びその化合物の項中「〇・〇〇一ｍｇ／ｌ」とあるのは「〇・

〇〇七ｍｇ／ｌ」と、亜鉛及びその化合物の項中「〇・一ｍｇ／ｌ」とあるのは「〇・九七ｍｇ／ｌ」と、銅及びそ

の化合物の項中「〇・一ｍｇ／ｌ」とあるのは「〇・九八ｍｇ／ｌ」とする。 

 

別表第二   

呼び径の区分 近接壁から吐水口の中心まで

の水平距離 

越流面から吐水口の最下端ま

での垂直距離 

一三ミリメートル以下のもの 二五ミリメートル以上 二五ミリメートル以上 

一三ミリメートルを超え二〇ミリメー

トル以下のもの 

四〇ミリメートル以上 四〇ミリメートル以上 

二〇ミリメートルを超え二五ミリメー

トル以下のもの 

五〇ミリメートル以上 五〇ミリメートル以上 
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備考 

１ 浴槽に給水する給水装置（水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐

水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具（この表及び次表にお

いて「吐水口一体型給水用具」という。）を除く。）にあっては、この表下欄中「二五ミリメートル」と

あり、又は「四〇ミリメートル」とあるのは、「五〇ミリメートル」とする。 

２ プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及

び容器に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）にあっては、この表下欄中「二五

ミリメートル」とあり、「四〇ミリメートル」とあり、又は「五〇ミリメートル」とあるのは、「二〇〇ミリメート

ル」とする。  

 

別表第三   

区分 越流面から吐水口の最下端まで

の垂直距離 

近接壁の影響

がない場合 

  
（１．７×ｄ＋５）ミリメートル以上 

近接壁の影響

がある場合 

近接壁が一

面の場合 

壁からの離れが（３×Ｄ）ミリメート

ル以下のもの 

（３×ｄ）ミリメートル以上 

壁からの離れが（３×Ｄ）ミリメート

ルを超え（５×Ｄ）ミリメートル以下

のもの 

（２×ｄ＋５）ミリメートル以上 

壁からの離れが（５×Ｄ）ミリメート

ルを超えるもの 

（１．７×ｄ＋５）ミリメートル以上 

近接壁が二

面の場合 

壁からの離れが（４×Ｄ）ミリメート

ル以下のもの 

（３．５×ｄ）ミリメートル以上 

壁からの離れが（４×Ｄ）ミリメート

ルを超え（６×Ｄ）ミリメートル以下

のもの 

（３×ｄ）ミリメートル以上 

壁からの離れが（６×Ｄ）ミリメート

ルを超え（７×Ｄ）ミリメートル以下

のもの 

（２×ｄ＋５）ミリメートル以上 

壁からの離れが（７×Ｄ）ミリメート

ルを超えるもの 

（１．７×ｄ＋５）ミリメートル以上 
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備考 

  １ Ｄ‥吐水口の内径（単位 ミリメートル）ｄ‥有効開口の内径（単位 ミリメートル） 

  ２ 吐水口の断面が長方形の場合は長辺をＤとする。 

  ３ 越流面より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなす。 

４ 浴槽に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）において、下欄に定める式により算

定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が五〇ミリメートル未満の場合にあっては、

当該距離は五〇ミリメートル以上とする。 

５ プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽

及び容器に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）において、下欄に定める式によ

り算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が二〇〇ミリメートル未満の場合にあっ

ては、当該距離は二〇〇ミリメートル以上とする。 

 



参考２ 

 

 

 

 

 

 

給水装置の構造及び材質の基準に係る試験 

（平成９年厚生省告示第１１１号） 
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○給水装置の構造及び材質の基準に係る試験（平成９年厚生省告示第 111 号） 

 

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第一条第一項

第一号、第二条第一項、第三条、第五条第一項第一号イ及び第六条の規定に基づき、給水

装置の構造及び材質の基準に係る試験を次のように定め、平成九年十月一日から適用す

る。 

給水装置の構造及び材質の基準に係る試験 

第１ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成 9年厚生省令第 14 号。以下「省

令」という。)第 1条第 1項第 1号に規定する耐圧に関する試験は、次に定めるとこ

ろによる。 

１ 試験装置 

(1) 次の図に示すような試験装置に、供試管(試験に供される給水管をいう。以下同

じ。)又は供試用具(試験に供される給水用具をいう。以下同じ。)を通常の使用状

態で取り付ける。 

図 耐圧に関する試験装置例 

 

(2) 圧力計は、産業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)に基づく日本産業規格(以下

単に「日本産業規格」という。)B7505―1 号(平成 19 年)に規定するブルドン管圧

力計(精度等級が 1.6 級以上の精度を有するものに限る。以下同じ。)又はこれと

同等以上の精度を有するものを用いる。 

２ 試験操作 

(1) 給水管 

ア 供試管に室温(20±15℃。以下同じ。)の水を満たし、供試管内の空気を除去

する。 

イ 当該供試管の開口部を密閉し、1.75MPa の静水圧を 1分間加え、その水漏れ、

変形、破損その他の異常を確認する。 

(2) 給水用具 

ア 止水機構を有しない給水用具(エ及びカに規定するもの並びにオに規定する部

分を除く。) 

(ア) 供試用具に室温の水を満たし、供試用具内の空気を除去する。 

(イ) 当該供試用具の開口部を密閉し、流入側から 1.75MPa の静水圧を 1分間

加え、その水漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。 

イ 止水機構を有する給水用具であって、通常の使用状態において給水用具の流

出側が大気に開口されていないもの(エ及びカに規定するものを除く。) 
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(ア) 供試用具の止水機構を全開にし、供試用具に室温の水を満たし、供試用

具内の空気を除去する。 

(イ) 当該供試用具の開口部を密閉し、流入側から 1.75MPa の静水圧を 1分間

加え、その水漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。 

ウ 止水機構を有する給水用具であって、通常の使用状態において給水用具の流

出側が大気に開口されているもの(エ及びカに規定するものを除く。) 

(ア) 供試用具の止水機構を全開にし、供試用具に室温の水を満たし、供試用

具内の空気を除去する。 

(イ) 当該供試用具の止水機構を閉止し、流入側から 1.75MPa の静水圧を 1分

間加え、その水漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。 

エ 加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具(カに規定する

もの及びオに規定する部分を除く。) 

(ア) この試験操作における給水用具とは、次の要件を満たす給水用具に設置

されているものをいう。 

① 当該加圧装置を内蔵するものであること。 

② 減圧弁が設置されているものであること。 

③ ②の減圧弁の下流側に当該加圧装置が設置されているものであること。 

④ 当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具について②の減圧弁

を通さない水との接続がない構造のものであること。 

(イ) 供試用具の種類に応じ、アからウまでに掲げる操作に準じて試験操作を

行う。この場合において、アの(イ)、イの(イ)及びウの(イ)中「1.75MPa」

とあるのは、「加圧装置の最大吐出圧力」と読み替えるものとする。 

オ 熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路 

(ア) この試験操作における給水用具とは、次の要件を満たすものをいう。 

① 当該熱交換器が給湯及び浴槽内の水等の加熱に兼用する構造のものであ

ること。 

② 当該熱交換器の構造として給湯用の水路と浴槽内の水等の加熱用の水路

が接触するものであること。 

(イ) 水路に室温の水を満たし、水路内の空気を除去する。 

(ウ) 当該水路の開口部を密閉し、流入側から 1.75MPa の静水圧を 1分間加え、

その水漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。 

カ パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具 

供試用具の種類に応じ、ア、イ、ウ又はエに掲げる試験操作を行う。当該試

験操作を行うとともに、供試用具の種類に応じ、ア、イ又はウに掲げる試験操

作に準じて行う。この場合において、「1.75MPa」とあるのは、「20kPa」と読

み替えるものとする。 

第２ 省令第 2条第 1項に規定する浸出に関する試験は、次に定めるところによる。 

１ 浸出用液の調製 

(1) 試薬は次のとおりとする。 

ア 精製水 

蒸留法若しくはイオン交換法により精製した水、又は蒸留法、イオン交換法、

逆浸透法若しくは活性炭吸着法を組み合わせた方法により精製した水。その電気

伝導率は 2μS／cm 以下とする。 
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イ 有効塩素濃度 0.3mg／ml 次亜塩素酸ナトリウム溶液 

次亜塩素酸ナトリウム溶液を、有効塩素濃度が 0.3mg／ml となるように精製

水で希釈したもの。 

ウ 0.04mol／l 塩化カルシウム溶液 

塩化カルシウム 4.44g を精製水に溶かして 1l としたもの。 

エ 0.04mol／l 炭酸水素ナトリウム溶液 

炭酸水素ナトリウム 3.36g を精製水に溶かして 1lとしたもの。 

オ 塩酸(1＋99) 

カ 0.1mol／l水酸化ナトリウム溶液 

水酸化ナトリウム 4.0g を精製水に溶かして 1l としたもの。 

(2) 調製方法 

ビーカーに精製水 900ml を採り、有効塩素濃度 0.3mg／ml 次亜塩素酸ナトリウ

ム溶液、0.04mol／l 炭酸水素ナトリウム溶液及び 0.04mol／l 塩化カルシウム溶

液を適量加えた後、精製水を加えて 1lとする。 

この溶液を塩酸(1＋99)及びそれを 10 倍希釈したもの並びに 0.1mol／l水酸化

ナトリウム溶液及びそれを 10倍希釈したものを用いて pH 調整し、水質が pH7.0 

(±0.1)、硬度 45(±5)mg／l、アルカリ度 35(±5)mg／l及び残留塩素 0.3(±0.1) 

mg／lになるように調製する。 

水質の確認は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる方法

により行うものとする。 

pH 値 ガラス電極法 

カルシウム、マグネ

シウム等(硬度) 

フレーム―原子吸光光度法、誘導結合プラズマ発光分光分析法（以

下「ICP 法」という。）、誘導結合プラズマ―質量分析法（以下

「ICP―MS 法」という。）、連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質

量分析法（以下「連続流れ分析―ICP―MS 法」という。）、イオン

クロマトグラフ法（陽イオン）又は滴定法 

アルカリ度 滴定法 

残留塩素 ジエチル―p―フェニレンジアミン法、電流法、吸光光度法又は携帯

型残留塩素計測定法 

２ 浸出液の調製 

(1) 器具試験 

ア 末端給水用具(給水装置の末端に設置されている給水用具をいう。以下同じ。) 

次に掲げる方法に従って洗浄、コンディショニング(浸出液を安定させるため

に浸出用液を満たし、捨てる操作を繰り返すことをいう。以下同じ。)及び浸出

の操作を継続して行う。 

(ア) 洗浄 

供試用具を水道水で 1時間洗い、その後、精製水で 3回洗う。コンディ

ショニングの操作は、洗浄後 72 時間以内に開始することとし、その間供試

用具に浸出用液を満たしておく。 

(イ) コンディショニング 
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① 末端給水用具(②及び③に掲げるものを除く。)については、常温(おおむ

ね 23℃。以下同じ。)の浸出用液を用い、aから eまでの操作を継続して行

う。この場合において、浸出用液の水温は常温に維持する。 

ａ 供試用具内部を浸出用液で満たして密封し、2時間静置した後、浸出

用液を捨てる操作を 4回繰り返す。その後、供試用具内部を浸出用液で

満たして密封し 16時間静置した後、浸出用液を捨てる。 

ｂ a の操作をもう 3回繰り返す。 

ｃ 供試用具内部を浸出用液で満たして密封し、2時間静置した後、浸出

用液を捨てる操作を 4回繰り返す。その後、供試用具内部を浸出用液で

満たして密封し 64時間静置した後、浸出用液を捨てる。 

ｄ a から cまでの操作をもう 1回繰り返す。 

ｅ a の操作を 3回繰り返した後、供試用具内部を浸出用液で満たして密

封し、2時間静置した後、浸出用液を捨てる操作を 4回繰り返す。 

② 給水装置の末端に設置された瞬間湯沸器については、浸出用液を供試用

具の最高使用温度の許容範囲に加熱した水を用い、①と同様の操作を行

う。この場合において、浸出用液の水温を維持する必要はなく、浸出用液

の加熱は、当該供試用具の熱源を用いて行うことができる。 

③ 給水装置の末端に設置された貯蔵湯沸器又は貯湯湯沸器については、浸

出用液を供試用具の最高使用温度の許容範囲に加熱した水を用い、①と同

様の操作を行う。この場合において、浸出用液の水温は当該供試用具の最

高使用温度の許容範囲に維持し、浸出用液の加熱及び水温の維持は、当該

供試用具の熱源を用いて行うことができる。静置時間は加熱時間を含むも

のとする。 

④ ①から③までの規定にかかわらず、供試用具の材質、構造等によりコン

ディショニングを行わなくとも当該浸出液が基準に適合することが明らか

な場合には、コンディショニングの操作については省略することができ

る。この場合において、洗浄操作後、浸出用液で 3回洗い、浸出の操作を

行うものとする。 

(ウ) 浸出 

① 末端給水用具(②及び③に掲げるものを除く。)については、供試用具内

部を常温の浸出用液で満たして密封し、この水温を維持して、16 時間静置

した後、浸出液を採取する。 

② 給水装置の末端に設置された瞬間湯沸器については、浸出用液を供試用

具の最高使用温度の許容範囲に加熱し、供試用具の最低作動水量(給水用

具の熱源が作動するために必要な最低の水量をいう。以下同じ。)の状態

で当該供試用具の体積の 5倍程度通水した後、浸出液を採取する。この場

合において、浸出用液の加熱は当該供試用具の熱源を用いて行うことがで

きる。 

③ 給水装置の末端に設置された貯蔵湯沸器又は貯湯湯沸器については、浸

出用液を供試用具の最高使用温度の許容範囲に加熱した水で供試用具内部

を満たし、この水温を維持して 16時間静置した後、浸出液を採取する。

この場合において、浸出用液の加熱及び水温維持は当該供試用具の熱源を

用いて行うことができる。静置時間は加熱時間を含むものとする。 
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イ 給水管等(給水管及び末端給水用具以外の給水用具をいう。以下同じ。) 

次に掲げる方法に従って洗浄、コンディショニング及び浸出の操作を継続し

て行う。 

(ア) 洗浄 

供試器具を水道水で 1時間洗い、その後、精製水で 3回洗う。 

(イ) コンディショニング 

① 給水管等(②から④までに掲げるものを除く。)については、常温の浸出

用液を用い、供試管又は供試用具内部に浸出用液を満たして密封し、14日

間静置する。浸出用液は 14 日間のうち少なくとも 9回交換するものと 

し、1回の静置時間は 24時間以上とする。この場合において、浸出用液の

水温は常温に維持する。 

② 加熱した水を通水することを目的とした給水管等(③及び④に掲げるも

のを除く。)については、①と同様の操作を行った後、浸出用液を供試管

又は供試用具の最高使用温度±2℃(最高使用温度が定められていないもの

については 90±2℃)に加熱した水で供試管又は供試用具内部を満たして密

封し、1時間静置した後、水を捨てる操作を 2回行う。この場合におい

て、浸出用液の水温を維持する必要はない。 

③ 給水装置の末端以外に設置された瞬間湯沸器については、浸出用液を供

試用具の最高使用温度の許容範囲に加熱した水を用い、②と同様の操作を

行う。この場合において、浸出用液の水温を維持する必要はなく、浸出用

液の加熱は、当該供試用具の熱源を用いて行うことができる。 

④ 給水装置の末端以外に設置された貯蔵湯沸器又は貯湯湯沸器については、

浸出用液を供試用具の最高使用温度の許容範囲に加熱した水を用い、②と

同様の操作を行う。この場合において、浸出用液の水温は当該供試用具の

最高使用温度の許容範囲に維持し、浸出用液の加熱及び水温の維持は、当

該供試用具の熱源を用いて行うことができる。静置時間は加熱時間を含む

ものとする。 

⑤ ①から④までの規定にかかわらず、供試管又は供試用具の材質、構造等

によりコンディショニングを行わなくとも当該浸出液が基準に適合するこ

とが明らかな場合には、コンディショニングの操作については省略するこ

とができる。この場合において、洗浄操作後、浸出用液で 3回洗い、浸出

の操作を行うものとする。 

(ウ) 浸出 

① 給水管等(②から④までに掲げるものを除く。)については、供試管又は

供試用具内部を常温の浸出用液で満たして密封し、この水温を維持して 16

時間静置した後、浸出液を採取する。 

② 加熱した水を通水することを目的とした給水管等(③及び④に掲げるも

のを除く。)については、浸出用液を供試管又は供試用具の最高使用温度

±2℃(最高使用温度が定められていないものについては 90±2℃)に加熱し

た水で供試管又は供試用具内部を満たして密封し、16時間静置した後、浸

出液を採取する。この場合において、浸出用液の水温を維持する必要はな

い。 
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③ 給水装置の末端以外に設置された瞬間湯沸器については、ア(ウ)②と同

様の操作を行う。 

④ 給水装置の末端以外に設置された貯蔵湯沸器又は貯湯湯沸器について

は、ア(ウ)③と同様の操作を行う。 

(2) 部品試験及び材料試験 

部品又は材料(金属以外のものに限る。以下同じ。)の試験は、当該部品又は材

料が使用される器具の試験に準じた試験操作により行う。この場合において、ガ

ラス容器その他の試験の結果への影響がほとんどない容器を用いて部品又は材料

を上部に空隙
げ き

ができない条件の下で浸出用液に浸漬
せき

する方法、又は部品内部に浸

出用液を満たす方法により試験を行うものとする。 

(3) 空試験 

空試験は、ガラス容器その他の試験の結果への影響がほとんどない容器中に浸

出用液のみを満たし、器具試験、部品試験又は材料試験に準じた試験操作により

行う。 

３ 分析方法 

次の表の左欄に掲げる事項についての浸出液の分析は、同表の右欄に掲げる方法

によるものとする。 

器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出液の分析値と、空試験によ

り得られた浸出液の分析値との差を当該器具、部品又は材料の分析値とする。ただ

し、味及び臭気については、器具試験、部品試験又は材料試験により得られた浸出

液の分析結果が空試験により得られた浸出液の分析結果と比較して異常である場合

には、当該器具、部品又は材料の分析結果を異常とする。 

カドミウム及びその化合

物 

フレーム―原子吸光光度法、ICP 法、ICP―MS 法又は連続流れ

分析―ICP―MS 法 

水銀及びその化合物 連続流れ分析―ICP―MS法又は還元気化―原子吸光光度法 

セレン及びその化合物 フレームレス―原子吸光光度法、ICP―MS 法、連続流れ分析―

ICP―MS 法、水素化物発生―原子吸光光度法又は水素化物発生

―誘導結合プラズマ発光分光分析法(以下「水素化物発生―ICP

法」という。) 

鉛及びその化合物 フレームレス―原子吸光光度法、ICP 法、ICP―MS 法又は連続

流れ分析―ICP―MS 法 

ヒ素及びその化合物 フレームレス―原子吸光光度法、ICP―MS 法、連続流れ分析―

ICP―MS 法、水素化物発生―原子吸光光度法又は水素化物発生

―ICP 法 

六価クロム化合物 フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法

(注１)、ICP 法、ICP―MS法又は連続流れ分析―ICP―MS 法 

亜硝酸態窒素 イオンクロマトグラフ法(陰イオン) 

シアン化物イオン及び塩

化シアン 

イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法(注２) 
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硝酸態窒素及び亜硝酸態

窒素 

イオンクロマトグラフ法(陰イオン) 

フッ素及びその化合物 イオンクロマトグラフ法(陰イオン) 

ホウ素及びその化合物 ICP 法、ICP―MS 法又は連続流れ分析―ICP―MS 法 

四塩化炭素 パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法(以下

「PT―GC―MS 法」という。)又はヘッドスペース―ガスクロマ

トグラフ―質量分析法(以下「HS―GC―MS 法」という。) 

1，4―ジオキサン PT―GC―MS 法又は固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法 

シス―1，2―ジクロロエ

チレン及びトランス―

1，2―ジクロロエチレン 

PT―GC―MS 法又は HS―GC―MS 法 

ジクロロメタン PT―GC―MS 法又は HS―GC―MS 法 

テトラクロロエチレン PT―GC―MS 法又は HS―GC―MS 法 

トリクロロエチレン PT―GC―MS 法又は HS―GC―MS 法 

ベンゼン PT―GC―MS 法又は HS―GC―MS 法 

ホルムアルデヒド 溶媒抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析法、誘導

体化―高速液体クロマトグラフ法又は誘導体化―液体クロマト

グラフ―質量分析法 

亜鉛及びその化合物 フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法、

ICP 法、ICP―MS 法又は連続流れ分析―ICP―MS 法 

アルミニウム及びその化

合物 

フレームレス―原子吸光光度法、ICP 法、ICP―MS 法又は連続

流れ分析―ICP―MS 法 

鉄及びその化合物 フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法、

ICP 法、ICP―MS 法又は連続流れ分析―ICP―MS 法 

銅及びその化合物 フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法、

ICP 法、ICP―MS 法又は連続流れ分析―ICP―MS 法 

ナトリウム及びその化合

物 

フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法、

ICP 法、ICP―MS 法、連続流れ分析―ICP―MS 法又はイオンクロ

マトグラフ法(陽イオン) 

マンガン及びその化合物 フレームレス―原子吸光光度法、フレーム―原子吸光光度法、

ICP 法、ICP―MS 法又は連続流れ分析―ICP―MS 法 

塩化物イオン イオンクロマトグラフ法(陰イオン)又は滴定法 

蒸発残留物 重量法 

陰イオン界面活性剤 固相抽出―高速液体クロマトグラフ法又は液体クロマトグラフ

―質量分析法(注２) 
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非イオン界面活性剤 固相抽出―吸光光度法又は固相抽出―高速液体クロマトグラフ

法 

フェノール類 固相抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析法又は固

相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析法(注２) 

有機物(全有機炭素(TOC)

の量)(注３) 

全有機炭素計測定法 

味 官能法 

臭気 官能法 

色度 比色法又は透過光測定法 

濁度 比濁法、透過光測定法又は積分球式光電光度法 

1，2―ジクロロエタン PT―GC―MS 法又は HS―GC―MS 法 

アミン類 吸光光度法 

エピクロロヒドリン PT―GC―MS 法 

酢酸ビニル PT―GC―MS 法又は HS―GC―MS 法 

スチレン PT―GC―MS 法又は HS―GC―MS 法 

2，4―トルエンジアミン 固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法(以下「固相抽出

―GC―MS 法」という。) 

2，6―トルエンジアミン 固相抽出―GC―MS 法 

1，2―ブタジエン PT―GC―MS 法又は HS―GC―MS 法 

1，3―ブタジエン PT―GC―MS 法又は HS―GC―MS 法 

注１ 水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具について、省令第２条第１

項の別表第一の中欄に掲げる基準に適合しているかどうかを５の評価において確認

する際は、４の補正値が同表の中欄に規定する基準に適合する場合に限る。 

注２ 平成 19 年３月 31 日までの間は、この表のシアン化物イオン及び塩化シアンの

項、陰イオン界面活性剤の項及びフェノール類の項については、各項に定める方法

のほか、それぞれ流路型吸光光度法を適用することができる。 

注３ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令（平成 16 年 

厚生労働省令第 6 号）附則第 2 条により読み替えて適用される有機物等（過マン

ガン酸カリウム消費量）の検査方法については、滴定法による。 

４ 分析値の補正 

(1) (2)及び(3)における用語の定義は、次のとおりとする。 

ア 「接触面積」とは、器具、部品又は材料が水又は浸出用液と接触する部分の表

面積をいう。 

イ 「接触容積」とは、器具、部品又は材料が接触する水又は浸出用液の容積をい

う。 

ウ 「接触面積比」とは、接触面積の接触容積に対する比をいう。 

(2) 部品又は材料の分析値については、次式により器具の分析値に換算するものとす

る。ただし、味及び臭気については、部品試験又は材料試験により得られた浸出液
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の分析結果が異常である場合には、当該部品又は材料を使用する器具の分析結果を

異常とする。 

C＝ΣNi／VF 

Ni＝Ai×(VLi／SLi)×SFi 

この算式において C、Ni、VF、Ai、VLi、SLi及び SFiはそれぞれ次の数値を表わす

ものとする。 

C   器具の分析値(mg／l) 

Ni  器具の状態における、部品又は材料ごとの浸出量(mg) 

VF  器具の状態における、接触容積(l) 

Ai  部品又は材料ごとの分析値(mg／l) 

VLi 部品又は材料ごとの試験に用いた浸出用液の体積(l) 

SLi 部品又は材料ごとの浸出用液が接触する部分の表面積(cm2) 

SFi 器具の状態における、部品又は材料ごとの接触面積(cm2) 

この算式は、部品試験及び材料試験における接触面積比が、器具の状態における

当該部品又は材料の接触面積比以上の場合について適用する。 

(3) 当該器具の分析値から、次式により補正値を算出するものとする。ただし、味

及び臭気については、当該器具の分析結果をそのまま補正結果とする。 

評価対象器具の補正値＝NF×当該器具の分析値 

NF＝VL／SL×SF／VF 

この算式において NF、VL、SL、VF 及び SF はそれぞれ次の数値を表わすものとす

る。 

NF 補正係数 

VL 当該器具における接触容積(l) 

SL 当該器具における接触面積(cm2) 

VF 評価対象器具における接触容積(l) 

SF 評価対象器具における接触面積(cm2) 

ア 末端給水用具(瞬間湯沸器を除く。)については、VFが 1 l 以下の場合には、 

1 l とみなす。 

イ 湯水混合水栓については、上式により得られた値に、評価対象器具における飲

用に供する水(加熱された水を除く。)の接触容積を乗じ、湯水混合水栓全体の接

触容積で除した値を補正値とする。 

ウ 給水装置の末端以外に設置された給水用具(瞬間湯沸器、貯蔵湯沸器及び貯湯

湯沸器を除く。)については、VF は評価対象器具における接触容積の 25 倍とす

る。 

エ 瞬間湯沸器については、上式中の接触容積(l)を最低作動水量(l／分)と読み替

える。 

オ この算式における評価対象器具とは、次の条件を満たすものをいう。 

(ア) 評価対象器具の使用材料と当該器具の使用材料の材質が同等であること。 

(イ) 評価対象器具と当該器具の構造及び製造方法が類似していること。 

(ウ) 評価対象器具の接触面積比が当該器具の接触面積比以下であること。 

５ 評価 

４の補正値又は補正結果が省令第 2条第 1項に規定する基準に適合しているかどうか

確認する。 
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第３ 省令第 3条に規定する水撃限界に関する試験は、次に定めるところによる。 

１ 試験装置 

(1) 次の図に示すような試験装置に、供試用具を通常の使用状態で取り付ける。 

 

 

 

図 水撃限界に関する試験装置例 

 

 (2) 配管の径については供試用具の呼び径以上とする。ただし、水平配管については

直線の配管であり、かつ、その径は供試用具の呼び径と同一とする。 

(3) 水平配管の起点から圧力測定計器までの距離は 10mとする。 

(4) 配管に用いる管の種類は、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエ

チレン粉体ライニング鋼管又はこれと同等以上の内面に錆
さび

が生じにくく、かつ、

膨張しにくい管とする。 

(5) 圧力測定計器は、水圧の変動に対する応答性に優れ、かつ、水撃圧の最大値を正

確に記録することが可能なものを使用し、その取付位置は供試用具から上流側に

1m 離れた位置とする。 

(6) 湯水混合水栓その他の同一の仕様の止水機構を 2つ以上有する供試用具にあって

は、当該止水機構の少なくとも一つについて試験を行うこととする。 

２ 試験操作 

(1) 止水機構の閉止動作が手動で行われる給水用具 

ア 供試用具の止水機構を開き、室温の水を通水して、供試用具及び配管内の空気

を除去する。 

イ 止水機構を全開し(ハンドルの回転で止水機構を開閉する構造の供試用具にあ

っては、ハンドルを約 120゜開き(約 120゜以下の角度で止水機構が全開となる供

試用具にあっては、全開のときの角度にハンドルを開き))、水平管内において流

速 2m／秒又は動水圧 0.15MPa の条件の下で室温の水を通水し、0.5 秒を標準とし
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て供試用具の止水機構を閉止して、発生した水撃により上昇した圧力(通水時の

動水圧を含まない。)を測定する。 

(2) 止水機構の閉止動作が自動で行われる給水用具 

ア 供試用具の止水機構を開き、室温の水を通水して、供試用具及び配管内の空気

を除去する。 

イ 止水機構を全開し、水平管内において流速 2m／秒又は動水圧 0.15MPa の条件の

下で、室温の水を通水し、供試用具の止水機構を自動閉止して、発生した水撃に

より上昇した圧力(通水時の動水圧を含まない。)を測定する。 

第４ 省令第 5条第 1項第 1号イに規定する逆流防止に関する試験は、次に定めるところ

による。 

１ 試験装置 

(1) 次の図に示すような試験装置に、供試用具の流出側を取り付ける。この場合にお

いて、供試用具の取付方向は、当該供試用具の通常の使用状態における方向とする。 

図 逆流防止に関する試験装置例 

静水圧 3kPa の場合 

 
 

静水圧 3kPa 以外の場合 

 
 

(2) 取付方向が垂直方向及び水平方向に兼用される供試用具については、少なくとも

いずれか一方の条件の下で試験を行うこととする。 

(3) 圧力計は、日本産業規格 B7505―1号(平成 19年)に規定するブルドン管圧力計又

はこれと同等以上の精度を有するものを用いる。 

(4) 加える静水圧が 3kPa である試験においては、透明管を用い、水柱により水圧を

加える。 

２ 試験操作 
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(1) 逆止弁及び逆流防止給水用具((2)から(5)までに規定するものを除く。) 

ア 供試用具の逆流防止機構を開き、室温の水を満たし、供試用具の空気を除去す

る。 

イ 当該供試用具の流出側から 3kPa 及び 1.5MPa の静水圧を 1分間加え、その流入

側への水漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。 

(2) 減圧弁 

ア 供試用具の逆流防止機構を開き、室温の水を満たし、供試用具の空気を除去す

る。 

イ 当該供試用具の流出側から 3kPa 及び当該減圧弁の設定圧力の静水圧を 1分間

加え、その流入側への水漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。 

(3) 逆流防止装置の流出側に止水機構が設けられておらず、かつ、大気に開口されて

いる逆流防止給水用具((4)及び(5)に規定するものを除く。) 

ア 供試用具の逆流防止機構を開き、室温の水を満たし、供試用具の空気を除去す

る。 

イ 当該供試用具の流出側から 3kPa の静水圧を 1分間加え、その流入側への水漏

れ、変形、破損その他の異常を確認する。 

(4) 浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯機及び給湯付きふろがま((5)に規定する

ものを除く。) 

ア 供試用具の逆流防止機構を開き、室温の水を満たし、供試用具の空気を除去す

る。 

イ 当該供試用具の流出側から 3kPa 及び 50kPa の静水圧を 1分間加え、その流入

側への水漏れ、変形、破損その他の異常を確認する。 

(5) 浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯機及び給湯付きふろがまであって逆流防

止装置の流出側に循環ポンプを有するもの 

ア 供試用具の逆流防止機構を開き、室温の水を満たし、供試用具の空気を除去す

る。 

イ 当該供試用具の流出側から 3kPa 及び、当該循環ポンプの最大吐出圧力又は

50kPa のいずれか高い圧力の静水圧を 1分間加え、その流入側への水漏れ、変

形、破損その他の異常を確認する。 

第５ 省令第 5条第 1項第 1号イに規定する負圧破壊に関する試験は、次に定めるところ

による。 

１ 試験装置 

(1) 次の図 1に示すような試験装置に、供試用具を通常の使用状態で取り付ける。 

図 1 負圧破壊に関する試験装置例 
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 (2) 真空計は日本産業規格 B7505―1号(平成 19年)に規定するブルドン管圧力計又

はこれと同等以上の精度を有するものを用いる。 

(3) 真空計の取付位置は、供試用具から流入側に 1m 以内とする。 

(4) 供試用具から真空計までの配管の呼び径は、供試用具の呼び径と同一とする。 

(5) バキュームブレーカ、減圧式逆流防止器又は負圧破壊装置を内部に備えた給水用

具の吐水口に透明管を取り付ける場合は、気密性を十分に確保する。 

(6) バキュームブレーカの試験においては、当該バキュームブレーカの下端又は逆流

防止機能が働く位置から水面までの垂直距離が 150mm となるように供試器具を取

り付ける。 

(7) 減圧式逆流防止器の試験においては、当該減圧式逆流防止器の逃し弁の排水口の

下端から水面までの垂直距離が 150mm となるように供試器具を取り付ける。 

(8) 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具の試験においては、吸気口に接続している

管と流入管の接続部分の最下端又は吸気口の最下端のうち、いずれか低い点(バキ

ュームブレーカを内部に備えた給水用具にあっては、当該バキュームブレーカの

逆流防止機能が働く位置)から水面までの垂直距離が当該供試用具の仕様に応じた

距離となるように透明管を取り付ける。 

(9) 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が

分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具(以下「吐水口一体

型給水用具」という。)の試験においては、次の図 2に示すような試験装置を用

い、吐水口と水受け部の水面との間に透明管を取り付けない。 

図 2 吐水口一体型給水用具に係る負圧破壊に関する試験装置例 
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２ 試験操作 

(1) バーキュームブレーカ及び減圧式逆流防止器 

ア 供試用具の流入側から一定の割合で大気圧から－54kPa まで徐々に負圧を増

し、－54kPa で 30 秒間持続し、一定の割合で－54kPa から大気圧まで徐々に負

圧を減少させる。この操作をもう 2回繰り返す。 

イ その後、供試用具の流入側から－54kPa の圧力を 5秒間加え、5秒間大気圧に

戻す。この操作をもう 2回繰り返す。 

ウ これらの操作を行ったときの透明管内の水位上昇をそれぞれ測定する。 

(2) 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具 

ア 試験水位の設定 

動水圧 0.15MPa の条件で供試用具の吐水口から吐水し、吐水量と越流口から

の排水量が等しくなり、供試用具の水受け部内の水位が平衡に達したときの水

位を記録し、これを試験水位とする。 

イ 試験 

供試用具の水受け部内の越流口を嵩上げし、水受け部内にアの試験水位まで

水を満たし、供試用具の止水機構を全開にした場合と全閉にした場合の両方

で、(1)と同様の操作を行う。 

(3) 吐水口一体型給水用具 

(2)と同様の操作を行う。この場合において、吐水口と水受け部の水面との間に

透明管を取り付けない状態で試験操作を行い、吐水口から供試用具の流入側への水

の引き込みを確認する。 

第６ 省令第 6条に規定する耐久に関する試験は、次に定めるところによる。 

１ 試験装置 

(1) 次の図 1に示すような試験装置に供試用具を通常の使用状態で取り付ける。 

図 1 耐久に関する試験装置例 
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 (2) 圧力計は日本産業規格 B7505―1号(平成 19 年)に規定するブルドン管圧力計又

はこれと同等以上の精度を有するものを用いる。 

(3) 空気弁については、次の図 2に示すような試験装置を用い、空気圧を試験水圧

よりも高い値に設定し、水に空気を混入させる。 

図 2 空気弁に係る耐久に関する試験装置例 

 

２ 試験操作 

(1) 圧力源の圧力条件を、供試用具の弁を閉じたときの静水圧が当該供試用具の最

高使用圧力の 2分の 1(逃し弁にあっては、当該供試用具の最高使用圧力の 1.5

倍)となるように設定する。 

(2) この時の圧力源の圧力条件を維持しながら供試用具に室温の水を通水し、当該

供試用具の弁を毎分 4回から 30 回までの開閉頻度で 10万回開閉させる。この場

合において、弁の開及び閉の動作をもって 1回の開閉とする。 

(3) その後、耐圧に関する試験、水撃限界に関する試験、逆流防止に関する試験及

び負圧破壊に関する試験のうち、当該供試用具に適用される性能に係る試験を行

う。 

第７ 省令第 6条に規定する耐寒に関する試験は、次に定めるところによる。 

１ 試験装置 

(1) 次の図に示すような試験装置に、供試管又は供試用具を通常の使用状態で取り

付ける。 
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図 耐寒に関する試験装置例 

 

 (2) 配管の水平部分は下流側に向かって上がっており、その勾配は 100 分の 1以上

とする。 

(3) 湯水混合水栓その他の同一の仕様の凍結防止機構を 2つ以上有する供試用具に

あっては、当該凍結防止機構の少なくとも一つについて試験を行うこととする。 

２ 試験操作 

(1) 止水機構を有する供試用具については、止水機構を全開し、供試管又は供試用

具に室温の水を流水する。 

(2) その後、通水を停止し、配管内の排水、及び水抜き、ヒーターによる加熱等に

より当該供試管又は供試用具の仕様に応じた凍結防止のための操作を行い、10

分間放置した後、試験室内の温度を室温から－20±2℃まで徐々に低下させ、当

該温度を 1時間維持し、供試管又は供試用具に室温の水を通水する。この場合に

おいて、通水する前にヒーターを用いて加熱すること等により解氷を行うことが

できる。 

(3) その後、耐圧に関する試験、水撃限界に関する試験、逆流防止に関する試験及

び負圧破壊に関する試験のうち当該供試管又は供試用具に適用される性能に係る

試験を行う。 

第８ この試験方法における用語その他の事項でこの試験方法に定めのないものについて

は、日本産業規格に定めるところによる。 

改正文 (平成一四年三月二七日厚生労働省告示第一一八号) 抄 

平成十四年四月一日から適用する。 

改正文 (平成一六年一月二六日厚生労働省告示第一五号) 抄 

平成十六年四月一日から適用する。 

改正文 (平成一八年三月三〇日厚生労働省告示第一九三号) 抄 

平成十八年四月一日から適用する。 

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第七六号) 抄 

平成十九年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二一年三月六日厚生労働省告示第五八号) 抄 

平成二十一年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二二年二月一七日厚生労働省告示第四九号) 抄 
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平成二十二年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二四年二月二八日厚生労働省告示第六四号) 抄 

平成二十四年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四七号) 抄 

平成二十六年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二七年三月一二日厚生労働省告示第五六号) 抄 

平成二十七年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二八年三月三〇日厚生労働省告示第一一五号) 抄 

平成二十八年四月一日から適用する。 

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号) 抄 

令和元年七月一日から適用する。 

改正文 (令和二年三月二五日厚生労働省告示第九五号) 抄 

令和三年四月一日から適用する。 

改正文 (令和五年三月二四日厚生労働省告示第八五号) 抄 

令和五年四月一日から適用する。 

改正文 (令和八年一月二十八日国土交通省環境省告示第二号) 抄 

令和八年四月一日から適用する。 


